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■巻頭言

「日本庭園」の本質的価値から「公園多様性」を考える 

公園緑地研究所長：進士 五十八 

●都市公園としての日本庭園

54年前の大阪万博(1970)の会場の一角には

日本庭園が政府出展され、以後広く親しまれ

てきた。 

当時、「過去・現在・未来の日本庭園」を

コンセプトとして、大阪府や阪神造園建設協

同組合らが全力を挙げてこれを完成し話題に

なった。万博以後も記念庭園として保存活用

され、近年大阪府は国の名勝指定を検討中で

あり、組合も半世紀にわたる維持管理の経験

の上に文化財庭園としての庭園マネージメン

トについて勉強しているという。

担当のO氏から私に「(仮)都市公園として

の日本庭園の価値と継承」をテーマに基調講

演せよとの依頼があった。 

イベントは令和6年5月に「(案)公共施設と

しての日本庭園マネージメント シンポジウ

ム」として企画され、全国各地の都県市など

所管の特別名勝指定庭園管理者らとの経験交

流を通じて①公園行政における「日本庭園」

への管理意識、②文化財庭園の歴史文化的価

値（＝真実性・authenticity）の維持継承、

③日本庭園の広報・集客・来園者対応、④今

後の展望、等を議論しようということであ

る。 

実は私はＯ氏との会話を経て、改めて「公

園行政担当者や公共造園関係業界にとって

“日本庭園”というものの取り扱いに対する

或る種のとまどいの存在」を感じた。それ

は、名勝指定を受けた文化財庭園の扱い方の

難しさと対処法への不安ということのみでは

なく、公園行政でどのように日本庭園を位置

付ければよいのかという、明快な指針の無さ

へのとまどいのような気がする。 

そこで本稿では、「公園と庭園のちがいに

ついて」考えてみたい。一般的にそのことを

曖昧にしているためと考えるからである。 

●庭園・日本庭園と都市公園はどこがちがう

か 

私は若いころ造園学会の理事会に、幹事と

して陪席して当時の理事の意見や発言からい

ろいろのことを学んだ。今でもよく覚えてい

るのは、後に筑波大学教授に就かれる池原謙

一郎氏のことである。教師であった先生の父

君は種田山頭火とも交流があった俳人であっ

たようだが、学会で発言するとき度々「辞

書」ではこうだがという言い方をされ、言葉

の意味や定義をしっかり吟味される方だと感

心したものだ。池原先生を思い出したのは最

近見た辞書編集者のＴＶドラマ、三浦しをん

の「舟を編む」に触発されたからだが、以下

のように私も手元の『広辞苑（第7版）』

(2018)で紹介してみる。 

「庭園」 観賞・逍遥などのため、樹木を

植え、築山・池などを設けた庭。特に計画し

て作った庭。 

「日本庭園」 社寺・城・住宅等に造られ

る日本特有の伝統的な庭園。多く、樹木・

石・池などで自然を模した景観をつくる。 

「公園」 公衆のために設けた庭園または

遊園地。法制上は、国・地方公共団体の営造

物としての公園（都市公園など）と風致景観
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を維持するため一定の区域を指定し、区域内

で種々の規制が加えられる公園（自然公園）

とがある。 

これでわかることは、庭園は「私」であ

り、公園は「公」であるということは、ない

ということである。一般市民がふつうにイメ

ージしているのはどうも、「私園・private 

garden」と「公園・public garden」という

区別であるがそれはまちがっていることがわ

かる。むしろ観賞や逍遥などのために土と緑

と水を用いて計画的に造られた（＝造園され

た；gardening,landscapingされた）園地は

すべて「庭園garden」であって、設置目的が

公衆のためで、その管理者が国・地方公共団

体である場合が「公園・都市公園」だという

ことなのである。 

であれば、前述した「公共施設として

の、、、、、、、」とか、「都市公園として

の、、、、、、」とかの言い方をしてまで、

公園行政マンや公共事業に係る造園業界人が

庭園の管理や運営についてわざわざ特別視す

る必要はいったいどこにあるのだろうか。 

強いて言えば、ただの「庭園」ではなく

「日本庭園」であることに起因するのだろ

う。辞書では日本庭園は、自然風景式など日

本特有の伝統的庭園と説明している。もちろ

んＯ氏が課題にしている「国指定名勝庭園等

文化財庭園」の場合は、歴史的文化的価値の

継承が求められているので、通常の公園緑地

や庭園の維持管理とは違って原状改変等には

慎重でなければならない。しかし、庭園の自

然景観を好ましい形で維持し、利用者が好ま

しく感じるよう美しく心地よい園地体験やサ

ービスを提供するようメンテナンスし、パー

クマネージメントするのであれば、せいぜい

不特定多数に供用する「公共施設・都市公

園」ならではの留意点では何ら変わらないは

ずだ。 

辞書風に解釈するならば、以上のように考

察することができる。 

しかし、それでもわが国の公園行政の歩み

を考えると、まだまだ「庭園」と「公園」で

はイメージを異にするのが現実であろう。私

たち日本人一般の心情では庭園と公園は全く

別ものとして定着しているような気がする。 

辞書では、公衆のための営造物の庭園が

「公園」だと読めるが、一般市民はもとより

関係者にあっていても、言葉からの連想では

“庭園は上で、公園は並”と錯覚しているの

だ。 

実際面での「公園」には、いわゆる美しい

庭園的な修景の高質な園もあれば、子どもの

遊び場、運動施設、墓園まで多彩な種類があ

るにもかかわらず、一般的な整備コスト、メ

ンテナンス予算の単価などでは少なくとも

「日本庭園」と他の「一般的公園・緑地」の

間には大きな差があるのが事実だから、専門

家であっても公共のものはすべて「公園」で

あって、日本庭園ほどにそれぞれの公園にふ

さわしい造園力を発揮しなければならないと

は考えられないのだろう。 

以上のような語感は、一朝一夕に生まれた

ものではない。明治６年「公園制度」を誕生

させた近代日本はイギリスを範とし前代まで

の緑地のストックである幕藩体制下の社寺境

内地空間、風致と景勝地、そして元の地方領

主の大名庭園等を近代社会の「公園」と呼び

変えて市民に開放してゆくことになる。 

そのとき、元来日本庭園では中国由来の考

え方、園名には造園の趣旨を盛り込むように

していたが、太政官布達第１６号の示した

「公園」という新しい文字に反応して、偕楽

園は「常磐公園」、成趣園は「水前寺公

園」、栗林園は「栗林公園」と別称される。

愛知県の岡崎城址は「岡崎公園」となるが城

址には、ただ「公園」と大書された石碑さえ

建立されている。よほど「公園」に新味を感
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じたのであろう。 

しかし一方でたとえば、練兵場跡の新地に

造成された日比谷公園のように工事間もない

公園地は植栽が安定するまでの一定の時間経

過を待たなくては、それまでの大名庭園のよ

うな景観質を醸成することもなく、公園事業

に従事する者を世間的に、また日本庭園の庭

師などは「公園植木屋」とやや差別的に呼称

したらしい。 

●公園行政における日本庭園の価値

永らく公園行政は富国強兵時代の財務担当

者からは予算的にも冷遇され続けたし、それ

故に政府の公園政策もひたすら欧米先進国の

一人当たり公園面積に追いつこうと量的向上

第一であった。観光立国宣言の「住んでよ

し、訪れてよしのまちづくり」やインバウン

ド誘客などによる観光立県志向と地方創生に

おける世界文化遺産・日本遺産・庭園街道な

どガーデンツーリズムの流れのなかで「日本

庭園の価値」の発見もあって、ようやく近

年、その質的向上の段階を迎えつつあるとい

うところであろう。 

このとき当然、一般的な公園緑地の高質化

も強く求められるが、そのときの技術的規範

として有効なのが「日本庭園」であることは

まちがいない。３０余年まえの経験、韓国の

大邱市中心部の都市公園を訪れたが、伝統的

な韓式庭園建築、公園の門や柵、ペーブメン

トに到るまですべて韓式の意匠で、実に歴史

的な風格を醸し出していた。 

一言でいえば、それぞれの国の庭園様式

は、その国の植生・水景など自然風土、市民

の生活文化、民俗、食・農・工芸・美術など

が複合したその国固有の地域性や場所性の表

出であり、正に住民にも観光者にも魅力的な

ランドスケープ質をもっている。

ところが、近代都市化と文明路線の一般化

のなかで、それぞれの国固有の庭園技術は、

文化財的扱いの中で保存されはしたものの、

一般的な都市計画事業や公園緑地へのスポー

ツレクリエーション的要求への対応に向かう

なか、又、ランドスケープデザイナー自身の

関心も含めて、造園技術のもつ風土性、すな

わち、日本庭園技術は日本固有の自然立地、

自然材料、地場材料、地方の職人技術である

ことは忘れさられる傾向にあった。 

現在、ＧＲＥＥＮ ＥＸＰＯ ２０２７

（横浜）が相模の里山立地に計画されている

が、囲まれた社寺の伝統的な日本庭園形式と

はまた別の里山的修景が工夫されるべきであ

ろう。少なくとも日本庭園というと枯山水と

いう定形的造園からは脱却しなければならな

い。 

いずれにせよ、「庭園」と「公園」は、景

観質において絶対に違うものではないし、世

界的に高い評価を受けてきた「日本庭園」の

本質や特質を改めて理解して公園行政に臨ん

でほしいものである。 

●庭園多様性・公園多様性・景観多様性で美

し国づくりを目指そう 

高質の景観質は、ひとり公園のみならず、

日本の都市、日本の国土全体においても具現

化したい課題である。日本公園緑地協会の高

梨雅明会長がリードしてくださっているNPO

法人「美し国づくり協会」の活動でも同様の

高い志に立っているが、私は、美しい空間や

景観の原型は日本庭園に凝縮していると考え

ている。 

その国その地方を訪れる人々（観光客）に

とっても、日々目の当りにしてくらす人々

（住民）にとっても、その国その地方の大地

の自然と歴史の風景を構成する地形、地質、

植生、水、地理、気候風土と自然に連続する

「地の風景―郷土景観」に優るものはない。

郷土景観の粋が、日本庭園技術に凝縮してい

る。 

よって日本各地に展開する都市公園であっ

てもひたすら画一的な工業製品を多用してコ
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ストカットだけを目指すことなく、出来るだ

けその地域固有の、或いは造園家独自の個性

的公園の計画設計を目指してほしいと願って

いる。少なくとも、公園だから日本国中同

じ、町中同じ調子で揃えるのが当然とは考え

ないでほしいものである。 

とかく公園行政においては、画一的、統一

的が当たりまえという考え方でいる方が多い

が、ダァイバーシティの世紀にあって早々に

脱却したいものである。 

子どもたちにとっても、地域住民にとって

も、ここが私たちの遊び場、私たちの公園と

実感できること。公園という公共施設でさえ

“私たちの・・・・”と思える、そうして自

分事にできれば公園は大切にされ、真に市民

生活の場所になる。 

日本庭園というとお金のかかるものと思う

ひとも多いだろうが、実際はそうではない、

その土地のよさを生かし、その敷地からの眺

望を生かし、近くにあるものを活用してロー

コストでハイクオリティの場所を実現してき

たのが日本の庭園・『作庭記』の根本であっ

たのだ。 

少なくとも、どこに行っても同じでは面白

くない。住民にとってのよりどころになれ

ず、無意味なスペースといわれてはならな

い。「プライド・オブ・プレイス」は、公園

にとっても不可欠な目標あり、その規範を

「日本庭園」から学んでほしい。 

最後にＣＭのようで恐縮であるが、拙著

『進士五十八の日本庭園』（市ヶ谷出版社：

2024）の一部を紹介する。「公共施設のとし

ての日本庭園」への一部回答例でもあるから

だ。 

第一は、本書のまえがき「平和と自然」に

ついて。ワーグナー・ナンドールの「哲学の

庭」と石上純也の「水庭」である。公園であ

っても庭園であっても、造園の本質は人類の

理想境ガーデンであり、最高にアモーレ

（愛）のあるアメニティ・デザインであり、

私は「平和と自然」だと確信している。その

形は、自由自在で立地環境やデザイナーの個

性的展開が求められる。それによってGarden 

diversityが具現化し豊かな地域交流が招来

される。 

第二は、本書第６章の「帰真園」の成立プ

ロセスと庭園の特色である。公共施設として

は、本来、各所に結界を配すのが日本庭園で

あることを踏まえつつバリアフリー、ユニバ

ーサルデザインの思想と形を導入しようとチ

ャレンジした例である。 

第三は、本書第６章の「ポートランド ジ

ャパニーズガーデン」の活動である。６０周

年を迎える本園は、ピースランタン（平和の

灯篭）に象徴される平和的な日米文化交流に

尽力すべく、様々なソフトウェアを展開して

いる。 

日本庭園の本質はハード技術のみならず、

夢窓疎石の「庭に得失はなし、得失は人の心

にあり」で、心の問題でもある。 

心の問題は、公的であれ私的であれ重要

事・重大事というのが「日本庭園の技心一

如・自然に順う」というものである。黒澤明

監督作品「生きる」で志村喬演じる市民課長

が夜更けの公園のブランコに乗って「ゴンド

ラの唄」を口ずさむシーンに感銘を受けた人

も少なくなかろう。だからこそ「庭園」も

「公園」も人生をかけて取り組むにふさわし

い仕事だと思えるのだ。 

（東京農業大学名誉教授・元学長／福井県立

大学名誉教授・前学長／福井県政策参与／日

本公園緑地協会理事） 
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■自主研究 Ⅰ-01

大都市における公園緑地のあり方に関する調査研究 

事業部次長：金成 太郎 

１．はじめに 

大都市都市公園機能実態共同調査は、平成

３年から東京都と全国の政令指定都市が参加

して、各都市の都市公園担当者が抱える共通

の課題について調査することを目的に始めら

れた。その成果は、国へ提言することで制度

の改善や新規施策として盛り込まれるなどし

てきている。 

２．令和５年度大都市都市公園機能実態共同

調査について 

令和５年度は以下の５つの調査を行った。 

番号 調査項目

（１） 

「都市公園における公民連携事業

の取組み状況と課題」に関する調

査研究

（２） 

「公園緑地の管理運営を担う中間

支援組織に関する調査及び発掘」

に関する調査研究

（３） 

「ルールの弾力化に伴う公募によ

る都市公園の利活用導入」に関す

る調査研究

（４） 
「新たな公園緑地の管理運営手

法」に関する調査研究

（５） 
「事例調査とＨＰデータの再整理」

に関する調査

（１）「都市公園における公民連携事業の取

組み状況と課題」に関する調査研究 

１）調査の目的

公募設置管理制度（Park-PFI)は、制度創

設以来2022（令和4）年12月末時点で135件の

公募案件があり、その内の49件は、既に事業

が開始されている。このように、公募設置管

理制度の活用事例の増加とともに、制度の認

知度も向上してきている。 

今後、Park-PFIの取組をより効果的に推進

するためには、実施事例を継続的に検証し、

Park-PFIの取り組みに伴い発生している課題

についてテーマを絞り調査を実施し、取り組

み状況を共有し、制度・運用の改善を行うこ

とが求められる。 

継続的な調査として令和5年度の公民連携

事業公募の実施状況調査、過年度において新

規公募事業の中から特徴のある公募事例の事

例調査を実施し、事例集として蓄積する。ま

た、Park-PFIを含む公民連携事業の取り組み

に伴い発生している課題についてテーマを絞

り調査を実施し、取り組み状況を共有する。 

２）調査の内容

 Park-PFI等公民連携事業について、検討会

参加都市に事前アンケートを実施し各都市が

抱える問題意識等を共有するとともに、とく

に課題として挙げられた特定テーマについ

て、検討会における意見交換や参考事例の情

報提供を行うことで、課題解決に資する対応

策等を取りまとめた。 

３）調査結果と課題

今年度調査において、Park-PFI制度の課題

表-１ 調査項目一覧 
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としてとくに挙げられたのは、特定公園施設

の品詞確保であった。今後、新たにPark-PFI

事業を進めていくためには、各都市が事業対

象となる公園の実情に合わせて、適正な事業

スキームの構築と公園特性に合わせた独自の

工夫、徹底した情報提供、想定されるリスク

に対応が必要であろう。また、Park-PFI制度

による公園施設が整備され、供用開始される

なか、今後の課題として最長２０年にわたる

Park-PFI事業をどのようにモニタリングし事

業評価を行い、公園の魅力向・賑わい創出等

を実現していくか。管理運営における公民連

携の実践・継続体制が模索される段階に入っ

ている。 

これまで広域公園や総合公園等の比較的規

模の大きな公園で展開してきたPark-PFIであ

るが、街区公園、近隣公園等の規模の小さい

公園における公民連携のあり方についても考

えていく必要がある。 

（２）「公園緑地の管理運営を担う中間支援

組織に関する調査及び発掘」に関する調査研

究 

１）調査の目的

少子高齢化など社会情勢変化に対する公園

の見直し機運の高まり、愛護会など市民協働

の担い手において進行する高齢化、公園利活

用を巡るニーズの多様化など公園の整備、管

理、利用の各分野で対応の取組が求められて

いる。その反面、行政の財源や人材、技術等

には限りがあり、中間支援組織による取組の

重要性が増している。 

従来、公園みどり関係の外郭団体や指定管

理者等により、行政と利用者間の調整や利活

用の支援を中心する活動が行われてきた。こ

れら従来の活動団体とこれからの時代に求め

られる中間支援組織との違いには不明瞭な点

もあり、中間支援組織の定義や役割の整理が

必要である。また、市民協働や公園利活用等

に関わる中間支援の担い手をどのように確保

するかといった点も明確ではない。 

そのため、本調査では、中間支援組織に類

する団体や活動の先進例について情報収集を

行い、中間支援組織の定義や役割を明確に

し、担い手の確保や連携体制の構築など中間

支援組織との連携に係る留意事項に関する検

討を行う。それにより、今後の中間支援組織

との連携に向けた基礎的な整理を行うことを

目的とする。 

２）調査の内容

①既往の中間支援組織及びそれに類する団体

とその取組について文献調査等による情報収

集を行い、中間支援組織の役割や取組概要等

の整理を行う。 

②政令市及びそのほかの都市における中間支

援組織との連携実績の有無やその概要、担い

手確保の手法、中間支援組織との連携に係る

課題意識等について、各都市における中間支

援組織の連携状況の把握を行う。 

③中間支援組織の先進的な活用事例の調査を

行い、支援方法・課題等を把握する。 

④各都市の活用状況や先進例を踏まえ、行政

-中間支援組織間の役割分担、担い手確保・

人材育成、財源確保等の中間支援組織との連

携に関する留意事項を整理し、課題軽減に向

けた対応策について検討する。 

３）調査結果と課題

 政令市等各都市の活用状況や先進例を踏ま

え、行政と中間支援組織間の役割分担、中間

支援の取組内容、評価、中間支援組織の発

掘・育成等の中間支援組織との連携に関する

取組のあり方と留意事項を整理し、課題軽減

に向けた対応策について検討した。 

（３）「ルールの弾力化に伴う公募による都

市公園の利活用導入」に関する調査研究 

１）調査の目的

大都市では人口集積が進んでいるため、公

園利用者をターゲットとできる民間事業者が

公園に関心を持ちやすいという特性があり、

社会実験などを通じて民間事業者等のアイデ

アを活用し、これを契機に柔軟な公園の利活
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用を図り定着していくという手法が比較的導

入しやすい条件にある。また、地域のまちづ

くりの場や自己実現の場、サードプレイスと

して、利用側である地域住民からの公園利活

用に関する提案が寄せられており、そうした

住民の声を反映した成果が公園の魅力向上に

つながっている事例も多くみられる。こうし

た公募での多様な事業者による公園利活用へ

の導入は、今後もより幅広い主体・テーマに

よる柔軟な利活用が進むことが期待される。 

このため、社会実験の実施や、企業や地域

住民も含めた多様な主体による公園の柔軟な

利活用の導入について、現状及び課題と、今

後期待される都市公園の内容、民間事業者等

の分野、利活用の内容等について検討し、都

市公園における実験的な利活用の推進に寄与

することを目的とする。なお本調査において

は、利用許可・行為許可の範囲の小規模また

イベント時など短期間なものを対象とする。

２）調査の内容

①大都市における多様な主体による公園利活

用公募の導入状況の把握 

②その他都市における多様な主体による公園

利活用への導入状況の把握 

③公募・実施者から見た公園利活用の可能性

の把握 

３）調査結果と課題

多様な主体による公園利活用に向けては、

①行政の考え方の整理と意識改革

②対象公園の選定、目指す将来像の整理

③ニーズの把握

④提案を受け入れる態勢整備

が重要となる。 

このうえで、実施者に手を挙げてもらうた

めの行政からの支援も不可欠となる。 

多様な主体を含めた公園の利活用にむけて

は、公園や地域の特性により求められる内容

が異なることから、取り組みを進めていく中

で、様々な形で試行を繰り返しながら知見を

積み重ねていくことが必要となる。 

（４）「新たな公園緑地の管理運営手法」に

関する調査研究 

１）調査の目的

指定管理者制度が創設されてから20年が経

過し、制度導入された各都市の公園では、民

間のノウハウや経営スキルを活かした運営管

理により、公園の特色を活かした自主事業の

取組みによる市民サービス向上、維持管理コ

ストの削減といった成果を得てきた。

一方で、期を重ねるごとに、更新時の応募

者が1者（前期と同じ事業者）となることが

多くなり、公募の目的の一つである「より多

くの提案の中から、より良いものを選択す

る」ことができなくなるといった課題が生じ

ている。 

これに対して、事業者が裁量やノウハウを

発揮しやすく、収益を確保できるような工夫

が行われているが、多くの事業者の参入意欲

を引き出し、公募による競争原理を働かせる

には、十分な状況とはなっていない。 

そこで、各都市における指定管理者制度等

の民間活力を取り入れた管理運営の実態を調

査するとともに、これまで指定管理者制度が

果たしてきた役割・意義を振り返り、今後よ

り魅力的で満足度の高い公園とするために最

適な管理運営手法を検討するために、以下の

調査を行う。 

２）調査の内容

①各都市の指定管理者制度の状況把握

②各都市の活用状況や先進例を踏まえ、「使

われ活きる公園」に資する管理運営となるよ

う、指定管理者制度の更なる改善や新たな管

理運営手法のあり方について取りまとめる。 

３）調査結果と課題

 公募選定や事業開始後のモニタリングにお

いても、事業者の取り組みや努力を評価する

ための指標等を明確にすることともに、事業

者の組織形態による事業目的の違いも念頭に

おいて、公園事業の特徴にあった指定管理者

制度の形を考える必要がある。 
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（５）「事例調査とＨＰデータの再整理」に

関する調査 

１）調査の目的

 公園緑地に関する個別課題について、各都

市の現状や対応状況を調書、文献調査、ヒア

リング等を通じて把握・整理することで、今

後の施策展開の参考に資する事を目的とする

ものである。 

２）調査の内容

①「都市公園における災害用トイレの整備」

に係る事例調査 

東日本大震災や熊本地震など、大規模な災

害に対する地域住民の防災意識の高まりなど

から、災害時の公園の役割が注目される中、

市民の生活環境や衛生面の安全安心の確保の

ため、公園における災害用トイレの整備の必

要性が高まっているが、その推進に向けて、

各都市の取り組み状況を把握する調査を行

う。これにより、都市公園における災害用ト

イレの整備の方針等を定めていない都市にお

ける、今後の整備方針や整備目標等、進め方

の参考となる資料作成を目的として調査し

た。 

②「災害時における公園の使い方」に係る事

例調査 

各都市の地域防災計画においては、都市公

園の広域避難地、一時避難地としての指定は

されていても、災害ごみの仮置き場としての

位置づけが明確に定められていない場合が多

く、災害ごみの仮置き場という想定外の公園

利用が発生した場合には、対応に苦慮するこ

ととなる。 

そのため、あらかじめ災害時の公園の使い

方の検討が望まれることから、事例等の調査

を行い、災害時における公園の使い方の方

針・指針を定めていない都市における、方

針・指針検討の参考となる資料作成を目的と

して調査した。 

③「公園愛護会の活性化策及び公園愛護会が

ない公園の環境維持方法」に係る事例調査 

 大都市における公園愛護会数の現状や公園

愛護会の活性化策又は公園愛護会によらない

公園の環境維持方法等について調査を行う。

これにより、大都市の公園における愛護会活

動の活性化及び公園愛護会活動がない公園の

環境維持方法についての検討に資する資料作

成を目的として調査した。 

④「健康増進法の改正に伴う都市公園の禁煙

化に向けた取組状況」に係る事例調査 

 令和２年の健康増進法改正を受け、都市公

園の禁煙化についても社会的関心が高まって

おり、議会などからも都市公園における「望

まない受動喫煙」を防ぐよう求められてい

る。この都市公園の禁煙化への対応状況につ

いて各都市の現在の検討状況や今後の取組を

調査し、大都市における動向を整理する。こ

れにより、社会的関心が高まっている禁煙化

への対応についての情報共有や、庁内説明の

参考とする資料作成を目的として調査した。 

⑤「都市公園における効果的・効率的な除草

等」に係る事例調査 

 都市公園の管理において、公園利用者に良

好な環境を提供する上で、除草は最も基本的

かつ重要な維持管理作業である。近年、厳し

い財政状況の中で、限られた予算内での維持

管理を強いられている状況下において、十分

な頻度や面積の除草ができないことにより、

除草作業の間隔が空き、その間、雑草が繁茂

した状態となっている公園も見受けられる。

今後、限られた予算の中で除草を実施するに

当たっては、従前の機械や人力による除草以

外に新たな除草手法を検討していくことが求

められる。 

そこで本調査では、各都市の除草の状況や

事例把握を行い、公園の特性等に応じた除草

方法や雑草の発芽抑制方法、地域住民等との

関わり方について、効率的・効果的な除草手

法等の検討に寄与する資料作成を目的として

調査した。 
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■自主研究 Ⅰ-02

Park-PFI 推進支援ネットワークの運営について 

事業部事業課課長補佐：本野 優 

１．はじめに 

平成29（2017）年5月、都市公園法が改正

され、飲食店、売店などの公園利用者の利便

の向上に資する公園施設の設置と、当該施設

から生ずる収益を活用して、その周辺の園

路、広場などの整備、改修などを一体的に行

う者を、公募により選定する「公募設置管理

制度（Park-PFI）」（以下「Park-PFI」）が

創設された。 

本制度は、都市公園に民間の優良な投資を

誘導し、公園利用者の利便性の向上を図ると

ともに、行政側の財政負担を軽減しつつ、都

市公園の質の向上を図ることが期待されるも

のである。 

一般社団法人日本公園緑地協会（以下「当

協会」）では、Park-PFIの更なる普及推進に

寄与すべく、公民連携のためのポータルサイ

ト「Park-PFI推進支援ネットワーク（Park-

PFI Promotion Support Network  略称：

PPnet ピーピーネット）」(以下「PPnet」)

を設置し運営している。 

本稿では、当協会の概要とPark-PFI の概

要、PPnetの機能など、Park-PFI推進のため

の当協会の取組みについて紹介する。 

２．Park-PFI（公募設置管理制度）の概要 

Park-PFIとは、都市公園において、飲食、

売店などの公園施設（これらを「公募対象公

園施設」という）の整備と、当施設からの収

益を活用し、園路・広場など（これらを「特

定公園施設」という）の整備を行う事業者

を、公募により選定する手続きである。

Park-PFIによる事業には、都市公園法上の特

例措置が適用される。 

(１)特例措置

・設置管理許可期間（通例は10年）の特例と

して、Park-PFIに基づき選定された者（以

下「選定事業者」）に、上限20年の範囲内

で設置管理許可期間を保証された。

・建ぺい率（原則2％）は、Park-PFIの特例

として10％の上乗せが認められた。

・占用物件の特例として、選定事業者は自転

車駐車場、地域における催しに関する情報

を提供するための看板、広告塔（「利便増

進施設」という）の設置が認められた。

(２)Park-PFIの活用メリット

１)公園利用者のメリット

飲食店、売店などの施設が充実することで

利用者へのサービスが向上する。また、老朽

化し質が低下した施設の更新が期待でき、公

園の利便性、快適性、安全性が高まる。 

２)公園管理者のメリット

民間資金を活用することで、公園整備、管

理運営にかかる財政負担が軽減される。ま

た、民間の創意工夫も取り入れた整備、管

理、運営により、公園のサービスレベルの向

上が見込まれる。 

３)民間事業者のメリット

都市公園内でのビジネスチャンスの拡大が

挙げられる。特例措置により、従前に比べ規

模の大きな施設の設置管理や、長期の設置期

間も保証され、長期的視野での投資、経営が

可能となる。また、緑豊かな空間を活用して

自らが設置する収益施設に整合した広場など

を一体的にデザイン、整備できることで、収
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益の向上にもつながる質の高い空間を創出で

きる。 

なお、公募対象公園施設は都市開発資金、

特定公園施設は社会資本整備総合交付金によ

る支援の対象となっている。 

(３)Park-PFIの実施事例

令和5（2023）年12月末時点で、176件の公

募案件があり、そのうちの開業済みが79件と

なっている。継続的な制度の活用事例の増加

が認められる（当協会調べ）。 

実施事例としては、神戸市東遊園地のテイ

クアウト形式のカフェ、横須賀市長井海の手

公園のカフェ・レストラン、沖縄市コザ運動

公園の宿泊施設・コンビニエンスストア、名

古屋市鶴舞公園の飲食施設等、川崎市皐橋水

江町線沿道及び池上新町南緑道のコンビニエ

ンスストア、岡山市北長瀬未来ふれあい公園

のピラティス提供スペースなど、様々な公募

対象公園施設が見られる。 

３．Park-PFI推進のための取り組み 

(１)「Park-PFI推進支援ネットワーク

(PPnet)」 

Webサイト「Park-PFI推進支援ネットワー

ク(PPnet)」（https://park₋pfi.com/）は、

Park-PFIにかかる公民の情報を一元的に収

集・発信に加えて、相互の情報交換ができる

ことにより、初期段階における制度の周知・

普及と事業の実現化に寄与することを目的と 

したプラットフォームであり平成30（2018）

年2月1日に開設、運営している（図-1）。 

参加にあたっては、情報の保護および反社

会的勢力などの排除のため登録制とし、国の

制度推進を目的としていることから、参加費

用は無料としている。参加団体は、地方公共

団体およびPark-PFI制度に賛同する公益法人

や民間事業者である。 

令和6年3月末現在の登録者数は地方公共団

体が851団体、民間事業者は776社の合計

1,627団体である。業種は銀行、鉄道、不動

産、建設、メンテナンス、造園、コンサルタ

ント、商社、製造販売、飲食などである。

(２)Ｗｅｂサイトの構成・特徴

Ⅰ．サウンディング情報、社会実験、公募情

報（整備・管理運営） 

Ⅱ．地方公共団体情報・事業発案前の情報収

集、民間事業者情報・参画希望情報 

Ⅲ．プロポーザル情報（調査・検討） 

Ⅳ．実施事例（Park-PFI、PPP事業） 

Ⅴ．トピックス 

Ⅵ．講習会、セミナー開催情報 

Ⅶ．関連情報 

これまで、Park-PFIを含むPPP事業のサウ

ンディング情報約450件、社会実験約10件、

公募情報約310件を結果も含め提供した。実

施事例（Park-PFI、PPP事業）は約70件を提

供した。 

そのほか、Park-PFIなどに関する講習会の

開催情報や、トピックスとして国土交通省の

公民連携支援事業など関連情報も提供した。 

Webサイトの特徴的な機能としては、地方

公共団体担当者もしくは民間事業者担当者か

ら、直接、民間事業者の担当者に連絡できる

フォーム機能が挙げられる。活用方法は、サ

ウンディングや、公募の際に登録されている

民間事業者の中から目的にあった民間事業者

を抽出し、直接連絡を行い、参加を促すこと

ができる。情報交換の場として、活発な利用

を期待したい。 

図-1  PPnet トップページ 

（https://park₋pfi.com/） 
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■自主研究 Ⅰ-03

令和５年度 講習会総括 

企画部企画課課長 多田 啓哉 

事業部課長補佐  本野  優 

１．はじめに 

誰もが安全・安心な暮らしができる社会や

地域の実現に向け、当協会では公園緑地等の

計画・施行・管理・運営等に携わる人材の育

成や専門的知識・技術の普及啓発をはかるこ

とを目的に講習会を実施している。令和５年

度は、毎年実施している「公園緑地総合講習

会」、「パークマネジメント講習会」、「プ

ールの安全管理のための管理責任者講習

会」、一般社団法人日本公園施設業協会と共

催している「遊具の『日常点検講習会』」に

加え「地方都市における公募設置管理制度

Park-PFIの事例を学ぶ」、「公園緑地にお

ける利用者対応講習会」、の計６つの講習会

を開催した。その他「ひろげよう 育てよう 

みどりの都市」全国大会第一部の先進事例発

表会を開催した。なお令和5年が都市公園制

度150周年記念の年であることから「公園緑

地総合講習会」、「パークマネジメント講習

会」を都市公園制度150周年記念事業として

実施した。 

２．令和５年度の講習会実施状況 

(１)令和５年度公園緑地総合講習会

本講習会は、公園緑地に関する調査、研

究、事例等の講義および現地視察研修によ

り、実務者として必要な専門的知識、技術の

向上を図ることを目的としている講習会で、

名称を公園緑地総合講習会にかえ実施した。 

10月 4日(水)と 5日(木)の２日間、会場

での対面講習とＷＥＢ配信により実施しする

とともに 6日（金）にコロナ禍で中止してい

た視察を実施し 66名（会場 32名、WEB 34

名、視察 18名）の方に参加いただいた。 

講義では、１日目は始めに都市公園制度

150周年記念の基調講演をいただいた。続け

て国土交通省より「公園緑地行政をめぐる最

近の動向」、次に公園における協働をテーマ

としたお話をいただくとともに関連する事例

についての講義をいただいた。２日目は国土

交通省より「都市緑化行政の動き」について

お話いただくとともに、「ガーデンツーリズ

ム」、「公園におけるインクルーシブ」をテ

ーマとしたお話をいただいた。 

３日目は視察研修を 4年ぶりに実施し、２

日目の講義テーマであった「公園におけるイ

ンクルーシブ」の事例として「平塚市総合公

園 みんなの広場」、「ガーデンツーリズム」

の事例として「大磯城山公園 旧吉田茂邸」、

「明治記念大磯庭園」の視察をおこなった。 

【テーマ・講師等】 

１日目：10月 4日（水） 

テーマ等 講師等（敬称略） 

都市公園制度制定
150 周年記念 基調
講演～これからの公
園緑地担当者に期待
すること 

東京農業大学 名誉教授 福井
県立大学 名誉教授 
日本公園緑地協会公園緑地研究
所 所長 進士 五十八 

公園・緑地行政をめ
ぐる最近の動向 

国土交通省都市局 
公園緑地・景観課 
課長 伊藤 康行 

協働時代の公園に問
われる公共性 

兵庫県立大学 
自然・環境科学研究所 
教授 赤澤 宏樹 

つくり続ける公園 
みなとのもり公園運
営会議の活動 

みなとのもり公園運営会議 
代表 辻 信一 
神戸市 建設局 公園部管理課 
利用活用担当課長 牛若 健吾 
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２日目：10 月 5日（木） 

テーマ等 講師等（敬称略） 

都市緑化行政の動き
～都市の緑を守り育
てる～ 

国土交通省都市局公園緑地・景
観課 緑地環境室 
室長 湯澤 将憲 

月刊『ノジュール』
におけるガーデンツ
ーリズムへの期待 

株式会社ＪＴＢパブリッシング 
ソリューション事業本部 交流プ
ロデュース部 
副部長 小林 茂 

湘南邸園文化ツーリ
ズム～今も息づく邸
宅と庭園の文化～ 

湘南邸園文化祭連絡協議会事務
局 
戸田 啓太 

都市公園の遊び場を
インクルーシブに 

日本体育大学 子どものからだ
研究所 
助教 寺田 光成 

平塚市総合公園 み
んなの広場の整備に
ついて 

平塚市 都市整備部 総合公園課 
課長 小澤 雄一 

３日目：10 月 6日（金） 

視察 

平塚市総合公園 みんなの広場 

大磯城山公園 旧吉田茂邸 

明治記念大磯庭園 

 

【満足度】 

会場参加者へのアンケートにおいて、本講

習会に対する満足度の調査結果をみると、回

答者の 89％の方々が満足（46％）、ほぼ満

足（43％）との回答をされており、参加者の

多くの方に高い評価を得たものと考えてい

る。 

 

(２)パークマネジメント講習会 

都市公園制度制定 150周年・指定管理 

者制度 20年「これからの公園緑地」講 

習会 

本講習会は、公園緑地に携わる地方自治体

や指定管理者等を対象に、専門家による講義

や先進事例を紹介することで、「パークマネ

ジメント」の基本的な考え方、導入の効果や

課題等について学んでいただき、公園の管理

運営に関する知見の拡大や知識の向上に役立

てていただくことを目的とした講習会であ

る。 

令和 5年度は 12月 12日（月）に会場で

の対面講習とＷＥＢ配信により実施し 77名

（会場 19名、WEB 58名）の方にご参加いた

だいた。 

内容については、都市公園制度 150周年

記念の基調講演につづき、新たな都立公園の

整備と管理のあり方、横浜市と沼津市の公民

連携の事例、制度創設から 20年がたつ指定

管理者制度制度の現状と課題についてのお話

いただいた。 

 

【テーマ・講師等】 

テーマ等 講師等（敬称略） 

都市公園制度制定 150
周年記念 基調講演 
公園制度 150年と「都
市公園新時代」 

東京農業大学 名誉教授 
熊本県立大学 名誉フェロー 
蓑茂 壽太郎 

新たな都立公園の整
備と管理のあり方に
ついて 

東京都建設局公園緑地部 
計画担当課長 
曽我 千文 

横浜市「公募型行為
許可制度」 

横浜市 

環境創造局公園緑地部 

公園緑地管理課担当係長 

今村 隆 

沼津市中央公園再整
備と沼津の暮らしを
豊かにするマーケッ
ト「週末の沼津」 
 

沼津市 

都市計画部緑地公園課 

利用推進係長 

渡邊 和之 
 
一般社団法人 lanescape 

代表理事 
小松 浩二 

令和４年度指定管理

者制度アンケートか

らみる都市公園にお

ける指定管理者制度

導入の現状と課題 

元東京農業大学 
地域環境科学部教授 
金子 忠一 

 

【満足度】 

会場参加者へのアンケートにおいて、本講

習会に対する満足度の調査結果をみると、

｢満足｣｢ほぼ満足｣をあわせて 100％「満足」

と回答をいただいており、参加者には高い評

価を得たものと考えている。 

 

(３)プールの安全管理のための管理責任者講

習会 

プールの管理については、平成 19 年 3 月

に文部科学省、国土交通省から出された「プ

ールの安全標準指針」において、「プールを

- 27 -



安全に利用できるよう適切かつ円滑な安全管

理を行うため、『管理責任者』等からなる管

理体制を整えることが必要である」とされて

おり、本講習会では、主にプールの管理責任

者に携わられる方を対象に、安全で衛生的な

管理及び運営の知識や技術を体系的に修得し

ていただくことを目的に平成 20 年より実施

している。 

新型コロナウイルス感染症拡大により令和

2 年度は中止し、令和 3 年度からＷＥＢによ

るライブ配信により実施しており、令和 5年

度も 5 月 18 日（木）、19 日（金）の 2 日間

にわたりライブ配信により実施し 13 名の方

に参加いただき、講習会の最後に行う修了試

験において、すべての方が所定の成績をおさ

め、修了証を発行した。 

 

(４)遊具の「日常点検講習会」 

本講習会は、日常的に都市公園や保育園、

幼稚園、小学校等において遊具の点検を担当

している方々に、より精度の高い日常点検を

行うための専門知識と技術を習得していただ

くことを目的に、（一社）日本公園施設業協

会と共催で、平成 17 年度より全国主要都市

で実施している。 

令和5年度は全国7か所で計8回の講習会を

実施し、計771名の方に参加いただいた。 

開催都市・日時 会場 

札幌  8月24日 北海道立総合体育センター 

広島  9月20日 広島商工会議所 

北九州 9月21日 福岡県立ももち文化センター 

仙台  9月28日 サンフェスタ 

名古屋 10月6日 名古屋市公会堂 

吹田  10月18日 第1サニーストンホテル 

東京1  11月1日 東京フレンドホール 

東京2  11月8日 東京フレンドホール 

 

(５) 地方都市における公募設置管理制度

Park-PFI の事例を学ぶ講習会 

本講習は、「公募設置管理制度 Park-PFI」

を活用した地方都市における公民連携による

都市公園事業の事例を紹介することで、知識

習得や対応能力向上を図ることを目的とした

講習会である。 

令和 5 年度は 7 月 28 日（金）に対面・ラ

イブ配信にて開催し 154名の方に参加いただ

いた。 

講習の内容については、初めに「太政官布

達第 16 号と Park-PFI」と題して都市公園と

公民連携の歴史を解説頂いた。その後、各都

市の Park-PFI 取り組み事例について紹介頂

き、最後に参加者に対する Park-PFI に関す

る質疑応答を実施した。 

 

【テーマ・講師等】 

テーマ等 講師等（敬称略） 

太政官布達第 16 号と
Park-PFI 

公益財団法人都市緑化機構 
専務理事 
梛野 良明 

Park-PFI の活用状況
について 

国土交通省公園緑地・景観
課公園利用推進官 
石川 啓貴 

横須賀市における
Park-PFI の取り組み
について 

横須賀市建設部公園管理課 
官民連携事業担当課長補佐 
小野 聡三郎 

小 諸 市 に お け る
Park-PFI の事例紹介 
飯綱山公園官民連携
魅力向上事業 

小諸市総務部財政課 
財政課長補佐マネジメント
推進係長 
吉澤 一男 

別府市の Park-PFI 事
業 

別府市建設部公園緑地課 
公園緑地課長補佐 兼 公園
整備係長 
小野 能久 

佐世保市における
Park-PFI の取り組み
について 

佐世保市都市整備部公園緑
地課 
主査 
林田 真季 

質疑応答 司会 
梛野 良明 
回答者 
・石川 啓貴 
・小野 聡三郎 
・吉澤 一男 
・小野 能久 
・林田 真季 

 

【満足度】 

会場参加者へのアンケートにおいて、本講習

会に対する満足度の調査結果をみると、｢満
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足｣｢ほぼ満足｣をあわせて 97％の方々から

「満足」と回答をいただいており、参加者に

は高い評価を得たものと考えている。 

 

(６)公園緑地における利用者対応講習会 

本講習会は、公園緑地の管理運営に携わる

公益団体、法人、公共団体、個人を対象とし

て、利用者からの要望・要求への対応につい

て、基本的な考え方を認識いただくととも

に、一般的なクレーム対応の基礎を紹介する

ことで、対応方法について学んでいただき、

クレームや利用者満足度向上に関する知識習

得や対応能力の向上を図ることを目的とした

講習会である。 

令和 5年度は 2月 6日（水）にライブ配

信により実施し、75 名の方にご参加いただ

いた。 

講習の内容については「クレーム対応の基

礎を学ぶ」と題して顧客満足、クレーム対応

の 4つの基本手順を紹介頂き、その後クレー

ム対応の実例を紹介頂いた。 

 

【テーマ・講師等】 

テーマ等 講師等（敬称略） 

「クレーム対応の基
礎を学ぶ」 

株式会社インソース 
津田 ひとみ 

 

【満足度】 

会場参加者へのアンケートにおいて、本講習

会に対する満足度の調査結果をみると、｢満

足｣｢ほぼ満足｣をあわせて 86％の方々から

「満足」と回答をいただいた。 

 

３．その他 

(１) 「都市公園制度制定 150 周年記念講

演・先進事例発表会」 

「ひろげよう 育てよう みどりの都市」

全国大会第一部としておこなっている先進事

例発表会は、(一社)ランドスケープコンサル

タンツ協会と全国１級造園施工管理技士の会

（一造会）及び当協会が共同で平成30年度よ

り行っているもので、各々の団体が実施して

いるコンクールの最優秀作品等の発表を行っ

ているものである。令和５年度の全国大会は

都市公園制度制定150周年記事業であること

から全国大会に先がけ令和5年10月27日

（金）に都市公園制度制定150周年記講演を

とともに実施された。事例発表では第18回一

造会大賞「大賞」、2023ランドスケープコ

ンサルタンツ協会賞「最優秀賞」を受賞した

２作品と、第39回都市公園等コンクール「国

土交通大臣賞」した３作品の発表をいただい

た。なお、2023ランドスケープコンサルタ

ンツ協会賞「最優秀賞」の「東遊園地再整

備」については第39回都市公園等コンクール

の国土交通大臣賞も受賞されている。 

 
都市公園制度制定150周年記念講演・先進事
例発表会 

（敬称略） 
都市公園制度制定 150 周年記念講演 

基調講演 公園緑地のこれからを考える 
（一社）日本公園緑地協会 
会 長 高梨 雅明 

第 18 回一造会大賞 

一造会大賞 
作品名 造園の新たな領域を考える 

～緑化フェアを経験しての想いから 
発表者 東洋緑化(株) 

総括部長 平野 晶也 氏 

2023 ランドスケープコンサルタンツ協会賞 

最優秀賞 （設計部門） 
作品名 東遊園地再整備 
発表者 (株)エス・イー・エヌ環境計画室 

代表取締役 津田 主税 氏 

第 39 回都市公園等コンクール 

国土交通大臣賞 設計部門 
作品名 佐世保中央公園リニューアル 
発表者 (株)森緑地設計事務所  

福岡事務所 今泉 智之 氏 
国土交通大臣賞 都市公園制度 150 周年記念部門 
作品名 長井海の手公園（ソレイユの丘） 
発表者 (株)日比谷花壇 
    地域創生事業本部   

執行役員 本部長 道越 勇夫 氏 
国土交通大臣賞 都市公園制度 150 周年記念部門 
作品名 公園からはじめるエリアマネジメント 
発表者 (一社)かかみがはら暮らし委員会 

代表理事 長縄 尚史 氏 
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Ⅱ.都市公園制度制定 150 周年記念事業報告 

 





■都市公園制度制定 150 周年記念事業報告 

都市公園制度制定１５０周年記念事業について 

 

 

 

 

 

１．実施概要 

令和5（2023）年は、公園設置に関する太

政官布告から150周年を迎える記念の年とな

ることから、これまでの我が国の都市公園の

歴史や果たしてきた役割を振り返りつつ、公

園の意義・必要性を国民一般に広く再認識し

ていただくとともに将来に向けた公園のあり

方を提案・発信していくことを通じて、都市

公園の更なる発展を図るまたとない機会とな

る。この機会をとらえ、国・地方公共団体・

関係団体が連携した取り組みを進めることと

した。 

 

(１)期間 

太政官布告が1月に発せられたことを踏ま

え、令和5年1～12月の1年間にわたり、記念

事業を行うこととした。 

(２)推進体制 

都市公園の整備・管理に関わる国・地方公

共団体・関係団体が連携して効果的な取組を

進めることに鑑み、これらの者を構成員とす

る推進委員会を設置した。 

推進委員会において、記念事業全体の取組

方針を整理し、全国の地方公共団体及び全国

レベルの関係団体（緑・公園関係団体協議会

構成団体）に対し、文書等にて取組実施への

協力を呼びかけた。（地方レベルの関係団体

には、適宜、関係する地方公共団体から呼び

かけを行ってもらうこととした。） 

(３)取組方針 

これまでの周年記念事業の取組内容も参考

に、①都市公園制度制定150周年記念全国大

会の開催、②都市公園制度制定１５０周年記

念顕彰、③地方公共団体等における「都市公

園制度制定150周年」を記念する事業の実

施、④都市公園制度制定150周年関係の刊行

物の作成、の4本柱を軸とした取組を行うこ

ととした。 

個々の事業の実施に当たっては、実施団体

の自主性を尊重することとし、実施内容に過

度な重複が生じないよう、必要に応じ推進委

員会で調整を行うこととした。 

(４)ロゴマークの制作 

推進委員会より(一社)ランドスケープコン

サルタント協会へロゴマークの制作を依頼

し、作成されたロゴマークについて、推進委

員会に報告のうえ決定した。決定したロゴマ

ークを推進委員会より、地方公共団体、関係

団体等へ配布するとともに、日本公園緑地協

会及びランドスケープコンサルタンツ協会の

ホームページにおいて公開し、その活用を推

進した。 

 

２．日本公園緑地協会における取り組み 

(一社)日本公園緑地協会では、都市公園制

度制定150周年記念事業の推進事務局とし

て、地方公共団体、関係団体等のご協力を得

て、基本方針に沿って、以下のような取り組

みを実施した。 

 

(１)記念フォーラム・全国大会の開催 

１）記念フォーラムの開催 
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都市公園制度制定150周年記念事業のキッ

ク・オフ・イベントとして、1月17日に日比

谷図書文化館日比谷コンベンションホールに

おいて、記念フォーラムを開催した。五十嵐

康之国土交通省大臣官房審議官(当時)の基調

報告「都市公園 150年の歴史と今後の展

望」、越澤明北海道大学名誉教授による基調

講演「太政官布達から150年」などを行っ

た。(資料1) 

２）講演会・講習会等の開催 

今年は、都市公園制度制定150周年である

とともに、関東大震災から100年の節目の年

であることも踏まえ、9月1日に「しなやかな

国土形成の基盤‟みどり”と 公園緑地」をテ

ーマとする記念講演会を開催した。涌井史郎

東京都市大学特別教授による基調講演などを

行った。 

また、講習会についても、都市公園制度制

定150周年と呼応した内容として実施し、10

月4～6日に実施した「公園緑地総合講習会」

においては、進士五十八元福井県立大学学長

の基調講演、12月12日に実施した「これから

の公園緑地」講習会においては、蓑茂寿太郎

元公園財団理事長の基調講演をそれぞれ行っ

た。 

３）全国大会の開催 

「ひろげよう 育てよう みどりの都市」全

国大会は、10月25日に第一部、10月27日に第

二部をそれぞれ開催した。第一部は国立オリ

ンピック記念青少年総合センターにおいて、

都市公園制度制定150周年記念講演・先進事

例発表会として開催し、高梨雅明日本公園緑

地協会会長の基調講演や都市公園コンクール

の大臣賞受賞作品の発表などを行った。ま

た、第二部はイイノホールにおいて開催し、

主催者挨拶、来賓挨拶、表彰などに続き、全

国都市公園等整備促進協議会の会長である松

戸徹船橋市長による講演「都市公園制度制定

150周年記念 未来の“みどり”をどう描

き、実現していくか」、横張真東京大学教授

による講演「都市の緑空間をめぐる新たなパ

ースペクティブ」などを行った。(資料2) 

(２)広報活動 

１）機関誌「公園緑地」における都市公園制

度制定150周年記念特集 

令和5年発行の機関誌「公園緑地」第83巻

第4号から第84巻第3号までの5つの号におい

て、都市公園制度制定150周年記念特集を掲

載した。各号では、巻頭論説(進士五十八、

涌井史郎、横張真、蓑茂寿太郎、池邊このみ

の各氏による論説)を設けるとともに、「日

本の公園150年史」について越澤明北海道大

学名誉教授による特別連載を掲載している

(連載は継続中)。また、太政官公園のこれま

でとこれからをテーマに全国の太政官公園の

リレー連載を行っている。これらの特集と全

国大会・講演会・講習会等との連携を強化

し、効果的な広報に努めた。(資料3) 

２）ポータルサイトの設置 

日本公園緑地協会ホームページにおいて関

連のポータルサイトを設置し、適時の情報発

信を行った。 

３）ロゴマークの作成と配布(前掲) 

推進委員会よりランドスケープコンサルタ

ンツ協会に依頼し、都市公園制度制定150周

年記念のロゴマークを作成した。ロゴマーク

は、推進委員会より、地方公共団体、関係団

体等へ配布するとともに、日本公園緑地協会

及びランドスケープコンサルタンツ協会ホー

ムページに掲載しその普及を図った。(資料

8) 

４）広報素材「都市公園150年のあゆみ」の

制作 

広報素材「都市公園150年のあゆみ」を制

作し、各方面において広報活動に活用いただ

くため日本公園緑地協会ホームページに掲載

した。また、貸出用パネルを作成し、国営公

園、地方公共団体等において普及啓発素材と

して活用いただいた。国土交通省では、4月

14日から27日までの間1階ロビーにおいてパ
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ネル展示が行われたほか、全国大会等の機会

に展示を行った。(資料4) 

５）みどりの日新聞キャンペーン 

5月4日には、日本経済新聞朝刊紙面におい

て、「誕生から150周年 さらに「使われ活

きる」都市公園へ」をテーマとした「みどり

の日」新聞キャンペーンを実施した。掲載記

事では、小野良平立教大学教授(日本造園学

会会長、当時)へのインタビュー等を行っ

た。(資料3) 

 

(３)顕彰事業 

１）都市公園等コンクールの都市公園制度制

定150周年記念部門 

令和5年度第39回都市公園等コンクールに

おいて、新たなライフスタイルを牽引する取

り組み、複合領域の連携や様々なステークホ

ルダーの連携により新たな価値を創出する取

り組み、多くの公園利用者のウェルビーイン

グの向上に資する取り組みなど、都市公園の

未来を牽引する先進的な取り組みを対象とす

る「都市公園制度制定150周年記念部門」を

設け募集を行った。多数の応募があり、同部

門では国土交通大臣賞2件、国土交通省都市

局長賞1件、日本公園緑地協会会長賞2件、審

査委員会特別賞2件が選定された。 

２）都市公園制度制定150周年記念公園施設

登録 

都市公園制度制定以降150年にわたる長い

歴史の中で、都市公園が国民の暮らしやライ

フスタイルを投影しながら果たしてきた役割

を振り返り、これらを象徴し、かつ現存する

公園施設を登録の上、先人が築いてきた公園

整備のプロセスや市民とのかかわりの歴史と

してこれらの公園施設の事跡を記録し、広く

国民に周知するとともに次世代に伝えること

を通じて、都市公園に対する関心の喚起や意

義等の再認識を促し、都市公園の更なる発展

に寄与することを目的とする「都市公園制度

制定150周年記念公園施設登録」を実施し

た。実施に当たり、都市公園制度制定150周

年記念公園施設登録有識者会議(座長:涌井史

郎東京都市大学特別教授)を設置し、登録基

準、申請方法等の検討及び公園施設登録候補

案の作成を行い、推進委員会において決定し

た。 

 

３．関係団体の取り組み 

関係団体においては、実施方針を踏まえ、

様々な取り組みが実施された。以下ではその

うち主な取り組みを紹介する。 

 

(１)公益財団法人都市緑化機構 

都市緑化機構では、全国都市緑化フェア、

春季における都市緑化推進運動期間、毎年10

月と定められている都市緑化月間などの機会

をとらえ、都市公園をはじめとする都市にお

ける身近な緑の空間の重要性に対する理解の

促進と市民の都市緑化意識の高揚のため、積

極的な活動を行った。 

4月26日から6月18日まで、宮城県仙台市に

おいて開催された第40回全国都市緑化仙台フ

ェアは、「杜の都から始まる未来、みどりを

舞台に人が輝く」をテーマに、仙台の歴史・

文化の象徴でもある青葉山エリアにおいて、

市民協働による大花壇づくりや、造園業者・

自治体等が参加しての庭園出展などが行われ

た。また、全国都市緑化仙台フェアの中心的

な行事として、5月24日に、佳子内親王殿下

のご臨席のもと、令和５年度全国都市緑化祭

を開催した。さらに、6月10日には、関連行

事として、仙台市民会館において、「未来の

杜せんだい2023シンポジウム『未来につなぐ

新しい杜の都の姿』」と題し、「杜の都」の

緑を守り育んできたこれまでの取り組みや、

緑のある屋外空間での新たな楽しみ方などに

関するシンポジウムを開催した。 

都市緑化月間中の10月6日には、東京都千

代田区の有楽町駅前広場において、斎藤鉄夫

国土交通大臣を来賓として迎え、都市緑化キ
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ャンペーンを開催し、花鉢配布などを実施し

た。(資料5) 

また、10月26日には、東京都渋谷区の国立

オリンピック記念青少年総合センターにおい

て、「防災公園技術研修会2023東京『関東大

震災100年を踏まえた、防災公園の計画・整

備』」と題し、改めて地震災害からの教訓を

認識し、これからの安全・安心まちづくりに

資する防災公園の今後の方向、計画・設計技

術について広く紹介することを目的として、

研修会を開催した。 

他に、春季における都市緑化推進運動期間

及び10月の都市緑化月間には普及啓発ポスタ

ーを作成し、国、地方公共団体、緑化関係団

体、日本商工会議所の会員、日本民営鉄道協

会加盟の私鉄各社等に配布し掲示した。 

(２)一般財団法人公園財団 

公園財団では、管理を担当する国営公園に

おいて、都市公園制度制定150周年を記念す

る様々な活動を実施した(詳細は国営公園の

項参照)。また、公園財団が管理する都市公

園において、都市公園制度制定150周年記念

事業のロゴと説明文が入ったミニノートを来

園者に記念に配布した。 

2月21日には、都市公園制度制定150周年記

念事業として「都市公園の管理運営を再デザ

インする！」をテーマに公園管理運営フォー

ラムを開催し、蓑茂寿壽太郎財団理事長(当

時)の基調講演などを行った。12月21日に

は、令和4年10月にとりまとめられた都市公

園の柔軟な管理運営のあり方に関する検討会

提言「都市公園新時代～公園が活きる、人が

つながる、まちが変わる～」を踏まえ、「都

市公園新時代～より柔軟な公園利活用と新た

な担い手との共創～」をテーマとするセミナ

ーを開催した。(資料6) 

公園財団が事務局を担当しているWUPジャ

パンでは、「世界公園週間2023/期間4月22日

～4月30日」において、「2023 marks the 

150th Anniversary of the Establishment of 

Public Parks in Japan」と題した記事を投

稿し、海外に向けて情報発信を行った。本記

事は、WUPのニュースレター（4月号）やウェ

ブサイトに掲載された。(資料7) 

(３)一般社団法人ランドスケープコンサルタ

ンツ協会 

ランドスケープコンサルタンツ協会では、

推進委員会からの依頼を受けて、ロゴマーク

の制作を行った。(資料8) 

また、機関誌CLAジャーナル第183号におい

て、都市公園制度制定150周年を記念した特

集を掲載するとともに、これと連携し、1月

27日には、ランドスケープ・フォーラム「都

市公園制度150周年 都市公園の歴史・今・

未来を語ろう」を開催した。また、8月29日

には、特別セミナーとして「グリーンウェッ

ジアーバニズム」、9月26日には、都市ビジ

ョンセミナーとして「『都市公園新時代を考

える』都市公園の柔軟な管理運営のあり方に

関する検討会提言を踏まえて」をそれぞれ開

催した。(資料9) 

(４)関西地域～関西地域の緑・公園関係団体

支部及び(公財)国際花と緑の博覧会記念協会 

関西地域の緑・公園関係団体の各支部等

は、実行委員会を組織し、(公財)国際花と緑

の博覧会記念協会との共催により、「都市公

園制度制定 150周年記念フォーラム in 

Kansai」と題し、「関西における都市公園の

成り立ちと今後の展開」をテーマとするフォ

ーラムを8月18日に開催した。本フォーラム

実施にあわせて、国際花と緑の博覧会記念協

会では、記念冊子「関西5園の歴史と未来」

を作成した。(資料10) 

 

４．国営公園の取り組み 

全国の国営公園では、それぞれの公園の特

徴にあわせて様々な関連イベント等が実施さ

れた。以下では、そのうち特徴的なものを紹

介する。 

①国営木曽三川公園 
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国営木曽三川公園では、巨大こいのほりの

デザインを都市公園制度150周年仕様のもの

としたほか、150周年記念事業としてリバー

サイドフェスティバルなどが実施された。

(資料11) 

②淀川河川公園 

淀川河川公園では、同公園の開園50周年と

連動して都市公園制度150周年を記念する取

り組みが行われた。太政官布告が発出された

1月15日にちなみ、1月14日～1月22日の期間

「展望塔グリーンライトアップ」が実施され

た。また、「背割堤 夏の休日2023」をはじ

め様々な連携イベントが実施された。 

③国営明石海峡公園 

国営明石海峡公園では、150周年を記念し

た「地上絵」が登場し好評を博したほか、春

のカーニバルなど都市公園制度制定150周年

を記念する様々な関連イベントが実施され

た。(資料12) 

④海の中道海浜公園 

海の中道海浜公園では、春季のフラワーピ

クニック期間中に、クジラの顔と150周年を

記念した芝絵「クジラ山の地上絵」が制作さ

れ、記念写真撮影コーナーも設けられたほ

か、「150周年記念特別サイト」が公開さ

れ、公園を含めた地域の変遷や歴史情報が発

信された。また、秋季は「150周年記念パネ

ル展」と公園の歴史を学ぶ「うみなか検定」

が開催された。冬季のうみなかキャンドルナ

イトでは、１万本のキャンドルアートにあわ

せ「150周年記念ロゴ」が市民協働により制

作された。(資料13) 

⑤国営沖縄記念公園 

国営沖縄記念公園では、都市公園制度制定

150周年記念事業として、美ら海花まつり

「春到来！彩（いろどり）廻り」 が開催さ

れ、春の花・夏の花を中心に多種多様な花の

展示が行われた。(資料14) 

⑥「都市公園150年のあゆみ」パネル展 

各国営公園では、日本公園緑地協会作成の

「都市公園150年のあゆみ」パネルを活用し

た広報活動が行われた。国営昭和記念公園で

は、同公園の開園40周年を記念する展示等が

行われ、これと呼応して「都市公園150年の

あゆみ」のパネル展示が行われた。また、国

営讃岐まんのう公園では、同時開催の「瀬戸

内海国立公園展」との合同によるパネル展示

が行われた。(資料15) 

 

５．地方公共団体の取り組み 

全国の地方公共団体では、それぞれの地域

の特徴に応じた都市公園制度150周年に関連

する様々な取り組みが行われた。150周年を

迎える公園がある地方公共団体においては、

これらの公園を中心とした取り組みが展開さ

れた(明治6年に開設した東京5公園のある東

京都や関連の区、大阪府、新潟市など)。ま

た、同時に迎えた周年事業と連携した取り組

みも多く見られた(千葉県誕生150周年、岐阜

県の養老公園県営化100周年、国営昭和記念

公園開園40周年、淀川河川公園開園50周年な

ど)。さらには、仙台市では全国都市緑化フ

ェアと連携した取り組み、横浜市では2027年

横浜国際園芸博覧会と連携した取り組みが行

われた。 

都市公園制度150周年を迎えた機会をとら

えて、いくつかの地方公共団体では、公園の

柔軟な利活用に資する企画が実施された。東

京都では、「都立公園で、あなたのやりたい

ことかなえます」と題し、広く都民から都立

公園で実施したい企画を募集し、最優秀とし

て選定した企画を実際に実施した。東京都北

区の飛鳥山公園では、本年を「これまでの

150年を振り返り、これからの150年を目指す

挑戦の年」と位置付け、みんなで一緒に飛鳥

山公園の使いこなし方を考える「飛鳥山公園

150の夢」の募集が行われた。 

また、横浜市では、「地域の仲間とこんな

ことをやってみたい」、「自分の会社でこん

なことをしてみたら楽しいのではないか」と
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思う、自由な発想による企画の募集が行われ

た。さらに、熊本市では、「150周年記念！

公園へ行こうin winter～冬の都市公園を使

いこなす利用促進キャンペーン～」、「150

周年記念！公園へ行こうin autumn～心地よ

い秋の季節の都市公園を使いこなす利用促進

キャンペーン～」と題して、イベント等に伴

う公園使用料を無料とし、公園利用の促進に

資する取り組みが行われた。 

こうした柔軟な公園利用の促進、公園利用

の活性化に資する取り組みが積極的に展開さ

れたことは、今回の都市公園制度制定150周

年記念事業の特徴のひとつである。 

以下では、これらのうち代表的な事例を紹

介する。 

 

(１)東京都及び関係区 

１）東京都 

東京都では、都立公園の指定管理者等の関

係団体等から構成される実行委員会を組織

し、東京都を主体として、これまでの都立公

園の歴史や果たしてきた役割を振り返りつ

つ、公園の意義・必要性を都民一般に広く再

認識してもらうことや将来に向けた公園のあ

り方を提案・発信していくことにより今後の

都立公園の更なる発展を図るため、関係者が

協力して東京都都市公園制度制定150周年記

念事業を展開した。 

同事業は、150周年を迎えた公園を中心に

全都立公園において実施された。令和4年12

月に行われた駒沢オリンピック公園における

キック・オフ・イベントに始まり、令和6年3

月までそれぞれの都立公園の特徴に対応した

様々なイベントが行われた。実行委員会で

は、専用のポータルサイトを設け、イベント

カレンダーでは、盛りだくさんのイベント等

について、その実施状況が随時掲載された。

(資料16、17) 

また、公園布告が発出された1月15日や上

野公園・芝公園の誕生日に当たる10月19日を

中心として、都庁をはじめ都の施設や民間施

設において、緑のライトアップ(一部施設に

おいては別仕様)が実施された。(資料18) 

上野恩賜公園では、誕生日に当たる10月19

日から22日までの間、「上野恩賜公園開園

150周年総合文化祭」が盛大に開催された。

同公園内の竹の台広場に特設ステージが設け

られ、上野の魅力を感じられるステージコン

テンツが4日間に渡り繰り広げられた。19日

にはシンポジウム「『上野への愛』で上野の

山・池の未来を語る」を開催、21日には開園

150周年の記念式典が行われた。式典では、

記念植樹が行われたほか、東京都立総合芸術

高等学校の生徒が作曲・振り付けした「うえ

のん」(上野恩賜公園公式キャラクターで都

立公園150周年記念事業特別アンバサダー)の

テーマ曲と曲に合わせたダンスが披露され

た。また、公園全体に様々なイベントブース

が設けられ、同公園は祝祭ムードに彩られ大

変な盛り上がりとなった。このほか、フォト

スポットの設置、新品種のサクラの命名、デ

ジタルスタンプラリーなどの催しが開催され

た。(資料19、20、21) 

芝公園では、10月から11月にかけて「都立

芝公園開園150周年イベント～これまでの150

年これからの150年～」が開催された。芝公

園の歴史をめぐるガイドツアーや、学生によ

る演奏、かぼちゃの絵付け、リレー書道、モ

ルック体験など、子どもも大人も楽しめるワ

ークショップ、花と光のムーブメント「芝公

園×150th anniversary」などが行われた。

11月3日には、「わがまちの愛しき公園た

ち」と題する特別セミナーが東京プリンスホ

テルにおいて開催された。東京太政官5公園

の地元関係者等が一堂に会し、それぞれの公

園や地域の魅力を語り合う出色のセミナーと

なった。(資料22-1、22-2) 

また、前掲の通り、「都立公園で、あなた

のやりたいことかなえます」と題し、広く都

民から都立公園で実施したい企画を募集し、
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最優秀企画として選定した企画を実施する募

集企画が行われ、選定された最優秀企画は順

次実施された。募集企画としてはこのほか、

「あなたが行ってみたい将来の都立公園」を

テーマとする「こどもたちが描く将来の都立

公園絵画コンクール」、「都立公園って楽し

い！」をテーマとした「あなたの一押しフォ

トコンテスト」、「都立公園150周年おめで

とう！フォトモザイクアートパネル展示」な

どが実施された。(資料23、24) 

さらに、都立公園でのイベント等に加え、

新宿駅西口広場でのパネル展の開催、地下鉄

との協働によるスタンプラリー、レインボー

ブリッジやフジテレビ社屋等のライトアッ

プ、各区や民間事業者が実施するイベントと

の協働・協賛など地域や民間企業等を巻き込

んだ多彩な関連イベントが展開された。 

（公財）東京都公園協会では、専門誌『都

市公園』238号において「特集 都市公園制度

制定150周年」を掲載するとともに、広報誌

『緑と水のひろば』の特別号として「都立公

園150年のあゆみ」を発行した。(資料25、

26) 

令和5年が、関東大震災の発生から100年目

を迎える年であることから、東京都では関東

大震災100年を契機としたムーブメントの展

開として、関係区による復興小公園の再生を

後押しすべく、パンフレット「復興小公園の

再生」を作成した。これに呼応し、関係区で

はホームページに特設サイトを設けるととも

に、震災復興小公園説明板の設置やまちある

きマップの作成などの取り組みが行われた。

(資料27) 

２）東京都北区(飛鳥山公園) 

東京5公園のひとつ飛鳥山公園のある東京

都北区では、区の広報誌の新春号において、

公園の特集が企画された。また、飛鳥山公園

では、関係団体・企業からなる飛鳥山150周

年プロジェクト事務局が設置され、Park-PFI

により整備された施設のオープンとも歩調を

あわせ、数次にわたる記念イベントが実施さ

れた。5月13日に開催された第1弾では、

「150の夢がはじまる」と題して、公園を会

場に「これからの公園について考える。」を

テーマにトークセッションが行われた。山田

加奈子新区長も登壇し、充実したトークが展

開された。また、前掲の通り「飛鳥山公園

150の夢」の募集が行われた。(資料28、29) 

３）東京都江東区(深川公園) 

同じく東京5公園のひとつ深川公園のある

東京都江東区では、150周年を記念して地元

の町会・商店会・区民などが中心となって結

成した民間団体「深川門前仲町景観まちづく

りの会」が、「日本初の都市公園 深川公園

ありがとう150年」と題する記念イベントを

開催した。10月１日から11月27日に深川公

園・富岡八幡宮・深川不動堂にちなんだクイ

ズラリーを開催したほか、11月11日には富岡

区民館で深川公園の歴史をテーマにした講演

会「深川公園の歴史」や関係者による植樹祭

が行われた。(資料30) 

 

(２)大阪府 

大阪府では、専用のポータルサイトを設け

るとともに、150周年を迎えた住吉、浜寺両

公園をシンボライズした独自のロゴマークを

作成するとともに、両公園を中心に、様々な

記念事業が実施された。7月26日には、吉村

洋文知事の記者会見において、「都市公園制

度制定150周年記念事業について」が取り上

げられ、両公園において実施される記念イベ

ント、150周年を契機にオープンする主な施

設やイベント等についての発表が行われた。

(資料31) 

住吉公園では、平成30年よりリーフレット

「住吉公園歴史探訪」を発行するなどの取り

組みが行われ、その集大成として記念誌「住

吉公園と住吉さん 住吉大社から生まれて

150年」が発刊された。この書籍の出版記念

イベントを兼ねて、8月5日に住吉大社吉祥殿

- 36 -



において「住吉公園 歴史探訪フォーラム」

が開催された。フォーラムでは、越澤明北海

道大学名誉教授の基調講演、記念誌の執筆陣

による講演やトークセッションが行われた。

公園内では、「すみすみ公園フェスタ」をは

じめ年間を通じて多くの記念イベントが開催

された。(資料32) 

浜寺公園では、9月30日に同公園内にある

大阪府羽衣青少年センターにおいて記念フォ

ーラム「浜寺公園150年のあゆみ」が開催さ

れ、橋爪紳也大阪府特別顧問の基調講演等が

行われた。また、公園内では、「子どもが主

役MIRAI～みんなみんなつながっている～」

など、年間を通じて多彩な記念イベントが展

開された。(資料33) 

11月5日には、浜寺公園をメイン会場、住

吉公園をサブ会場として、「都市公園制度制

定150周年記念おおさか都市緑化フェア」が

盛大に開催された。同日は、「阪堺電車貸切

運行～レトロ車両で行く歴史探訪旅行～」と

して、住吉公園と浜寺公園を結んで2往復の

記念車両の運行が行われた。車内では、上記

住吉公園の記念誌の著者である水内俊雄大阪

公立大学客員教授の歴史講話が開催された。

(資料34、35) 

さらには、大阪府では、これらの記念事業

等の実施に合わせ、Instagramでの「フォト

コンテスト」や「スタンプラリー」など、新

たな公園施設の利用やイベントへの参加を通

じて、府営公園の魅力を発見する取り組みと

して、すてきな公園「みっけ」プロジェクト

が実施された。 

(３)政令指定都市 

１）仙台市 

仙台市では、4月26日から6月18日まで、青

葉山公園等をメイン会場として、第40回全国

都市緑化仙台フェアが開催され、約115万7千

人の来場があった。「杜の都から始まる未

来、みどりを舞台に人が輝く」をテーマに、

仙台の歴史・文化の象徴でもある青葉山エリ

アにおいて、市民協働による大花壇づくり

や、造園業者・自治体等が参加しての庭園出

展などが行われた。また、全国都市緑化仙台

フェアの中心的な行事として、5月24日に、

佳子内親王殿下のご臨席のもと、令和５年度

全国都市緑化祭を開催した。さらに、6月10

日には、杜の都の環境をつくる条例制定50周

年、都市公園制度制定150周年を記念して、

仙台市民会館において、未来の杜せんだい

2023シンポジウム「未来につなぐ新しい杜の

都の姿」が開催された。自然に恵まれた仙台

のまちの特徴やみどりとの共生のあり方につ

いて、涌井史郎東京都市大学特別教授の基調

講演やパネラーによるトークセッションが行

われ、仙台ならではのみどり空間の魅力やこ

れらを利活用したエリアの価値の向上の取り

組みなどについて情報発信が行われた。(資

料36、37) 

２）横浜市 

2027年に国際園芸博覧会の開催が予定され

ている横浜市では、公園を起点として魅力あ

るまちづくりをより一層進めるため、都市公

園制度制定150周年記念事業「はま・ゆめパ

ーク」として、自由な発想による公園活用企

画を広く募集し、提案のあった企画のなかか

ら15件が選考された。横浜市では、これらの

企画の実現に向けて調整を進め、本取組を通

じて、横浜を含む一都三県で初めての万博と

なる2027年国際園芸博覧会「GREEN×EXPO 

2027」の開催へとつなげていくこととしてい

る。(資料38) 

また、11月2日には、神奈川近代文学館に

おいて、都市公園制度制定150周年記念シン

ポジウム「横浜の公園150年とこれから～

GREEN×EXPO 2027に向けて～」が開催され、

国際園芸博覧会に向けた機運醸成が図られ

た。シンポジウムでは、伊藤康行国土交通省

公園緑地・景観課長の基調報告、進士五十八

東京農業大学名誉教授の基調講演などが行わ

れた。(資料39) 
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３）新潟市 

新潟市では、明治6年に太政官布告により

開設した白山公園において、写真展、パネル

展、竹あかりライトアップ、公園探訪ガイド

ツアー、まち歩きなど150周年を記念する多

くのイベントが開催された。 

４）熊本市 

熊本市では、都市公園の魅力を更に発信

し、市民に一層親しまれるよう、一年を通じ

て様々な取り組みが展開された。１月から3

月には、「150周年記念！公園へ行こうin 

winter～冬の都市公園を使いこなす利用促進

キャンペーン～」、10月から11月には、

「150周年記念！公園へ行こうin autumn～心

地よい秋の季節の都市公園を使いこなす利用

促進キャンペーン～」と題し、身近な公園の

役割を改めて認識し、今後の利活用のあり方

などを考える機会とすべく、イベント使用料

を減免するキャンペーンが実施された。 

また、1月15日には、熊本城天守閣の緑の

ライトアップが実施されたほか、4月から5月

には、令和4年「緑の都市賞」内閣総理大臣

賞を踏まえ、産官学民で連携して取り組んで

いる緑のスポットを巡るデジタルスタンプラ

リーなどが実施された。(資料40) 

(４)その他の取り組み事例 

以上紹介した事例のほか、各地方公共団体

において都市公園制度制定150周年を記念す

る様々な取り組みが行われた。 

千葉県では、令和5年が千葉県誕生から150

周年の年となることから、都市公園制度制定

150周年記念とタイアップした取り組みが行

われた。千葉県誕生・都市公園150周年記念 

県立都市公園スタンプラリーが実施されたほ

か、県庁本庁舎や県立都市公園では巡回形式

でのパネル展｢都市公園150年のあゆみ｣、県

立青葉の森公園では11月11日に「千葉県誕

生・都市公園150周年記念 あおばまつり」

が開催された。 

岐阜県では、太政官布告により設置された

県営養老公園が、県営化してから100周年と

いう節目をむかえることから、これと呼応し

て独自のロゴマークを制作するとともに、同

公園において、年間を通じて様々なイベント

が実施された。 

愛知県では、県営大高緑地において開催さ

れたあいち都市緑化フェアやあいちで発見イ

ンスタフォトコンテストが都市公園制度制定

150周年記念事業として開催された。また、

愛知県一宮市では、国営木曽三川公園とタイ

アップし、「いちのみやリバーサイドフェス

ティバル」や「いちのみや秋の緑化フェア」

が同公園を会場として150周年記念事業とし

て実施された。 

また、令和5年は、関東大震災から100年と

いう節目となったことから、関東大震災に関

連する催しも東京都、神奈川県を中心に数多

く実施された。講演会、シンポジウムのほ

か、博物館等の施設において様々な展示が行

われた。8月28日には、東京ビッグサイト国

際会議場において、国土交通省主催の「関東

大震災100年シンポジウム」が開催されると

ともに、8月26日から28日にかけて、関東大

震災から最新の防災技術まで、子どもから大

人まで楽しめる防災に関するコンテンツが多

数出展した「関東大震災特別企画展」が国営

東京臨海広域防災公園において開催された。 
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都市公園制度制定150周年記念フォーラムの開催

(⼀社)⽇本公園緑地協会主催により、1⽉17⽇に都市公園制度制定150周年を記念するキック・オフ・イ
ベントとして「都市公園制度制定150周年記念フォーラム」を開催。

■開催⽇時 令和5年1⽉17⽇13時〜17時

■開催場所等
⽇⽐⾕図書⽂化館 ⽇⽐⾕コンベンションホール（東京都千代⽥区）及びライブ配信

■プログラム
①基調報告：都市公園150年の歴史と今後の展望 国⼟交通省⼤⾂官房審議官 五⼗嵐康之
②基調講演：太政官布達から150年 北海道⼤学名誉教授 越澤明
③講演：太政官布達と⽂化財⾏政の展開〜今、私たちのなすべきこと〜

⽂化庁⽂化財第2課主任⽂化財調査官 平澤毅
④講演：公園発祥の地から国際博覧会へ

横浜市環境創造局みどりアップ推進担当理事 橋本健
⼀般社団法⼈2027年国際園芸博覧会協会推進戦略室⻑ 脇坂隆⼀

(⼀社)⽇本公園緑地協会／都市公園制度制定150周年記念フォーラム資料１

(⼀社)⽇本公園緑地協会／都市公園制度制定150周年記念全国⼤会

都市公園コンクールで
は「都市公園制度制定
150周年記念部⾨」を
設け表彰

松⼾徹船橋市⻑に
よる基調講演

資料２

別添資料
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(⼀社)⽇本公園緑地協会／
「公園緑地」における都市公園制度150周年記念特集・みどりの⽇の新聞キャンペーン

⽇本経済新聞での「みどりの⽇」新聞広告
全国都市公園等促進協議会・(⼀社)⽇本公園緑地協会

「公園緑地」における都市公園制度150周年記念特集

資料３

(⼀社)⽇本公園緑地協会／都市公園制度制定150周年記念パネル展⽰

国⼟交通省ロビー
において「都市公
園150年のあゆみ」
パネル展⽰を実施

資料４
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(公財)都市緑化機構／都市緑化⽉間・都市緑化キャンペーン2023

緑豊かな都市づくり・街づくりを推進
するため、１０⽉６⽇、東京都千代⽥
区の有楽町駅前広場において、都市緑
化キャンペーン２０２３が開催された。

資料５

(⼀財)公園財団／
公園管理運営フォーラム&オンライン公開セミナー

資料６
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「World Urban Parks ジャパン
(WUPJ)」(事務局:⼀般財団法⼈公園財
団)の記事

「2023 marks the 150th 
Anniversary of the Establishment of 
Public Parks in Japan」(「2023年
⽇本は都市公園制度制定150周年を迎え
ます」)を
「WORLD URBAN PARKS」(世界都市
公園会議)のホームページに掲載。

World Urban Parks ジャパン(WUPJ)による海外への情報発信
(⼀財)公園財団・WUPジャパン／都市公園制度制定150周年の海外への情報発信資料７

都市公園制度制定150周年記念ロゴマーク

(⼀社)ランドスケープコンサルタンツ協会では、都市公園制度制定150周年記念ロゴマークを制作。
全国で実施された都市公園制度制定150周年記念関連⾏事等において本ロゴマークを活⽤。

都市公園制度制定150周年記念ロゴマーク

「漢字の⼗を15組み合わせることで150年
を表し、樹⽊が枝を広げ成⻑する様⼦を表
現したもので、⼗が交差する点には錯視効
果により⾒えない果実が浮かび上がる」よ
うデザインされており、ポジ型とネガ型で
ワンセット(どちらかのみまたは両⽅同時
に使⽤可)となっている。

(⼀社)ランドスケープコンサルタント協会／都市公園制度制定150周年記念ロゴマークの制作資料８
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(⼀社)ランドスケープコンサルタント協会／
都市公園制度制定150周年を記念するフォーラム&セミナーの開催及び機関誌での特集

機関誌CLAジャーナル183号において、
都市公園制度150周年について特集

資料９

関⻄緑・公園関係団体⽀部+(公財)国際花と緑の博覧会記念協会／
記念フォーラムの開催と記念冊⼦の発⾏

8⽉18⽇に記念フォーラム
「関⻄における都市公園の
成り⽴ちと今後の展開」を
開催

これにあわせて、(公財)国
際花と緑の博覧会記念協会
では、記念冊⼦「関⻄5園
の歴史と未来」を発⾏

資料１０
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国営⽊曽三川公園の「巨⼤こいのぼり」

国営⽊曽三川公園では、「１３８タワーパーク」で開催するスプリングフェスタ
において地上に描かれる巨⼤こいのぼり（奥⾏ 10ｍ×⻑さ 40ｍ）を都市公園制度
150周年にちなんだ模様により制作

国営公園／国営⽊曽三川公園資料１１

国営明⽯海峡公園に芝⽣の地上絵

国営明⽯海峡公園では、都市公園制度制定150周年を記念して、「移ろいの庭」に、芝⽣の地
上絵「夢の樹公園」が完成し好評を博している。昨年の秋に⻄洋芝の種を蒔いて芝⽣の地上絵
を制作したもの。

国営公園／国営明⽯海峡公園
資料１２
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国営公園／海の中道海浜公園
ポータルサイトを
設置し様々な関連
イベントを実施

資料１３

国営沖縄記念公園の美ら海花まつり
「春到来！彩（いろどり）廻り」

国営沖縄記念公園(海洋博公園)では都市公園制度150周年記念事業として「美ら海花
まつり」を開催。今年のテーマは「春到来！彩（いろどり）廻り」。春の花・夏の花
を中⼼に多種多様な花の展⽰を実施。都市公園制度制定150周年を記念した⽴体花壇
も登場。令和5年1⽉21⽇（⼟）〜3⽉31⽇(⾦)。

国営公園／国営沖縄記念公園
資料１４
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国営公園／国営昭和記念公園

国営昭和記念公園開園40周年 都市公園制度制定150周年

国営昭和記念公園開園40周年記念⾏事と連携したパネル展⽰

×

資料１５

東京都の「都⽴公園開園150周年」

令和4年12⽉10⽇に都⽴駒沢オリンピック公園において、150周年記念事業
のキック・オフ・イベントとして点灯式及び「うえのん」の特別アンバサ
ダー任命を実施

上野恩賜公園公式キャラクター
「うえのん」 （さくらの妖精）

東京都／東京都都市公園制度制定150周年記念事業のキック・オフ・イベント資料１６
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東京都／都⽴公園150周年特設サイトの設置など

特設サイトの設置をはじめ、関連施
設のライトアップ、公園活⽤の企画
の募集、スタンプラリー、絵画コン
クール、フォトコンテストなど多彩
な催しを実施

資料１７

東京都／関連施設の緑のライトアップ

東京都庁

フジテレビ社屋

浮間公園
レインボーブリッジ

資料１８
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東京都／上野恩賜公園開園150周年総合⽂化祭

⼤勢の⼈で賑わう総合⽂化祭

⼩学校によるメガアート作品発表
「上野公園図屏⾵」

上野公園開園式典(10⽉21⽇開催)
における記念植樹

資料１９

10⽉21⽇に開催された上野公園開園150周年記念式典において、東京都⽴総合芸術⾼等学校の⽣徒さんたち
が作曲・振り付けした「うえのん」(上野恩賜公園公式キャラクターで都⽴公園150周年記念事業特別アンバ
サダー)のテーマ曲と曲に合わせたダンスが披露された。

東京都／上野公園開園150周年記念式典〜「うえのん」のテーマ曲とダンスを披露
資料２０

写真は都⽴総合芸術⾼校ホームページより転載
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東京都／上野公園での様々な催事

フォトスポットの設置

デジタルスタンプラリーと⽸バッジ

資料２１

東京都／都⽴芝公園開園150周年
資料２２-1
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東京都/特別セミナー「わがまちの愛しき公園たち」

11⽉3⽇開催の特別セミナー「わがまちの愛しき公園たち」

（１）特別講演「『公園』（群集遊観ノ場所）のはじまり
とまちづくり−太政官布達公園150年の歴史−」
講演者 ⾕⼝榮（葛飾区主査学芸員、観光考古学会理事）

（２）トークセッション「わがまちの魅⼒的スポット “太
政官布達公園の今”」
トークゲスト
浅草：⻄⼭繁夫（浅草観光ボランティアガイド）
芝：澤内隆（港区観光⼤使）
上野：⽊村雄⼆（上野桜守の会 運営委員⻑）
深川：⿓澤潤（深川東京モダン館管理事務所 副所⻑）
⾶⿃⼭：井上潤（渋沢栄⼀記念財団 渋沢史料館顧問）

（３）トークゲストによるパネルディスカッション「太政
官布達公園から始まる、地域と⼈々とがつなぐ未来」
ファシリテーター ⿓澤潤（深川東京モダン館管理事務所
副所⻑）

資料２２-2

東京都／「都⽴公園で、あなたのやりたいことかなえます」募集において最優秀企画4件を選定実施

防災キャンプ
パークピアノ

資料２３

ギフトスタイル
マーケット

ハロウィーンパレード
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東京都／こどもたちが描く将来の都⽴公園絵画コンクール

受賞作品の展⽰

資料２４

新宿駅⻄⼝広場でのパネル展

東京都／様々な広報活動・⻄⼝広場及び通路サイネージへの掲出等

東京都公園協会発⾏
の広報誌「都⽴公園

150年のあゆみ」

資料２５

全84公園の通路サ
イネージへの掲出

「都⽴公園150周年
記念ブック」の発⾏
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東京都／東京都都市公園制度制定 150 周年記念「Itʼs My Park Day!~みんなで公園⽇和〜」
資料２６

「みんなで公園お⼿⼊れ」で
清掃活動をする「うえのん」

⽊場公園
「きままにボランティア
〜⼤花壇に花を植えよう！〜」

砧公園
「クロスカント
リーイベント」

東京都／関東⼤震災復興⼩公園の再⽣

説明版の設置状況(江東区⽴臨海公園)
東京都作成のリーフレット

「復興⼩公園の再⽣」

江東区の公園に設置された説明版

資料２７
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①⾶⿃⼭は社交場?新名所shibusawa hat!
②⼀緒に考えよう公園の使いこなし⽅!
③歴史を紡ぐ新時代の公園妄想会議!

東京都北区/⾶⿃⼭公園150周年プロジェクト

「⾶⿃⼭150の夢」
を募集

資料２８

写真等は北区観光協会ホームページより転載

5月13日開催

東京都北区/⾶⿃⼭公園150周年プロジェクト

東京都北区の⾶⿃⼭公園では5⽉13⽇開催のトークセッ
ション「150の夢がはじまる」を⽪切りに数次にわたる
イベントを公園内で展開。

資料２9

写真等は北区観光協会ホームページより転載
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東京都江東区／深川公園ありがとう150年

11⽉11⽇に深川
公園において開
催された記念植
樹において植栽
されたウメ

資料３０

⼤阪府／都市公園制度制定150周年記念事業
■⼤阪府では、専⽤のポータルサイトを設けるとともに、150周年を迎えた住吉、浜寺両公園をシンボライズした独⾃のロゴマークを
作成するとともに、両公園を中⼼に、様々な記念事業を実施。
■7⽉26⽇には、吉村洋⽂知事の記者会⾒において、「都市公園制度制定150周年記念事業について」を取り上げ、両公園において実施
される記念イベント、150周年を契機にオープンする主な施設やイベント等について発表。

資料３１
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⼤阪府／府営住吉公園・記念誌の発刊と記念フォーラム

・府営住吉公園では、指定管理者と学識経験者が中⼼となってリーフレツト「歴史探訪」を発⾏。
・発⾏したリーフレットをもとに記念誌「住吉公園と住吉さん」を発刊。
・記念誌の発刊にあわせ公開フォーラム「住吉⼤社から⽣まれて150年」を開催。

8⽉5⽇に開催された公開フォーラム

リーフレツト
「歴史探訪」

記念誌「住吉公園と住吉さん」

資料３２

⼤阪府／府営浜寺公園・開設150年記念フォーラム

明治より続く浜寺公園の歴史や地域に根差した
公園として、これからの浜寺公園のあり⽅など
を講演。
⼤阪府特別顧問の橋⽖紳也⽒の基調講演や各パ
ネラーの⽅を交えたパネルディスカッションを
実施。
場内には、浜寺公園の歴史を感じることができ
る写真やパネルを展⽰。

資料３３
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⼤阪府／都市公園制度150周年記念おおさか都市緑化フェアの開催

11⽉15⽇に浜寺公園をメイン会場、住吉公園をサブ会場としておおさか都市緑化フェアを開催

資料３４

⼤阪府／阪堺電⾞の貸し切り運⾏

11⽉5⽇に歴史ガイド付きの貸切⾞両で、浜寺公園会場と住吉公園会場を結ぶ「都
市公園制度制定150周年記念 阪堺電⾞貸切運⾏」を実施。
貸切ったレトロな⾞両内で、⼤阪公⽴⼤学⽔内俊雄客員教授による住吉公園〜浜寺
公園間の歴史講話が⾏われた。

⽔内先⽣による歴史講話

資料３５
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仙台市／第40回全国都市緑化仙台フェア

メイン会場
⻘葉⼭公園追廻地区

「第40回全国都市緑化仙台フェア未来の杜せんだい2023公式記録」より転載

資料３６

仙台市／第40回全国都市緑化仙台フェア

メイン会場⻄公園南側地区
＊⻄公園は明治6年太政官布告により桜ケ岡公園として明治8年に開園

「第40回全国都市緑化仙台フェア未来の杜せんだい2023公式記録」より転載

「杜の都」の緑を守り育んできたこれまでの取り組みや、緑のある屋外空間で
の新たな楽しみ⽅などに関するシンポジウムを開催。

■基調講演「未来につなぐ新しい杜の都の姿」
東京都市⼤学特別教授 涌井史郎

■トークセッション「杜の都・仙台のみどりの恵みと魅⼒」
＜モデレーター＞園芸デザイナー・タレント 三上真史
＜クロストーク＞シンガーソングライター さとう宗幸

NPO birth事務局⻑ 佐藤留美
肴町公園周辺エリアまちづくり協議会理事⻑ ⽒家正裕

＜コメンテーター＞東京都市⼤学特別教授 涌井史郎

資料３７
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横浜市／はま・ゆめパーク

「はま・ゆめパーク」
として、横浜市内の公
園を活⽤し、「地域の
仲間とこんなことを
やってみたい」、「⾃
分の会社でこんなこと
をしてみたら楽しいの
ではないか」など、⾃
由な発想による公園活
⽤企画を広く募集。15
件を選考。

BALLPARK FANTASIA 2023
資料３８

写真は「BALLPARK FANTASIA 2023」ホームページより転載

横浜市／記念シンポジウムの開催

開催の挨拶
五⼗嵐 康之 政策局 政策担当理事

基調報告 『公園緑地⾏政の動向について』
伊藤 康⾏ 国⼟交通省 都市局 公園緑地・景観課⻑

基調講演 『公園とみどり 横浜の150年』
進⼠ 五⼗⼋ 東京農業⼤学名誉教授・元学⻑

講演 『横浜市の公園緑地⾏政のこれまでとこれから』
藤⽥ ⾠⼀郎 横浜市 環境創造局 みどり政策推進担当理事

講演 『GREEN×EXPO 2027について』
脇坂 隆⼀ ２０２７年国際園芸博覧会協会 推進戦略室⻑

資料３９
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熊本市の都市公園制度150周年記念の取り組み

熊本市では都市公園制度制定150周年を記念して、様々な取り組みを実施

・150周年記念！公園へ行こうin winter～冬の都市公園を使いこなす利用促進キャンペーン～

・150周年記念！公園へ行こうin autumn～心地よい秋の季節の都市公園を使いこなす利用促進キャンペーン～

(いずれも、イベント使用料を減免するキャンペーン)こ

・1月15日に熊本城天守閣のグリーンのライトアップ

・市の都市公園事業についてのパネル展示、スタンプラリーなど

熊本市／都市公園制度制定150周年記念事業
資料４０

写真は熊本市ホームページより転載

日程 種類 テーマ等 主催者等 基調講演者等

1月17日記念フォーラム 都市公園制度制定150周年記念事業記念フォーラム (一社)日本公園緑地協会 越澤明・北海道大学名誉教授

1月27日フォーラム 都市公園制度150周年 都市公園の歴史・今・未来を語ろう (一社)ランドスケープコンサルタンツ協会 -

2月21日フォーラム 都市公園の管理運営を再デザインする！ (一財)公園財団 蓑茂寿壽太郎・財団理事長

5月13日トークセッション 150の夢がはじまる 東京都北区 -

6月10日シンポジウム 未来につなぐ新しい杜の都の姿 仙台市・(公財)都市緑化機構 涌井史郎・東京都市大学特別教授

8月5日フォーラム 住吉大社から生まれて150年 住吉公園指定管理共同体・住吉大社・大阪府 越澤明・北海道大学名誉教授

8月18日フォーラム 関西における都市公園の成り立ちと今後の展開 関西緑関連団体支部・(公財)国際花と緑の博覧会記念協会 丸山宏・名城大学名誉教授

9月1日記念講演会 ｢都市公園制度制定150周年及び関東大震災100年｣講演会 (一社)日本公園緑地協会 涌井史郎・東京都市大学特別教授

9月30日記念フォーラム 浜寺公園150年のあゆみ 大阪府 橋爪紳也・大阪府特別顧問

10月19日シンポジウム 『上野への愛』で上野の山・池の未来を語る 東京都 進士五十八・東京農業大学名誉教授

10月20日トークセッション 公園緑地のこれからを担う世代が語る本音トーク 東京都 上野公園総合文化祭

10月21日記念式典 東京都都市公園制度制定150周年・上野恩賜公園開園150周年記念式典 東京都 -

10月27日全国大会 ひろげよう 育てよう みどりの都市 (一社)日本公園緑地協会 横張真・東京大学大学院教授

11月2日シンポジウム 横浜の公園150年とこれから～GREEN×EXPO 2027に向けて～ 横浜市 進士五十八・東京農業大学名誉教授

11月3日セミナー わがまちの愛しき公園たち 東京都 東京5公園の地元関係者

11月11日記念講演会 深川公園の歴史 深川門前仲町景観まちづくりの会(東京都江東区) -

12月21日セミナー 都市公園新時代～より柔軟な公園利活用と新たな担い手との共創～ 国土交通省・(一財)公園財団 -

都市公園制度制定150周年に関連し開催された主要なフォーラム等一覧表
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1. 資源の徹底活用と分散

「LEGO」という組み立てプラスチックブロックのお
もちゃがある。世界中の多くの国の子供達が、一度は
遊んだことがあるおもちゃのひとつだろう。LEGO が
デンマークの会社であることはよく知られるところだ
が、その本社はデンマークのどこか。首都コペンハー
ゲンと思われがちだが、実はビルンという、コペンハー
ゲンから約300km 離れたユトランド半島の真っ只中
の町にある。ビルンの人口は6,000人余。町というよ
り村と言った方が正しいかもしれない。

世界的な企業が、なぜコペンハーゲンから遠く離れ
た地に本拠を構えるのか、私の友人のコペンハーゲン
大学の教授に尋ねたことがある。彼の答えはこうだっ
た。「農業国デンマークは産業革命を経験しなかった。
その結果、大都市が若く優秀な人材を吸い取ってしま
うことが起きず、今も全土に優秀な人材が散在してい
る。LEGO ブロックを発明したのはビルンに暮らした
大工だったが、彼はいち早くプラスチックの時代が到
来することを予見し、大工としての技とプラスチック
を組み合わせ、LEGO ブロックを発明したんだ」

デンマークは「ドイツの盲腸」と揶揄されることもあ
る小国である。ドイツ本土から北海に突き出た盲腸の
ようなユトランド半島と大小の島々からなる狭小な国
土に、600万人ほどが暮らす。資源もほとんどなく、
あるとすれば人材だけ。少なくとも経済面では、消滅
しても世界経済への影響は限定的という意味も込め
て、盲腸と揶揄されるわけだ。

しかしデンマークは、LEGO ブロック以外にも、家
具や照明、家庭雑貨など、秀逸なデザインの日用品を
生む国として、世界をリードし続けている。世界の暮
らしやすさランキングでは、常に最上位を競っている

福祉国家でもある。デザインや福祉という観点から考
えれば、デンマークは、世界が生存するために不可欠
な臓器のひとつとも言うべき国家だろう。そうした国
家を支えるのが、今も全土に散在する優秀な人材であ
ることは、注目に値する。

人口も経済規模もまるで異なる日本とデンマークを
同列に語るのはあまりに乱暴な話である。しかし、資
源に乏しいなか、「人材」という資源を国土全体に分散
させながら、それを徹底的に使い尽くすべく福祉体制
を整えるという国家のあり方は、人口減少・少子超高
齢化が進み、経済の縮小も必至とされる日本の行く末
を考える上で、示唆に富むのではないか。

2. グレーなコンパクトからグリーンな分散へ

コロナ禍に翻弄されたこの3年余り、その正の副産
物のひとつに、ICT の急速な普及と、それに伴うワー
クスタイル・ライフスタイルの多様化があった。いわ
ゆるテレワークの普及により、ルーティン業務であれ
ば自宅の PC ひとつで対応が可能になったことは、毎
朝、通（痛）勤電車に揺られることもなく、育児や介護
と業務の両立が図れる等、様々なライフステージにあ
る方や障がい等を持った方でも業務継続ができるよう
になったという意味で、社会的に大きなプラスとなっ
た。

加えて、近年の急速な技術・社会変革として、環境
配慮型パーソナルモビリティや、再生可能エネルギー
の小規模分散型グリッドの開発があろう。これまでは、
自家用車に代わる環境配慮型モビリティというと、電
車・バス等の乗合型の公共交通機関ばかりが取り沙汰
されてきた。しかし、近年注目される動きとして、小
型電気自動車や電動キックボード等の環境配慮型パー

横張 真　 東京大学大学院 工学系研究科 教授

都市の緑空間をめぐる
新たなパースペクティブ
Alternative perspectives on urban greens

Makoto YOKOHARI（ Professor, Graduate School of Engineering, The University of Tokyo）

巻 頭
論 説
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ソナルモビリティの、サブスクリプション形式による
地域社会での共有がある。エネルギーについても、再
生可能エネルギープラントを中心とした各種の小規模
プラントを効率的に組み合わせた、分散型グリッドに
かかわる技術開発が進みつつある。

これらの技術はすべて、集積と大規模化による効率
性を至上としてきた従来の様々なシステムのあり方
を、根底から覆すものとなる。それは当然、都市のあ
り方にも、抜本的な見直しを迫るものとなろう。人口
減少や少子超高齢化に直面する日本の都市の多くで
は、CO2の排出削減やライフライン等の都市インフ
ラの効率的整備・維持管理を目的とした対策として、
都市のコンパクト化、すなわちコンクリートや鉄、ガ
ラス、アスファルト等で構築された市街地をできる
だけコンパクトにし効率化を図る、「グレーなコンパ
クト」を標榜したまちづくりが推奨されてきた。

だが、ICT によるテレワークや環境配慮型パーソナ
ルモビリティのサブスクリプション形式による社会的
共有、再生可能エネルギーの小規模分散型グリッドの
普及は、集積を伴わずとも環境負荷の少ない効率的な
都市経営が可能となることを示唆する。従来、分散し
た市街地は、周囲の農林地を無秩序に蚕食したスプ
ロール状市街地として、都市計画の失敗を象徴するも
ののひとつとされてきた。しかし、新しいグリーンな
技術やシステムにもとづく分散は、環境負荷や都市経
営の非効率化をもたらすことなく、狭矮な密集市街地
よりも、自然に恵まれ敷地面積にもゆとりがある、魅
力的な都市の形成につながるものとなる。

こうした新たな都市像は、より広域的な都市圏、さ
らには国土レベルでの都市と地域のあり方にも、再考
を促すものとなろう。今後は、三大都市圏や政令市へ
の人口・経済の集積がもたらすメリットは、必ずしも
絶対ではないとの認識が、社会的に共有されていくの
ではないか。「グレーなコンパクト」から「グリーンな
分散」へ。分散にもとづく人的資源の徹底活用の下地
が、日本でも整い始めている。

3. 多様性と包摂性

これまでの都市計画は「分化と純化」を旨としてき
た。たとえば土地利用については、用途地域の指定に
より、個々の街区の土地利用上の用途を定め（= 分化）、

その用途に限った建築物等のみにより街区を埋めてい
く（= 純化）ことが目指されてきた。そうした考え方は、
そのまちに居住・勤務する人びとにも影響を与えてき
た。たとえば、東京のなかでも最もビジネスに特化し
た街のひとつである大手町・丸の内・有楽町地区（大
丸有地区）を考えてみよう。このまちは、職種のみな
らず年齢や性別、学歴等の個人的特性において、きわ
めて類似した人びとの集団だった。様々な個人的特性
を軸としたレーダーチャートにより表現するなら、極
めて類似したシェイプの多角形の人びとが積層されて
きたのが、従来の大丸有地区だった。

しかし、コロナ禍を通じたテレワークの急速な普及
等により、コロナ禍以前は30万人に達していた大丸
有地区の昼間人口は、ほぼ日常が戻ったとされる現在
においても16万人程度にとどまっているという。そ
れではまちの未来が描けないとしたら、これからの大
丸有地区は、従来は存在しなかったようなシェイプの
多角形を持った人びとをも引きつけ得るまちへと変貌
する必要がある。高齢者や肉体的・精神的な障がいを
持った方、子育てや介護を担った方のなかには、決まっ
た時間・場所で勤務するのは難しいものの、テレワー
ク等を組み合わせた柔軟な勤務形態により、高いポテ
ンシャルを発揮していただける方もいる。そうした多
様なシェイプの多角形の人びとを積層させることで、
まち全体としての多角形の面積が、類似した人びとだ
けを積層したときの多角形よりも大きくなり、結果と
して、まち全体としてのポテンシャルが高くなること。
そうした発想の転換が、これからのまちづくりでは必
須になるのではないか。

多様な人びとからなる社会を象徴する言葉として、
「多様性と包摂性（Diversity & Inclusion：以下
D&I）」がある。D&I というと、障がいや多様な性

（LGBTQ）のあり方が取り沙汰されることが多いが、
それはいわば過渡期の状況だろう。障がいや多様な性
といったラベリングによって相互の異質性を際立たせ
るのではなく、例えば身体的・精神的な障がいや多様
な性を一人ひとりの個性と捉え、互いの尖ったところ
や凹んだところを尊重し補完し合うことが、ラベリン
グの先にあるべき状況ではないか。また、個性がお互
いに異なっていたとしても、同質な面はあるはずであ
る。そうした同質性を結節点としながら、さまざまな
個性を持った人びとが共存できる社会の形成を目指す
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ことこそが、D&I の本質ではないか。D&I は、「個性
の尊重と同質性の発見」と理解されるべきである。

また D&I の推進は、人権であり社会的正義の問題
であることは当然ながら、それにとどまるものではな
い。人口減少・少子超高齢化に直面する日本にあって
は、あらゆる人的資源の徹底活用といったプラクティ
カルな意味合いをも持つだろう。社会が必要とする才
能を、年齢や障がい、ライフステージ等にかかわるハー
ドルを設定することで排除してしまう余裕は、これか
らの日本にはないはずだ。ここでもデンマーク等の福
祉先進国家を範とした、新たな社会のあり方にかかわ
る発想の転換が求められる。

4. 多機能性をめぐる課題

緑空間は本来、「グリーンな分散」や「多様性と包摂
性」といった、今後の社会をうらなうキーワードと相
性が良い。集約型のコンパクトな都市は、グレーな市
街地が「地（matrix）」をなすなかに、緑空間が「図

（patch, corridor）」として浮かぶ姿として構想され
てきた。これからの分散型の都市では、緑空間が地と
なり、そこにグレーな市街地が分散しつつ図として配
置される構造をなすものとなろう。しかし、今後の社
会をうらなうキーワードと相性が良いはずの緑空間で
ありながら、これまで、そうした特性が十全に発揮さ
れてきたとは言い難い。

緑空間は、ちょうどスマホ（スマートフォン）のよう
に、多機能性がその特徴のひとつとされる。しかし、
スマホはただ多機能なのではなく、各種機能のオペ
レーションの共通性とその柔軟性にこそ特徴がある。
スマホは、電話やカメラ、情報端末、音楽端末といっ
た多様な機能を有しながら、そのいずれをとっても一
眼レフカメラや PC、据え置き型ステレオ等の個別の
単機能の機器に比べ、性能的には劣るものである。そ
れでも、それらの機能が片手で持てる小さなボディに
集約され、どの機能も共通のオペレーションのもとに
あり、直感的な操作ができる。加えて、機能を発揮さ
せるためのアプリを個々人が必要に応じてインストー
ルしたり削除したりと、使い手の必要に応じたカスタ
マイズができる柔軟さを持つ。そうした特性が、スマ
ホの爆発的な普及につながったといえる。

緑空間もまた多機能とされるが、スマホ同様、どの

機能をとっても一流ではない。機能的にもっと優れた
構造物やデバイス等がつねに存在する。例えば、環境
保全にかかわる世界共通の目標のひとつにグリーント
ランスフォーメーション（以下「GX」）がある。都市の
緑空間にも GX への貢献が期待されるが、GX の諸相
のひとつである低炭素化に着目した場合、緑空間の貢
献は定量的側面を議論する限りは、きわめて小さなも
のにすぎない。

加えて緑空間は、スマホのようにオールインワン
パッケージとはいかず、とくに限られた面積の緑空間
が複数の機能を果たそうとすれば、より低レベルの機
能しか提供し得ない可能性が高い。営造物として整備
される場合が多いので、スマホのように、置かれた状
況や時代の要求に応じ、形態や機能を変化させる柔軟
性にも欠ける。

そうした緑空間の多機能性にかかわる限界を克服す
るには、個々の緑空間を別個に考えるのではなく、複
数の緑空間を適切に役割分担させながらシステム化
し、緑空間の集合体として様々な機能を満たすことが
求められる。また、置かれた状況や時代の要求に応じ、
果たすべき機能を変化させる柔軟性を備えることも、
問われるだろう。

多機能性をめぐる新たな発想にもとづく緑空間の計
画やデザインにあたっては、それを的確に評価する手
法も必要である。従来の緑空間の評価は、個別の空間
ごとに、各機能にかかわる得点の積算としての総合点
により、なされることが多かった。しかし、それでは
二流の性能の積み上げにすぎず、社会の期待に十分に
応えるものにはなり得ない。一定のエリアを単位に、
複数の緑空間が的確な関係性や役割分担のもとにシス
テム化され集合体をなしていることや、それら複数の
緑空間が時間軸のなかで適宜役割を変えながら全体バ
ランスが図られているといった柔軟性をも、評価に加
える必要があろう。

5. 領域性の多元的解釈

スケートボードやパルクールといった新しいスポー
ツが注目されている。スケートボードはすでに東京オ
リンピックで正式種目に採用されたが、パルクールも
2024年開催のパリ・オリンピックの正式種目となる
予定である。これらのスポーツはそもそも、緑空間を
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含むまちなかのオープンスペースをプレーヤーの視点
で見立て、活用することで発展してきたものである。
計画者やデザイナーが空間のあり方を提示し、人びと
の利用を誘導するのではなく、プレーヤー自身が空間
を見立て、見立てに従って自由に空間を使うところに、
スポーツとしての特徴がある。本来は、決まった設え
や競技場があるのではなく、凹凸のある地形や手すり、
フェンス、階段、壁面などの構造物を自由に見立て、
そこでどのようなパフォーマンスを発揮するかを競う
スポーツが、スケートボードでありパルクールである。

これからの都市の緑空間に求められるのは、地権者
やデザイナーの意図ばかりが卓越するのではなく、
個々人の個性に応じた様々な利用や活動を柔軟に受け
止め得る、まちなかのヴォイドとしての性格だろう。
その意味で緑空間は、D&I を実現する上できわめて重
要な空間と位置付けられるのではないか。利用者の意
向や見立てが入り込む余地がある空間ほど、これから
の都市は魅力的になる。そうした時代が到来しつつあ
る。

利用者の意向や見立てを受容する余地があるヴォイ
ドとしての緑空間は、周囲の建築物や道路等の構造物
と一体になることで、さらに魅力が増す。伝統的な日
本家屋は、雨戸や引き戸、襖、障子といった可動式ス
クリーンや、その間に存在する縁側や土間といった中
間領域的空間の存在等により、目的や時間帯、気候等
に応じて、その設えを柔軟に変化させつつ、屋内外が
一体となった空間を形成している。目的や状況に応じ
て領域性の多元的な解釈が可能となる空間構造を、そ
の特徴としている。緑空間（屋外）とその周囲の構造物

（屋内）についても、中間領域的空間を伴いながら、領
域性の多元的解釈を可能とするような空間構造を目指
すべきではないか。そうすることで、緑空間が有する
D&I 実現のためのポテンシャルはさらに強化されるも
のと考えられる。

昨今のまちづくりのキーワードのひとつに「イノ
ベーション」がある。まちの再開発等に際して、イノ
ベーションが起こるまちをどうつくるかが問われてい
る。しかし、イノベーションは「イノベーションのた
めの空間」といった出来合いの場によって起こるので
はなく、自ら活動の場を見出した主体が、そこで自発
的に形成されるコミュニティを伴いつつ起こるものだ
ろう。それは、D&I をもたらす緑空間のあり方と通ず

るものといえる。カギは、利用者の意向や見立てが入
り込む余地の存在である。

6. 暫定性の積極的な評価

近年の急速な ICT とテレワークの普及は、様々なラ
イフステージにある方や障がい等を持った方でも業務
継続ができるようになったという意味で、社会的に大
きなプラスをもたらすこととなった。その一方、在宅
等の社外での日常業務が可能となったことは、これま
でのように全社員が出勤することを前提に社屋を確保
する必要性がなくなったことをも意味する。今後、テ
レワークのさらなる普及等により、より多様なワーク
スタイル・ライフスタイルが社会に浸透すると、余剰
の業務スペースが随所に発生することで、とくに建設
年次の古い中小のテナントビルを中心に空洞化が加速
し、空きビルや空閑地が同時多発的に発生するだろう。
こうした現象はすでに地方都市の中心街で多く認めら
れるところだが、今後は三大都市圏や政令市において
も、再開発の見込みが立たない空きビル・空閑地の大
量発生が懸念される。

なかでも空閑地は、時間貸し駐車場として暫定利用
され、それが空洞化を象徴する荒廃した景観として社
会問題化している場合もある。そうした状況に対し、
空閑地の有効活用を図るべく、これまでにも国や自治
体において、市民緑地認定制度をはじめ様々な取組み
がなされてきた。こうした取組みの多くは、空閑地を
緑地・広場として、少しでも長く、できれば恒久的に
利用することを目指した制度設計がなされている。し
かし地権者にすれば、緑地・広場としての利用は収益
性が低く、制度的支援があってもなお、インセンティ
ブが働かないケースも多いだろう。

そうした現状に対して、空閑地の緑地・広場として
の暫定利用を、より柔軟に検討する方向性もあってよ
いのではないか。例えば、ビジネス街に立地する時間
貸し駐車場は、夜間や週末、季節によっては稼働率が
低いところも少なくないだろう。そうした実態に即し、
通常は駐車場として利用しつつ、稼働率の低い時間帯
や曜日、季節については、可動式の施設や植栽を用い
ながら、暫定的な緑地・広場として利用する、といっ
た方策も検討できるのではないか。また、町丁目等の
一定のエリアを単位に、エリアマネージメント団体な
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どの公共的性格を有した主体が調整役として機能する
なかで、地権者の異なる複数の空閑地を対象に、収益
性を担保する駐車場としての利用と、公共性を担保す
る緑地・広場としての利用を計画的に配置し、収益性
と公益性をエリア全体で共有することも検討し得る。

こうした考えは、空閑地の緑地・広場としての活用
に際し、少しでも長く、できれば恒久的に利用するこ
とを目指してきた従来の発想に対し、駐車場等の他の
利用との共存を図りつつ、暫定的であることをむしろ
積極的に位置付けた緑地・広場としての利用のあり方
を志向するものである。余剰の業務スペースの急速な
増加とそれに伴う空きビル・空閑地の同時多発的発生
が懸念されるなか、空閑地の緑地・広場としての暫定
利用をより柔軟に捉える発想は、アダプティブかつ現
実的な解となるのではないか。

7. これからの「緑屋」に求められるもの

分散、包摂性、柔軟な多機能性、多元的な領域性、
暫定性といった、本稿で述べてきたキーワードは、い
ずれもが近代の都市計画・緑地計画の文脈からは、パ
ラダイムシフトを迫る挑戦的なものと響くかもしれな
い。実際、現行の制度体系のもと、こうした概念にも
とづく計画を実現しようとすることが容易ではないこ
とは、想像に難くない。

では、こうした概念が日本にとって未知のものかと
言えば、決してそうではないだろう。江戸時代の江戸
の街は、市中に多くの農地を内包する分散型の構造を
有していた。伝統的な日本家屋は、柔軟な多機能性や
多元的な領域性を具現化したものだった。災害が多発
する国土にあっては、都市の構造物といえども、その
多くは暫定性を基本としていた。多様性と包摂性に欠
けてきた面は否めないが、分散、柔軟な多機能性、多
元的な領域性、暫定性といった概念は、日本の文化・
文明と非常に親和性が高いものだったのではないか。

なかでも、ランドスケープにかかわる職能としての
「緑屋」は、本来、とくに分散、柔軟な多機能性、多元
的な領域性、暫定性を旨とした性格を有した職能だっ
た。予め設定した計画やデザインを忠実に具現化する
のではなく、立地の自然や社会の有り様を読み、見立
て、その特性を造形や計画に柔軟に織り込むところに
真骨頂があったはずである。そうした空間に対するア

プローチは、気候変動や政治不安等のなか、不確実性・
非予定調和性が高まる現代と未来の世界に対して、多
くの示唆をもたらすものとなろう。日本の緑屋が培っ
てきた叡智を、世界が必要とする時代なのである。

しかし、そうした叡智を世界に発信するには、それ
を的確に伝えるすべが必要である。口承されてきた民
謡があったとしよう。それがいかに素晴らしいもので
あっても、口承でしか伝えられないとしたら、魅力を
享受できる主体は、限られた人びとだけになってしま
う。一方、その民謡を五線譜に載せることができれば、
世界中の人びとが享受できる可能性が生まれる。しか
し五線譜に載せることは、民謡の特性のひとつである、
五線譜では表現し得ない微妙な節回しやニュアンスを
諦めることをも意味する。それでもあえて五線譜に載
せるのか、微妙な節回しやニュアンスにこだわり、口
承にとどまるのか。

グリーンインフラについて、緑屋は、自家薬籠中の
ものとして、レインガーデンに代表される、緑や自然
素材からなるインフラと解釈する。しかし、そうした
考えは、民謡を口承に留めるようなものであり、所詮
は従来のインフラのアンチテーゼにしかなり得ない。
グリーンインフラの本質は、素材が鉄やコンクリート
であれ、立地の自然や社会の有り様を読み、見立て、
その特性を計画やデザインに柔軟に取り込むといっ
た、様々なインフラのあり方にパラダイムシフトをも
たらすものであるべきだろう。

これからの緑屋に求められるのは、口承にもとづく
民謡を五線譜に載せる努力ではなかろうか。微妙な節
回しやニュアンス（= 緑や自然素材）を捨てても、五線
譜に載せる（= 様々なインフラのあり方にパラダイム
シフトをもたらす）努力ができれば未来が展望できる。
口承にとどまるなら分野は縮小しいずれ消滅する。

緑屋の将来は、民謡を五線譜に載せる英断ができる
かにかかっている。

公園緑地　Vol.84  No.1  2023 7巻頭論説
- 64 -



Ⅰ. はじめに

明治6（1873）年の太政官布達により公園制度が始
まって以来、市区改正条例や公園計画標準などを通じ
て、公園の計画、整備は進められてきたが、緑地に関
する計画としては、昭和14（1939）年の東京緑地計画
協議会による東京緑地計画が嚆矢となろう。これは、
新たに緑地を定義するとともに、首都圏における緑地
の計画的配置を企図したものであり、一定の地域を対
象としたランドスケープ計画の始まりの一つといえる。

戦後、昭和30年代から40年代にかけては、例えば、
昭和41（1966）年の「古都における歴史的風土の保存
に関する特別措置法」における「歴史的風土保存計画」
など、地域が限定されるものの、歴史的風土を保存す
るためのランドスケープ計画が制度化されている。

また、昭和50年代には、緑とオープンスペースの
総合計画といえる「緑のマスタープラン」や「都市緑化
推進計画」のように都市を対象としたランドスケープ
計画が、法律には基づかないものも制度化されている。

平成の時代になると、環境保全や生活の豊かさを求
める国民のニーズ等を背景として、法律に基づくラン
ドスケープ計画が誕生した。都市緑地法第4条に基づ
く「緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画（以
下、「緑の基本計画」という）」や景観法第8条に基づ
く景観計画である。これらは市町村等が策定主体と
なって、都市全体を対象にした計画制度となっている。

また、都市計画法第6条の2の「都市計画区域の整備、
開発及び保全の方針」や同第18条の2の「市町村の都
市計画に関する基本的な方針」などのように、ランド
スケープ計画を包含する都市の総合計画も都市計画法
において定められている。

本稿では、これらのランドスケープ関連計画の中で、

代表的な法定計画である緑の基本計画、景観計画（根
拠となる景観法を含めて）を取り上げ、その成立経緯
と今後の展望について、旧建設省、国土交通省で両制
度の創設に関わった経験も踏まえ、述べてみたい。

Ⅱ. 緑の基本計画の成立と今後の展望

1. 緑のマスタープランの成立とその限界
（1）緑のマスタープランの成立経緯

緑の基本計画の成立経緯を述べるにあたり、その前
身となる緑のマスタープランについて触れておきたい。

緑のマスタープランは、昭和51（1976）年7月の
都市計画中央審議会答申「都市において緑とオープン
スペースを確保する方策としての緑のマスタープラン
のあり方についての答申」を踏まえ、昭和52年4月に
発せられた建設省都市局長通達の「緑のマスタープラ
ン策定要綱」に基づくものである。

これに先立ち、昭和46（1971）年8月、都市公園
整備五箇年計画の根拠となる都市計画中央審議会「都
市における公園緑地等の計画的整備を推進するための
方策に関する中間答申」において、「今後の都市計画に
おいては、公園緑地系統を明確に位置づけることに
よって、これと斉合した都市整備を進める必要があ
る。」とし、都市計画として決定される「整備、開発又
は保全の方針」において、自然環境の保全、公園緑地
の整備等に関する「緑のマスタープラン」を早急に策定
することが提言されている。新都市計画法施行後の早
い段階から、都市公園整備の上位計画として緑のマスター
プランの必要性が指摘されていることは注目されよう。
（2）緑のマスタープランの特徴

緑のマスタープランの主な特徴としては、①都市計
画区域単位に都道府県知事が策定すること、②将来の
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人口、市街化区域の規模をもとに、確保すべき緑地の
量（市街化区域面積に対して概ね30% 以上）、都市公
園等施設として整備すべき緑地の量（住民一人当たり
概ね20㎡以上）を目標水準として設定すること、③環
境保全、レクリエーション、防災、景観構成（後年追加）
の4つの観点から緑地の系統的配置を行うこと、④計
画された緑地について、実現のための施策の方針を策
定すること、などが挙げられる。

緑のマスタープランは、緑とオープンスペースに関
する初めての総合計画であり、緑地の系統的配置など
ランドスケープ計画技術を敷衍したこと、東京緑地計
画協議会における緑地概念を継承し、公共の緑だけで
なく、広くオープンスペースを計画対象としたこと、
画餅に帰すことがないよう、投資額も含め具体的な確
保のための事業、規制手法等を明示したこと、など画
期的と言える内容であった。

また、都市計画法の「整備、開発又は保全の方針」に
基本的事項を反映させることとしていたため、線引き
都市において策定率が100% であったことも特筆す
べきことである。
（3）緑のマスタープランの限界と見直し研究会

平成5（1993）年、建設省都市計画課において緑の
マスタープランの運用実態を把握するため都道府県に
対し調査を行った。その結果、「整備、開発又は保全
の方針」との連携など、一定の機能を果たしているこ
とは評価されたが、制度的にも、実務的にも課題が多
いことも再確認された。

具体的には、都市公園等の施設緑地の整備、緑地保
全地区等地域制緑地の指定を計画に位置づけてはみた
ものの、事業費や計画決定プロセスなどについての裏
付けに乏しく、非現実的な計画となる傾向があったこ
と、これに起因し、関係機関との調整、公開が行われず、
行政の内部資料に留まっている計画が多いことなどが
確認された。

これら緑のマスタープランにおける様々な課題に対
して、見直しの方向性を議論する「緑のマスタープラ
ン見直し研究会」（注1）が都市計画課に設置された。

その中では、都市計画法に新たに規定された「市町
村の都市計画に関する基本的な方針」への対応、環境
保全系統の充実、生産緑地地区の位置づけなどのほか、
計画の策定主体、実効性・公開性の確保、都市緑化施
策の追加、詳細性・戦略性の導入（地区レベルの緑地

計画の策定）なども議論された。
2. 緑の基本計画の成立
①緑の基本計画制度創設の経緯

研究会の成果を反映すべく、当初緑のマスタープラ
ン策定要綱の改正を念頭に検討していたが、緑に関す
る計画制度の法定化の可能性についても並行して検討
された。その背景には、環境基本法が成立し、都市計
画においても環境に配慮した具体的な制度の創設が求
められていたこと、緑の政策大綱（平成6年7月）が策
定されたように、建設省内においても緑に関する政策
的関心・理解が高まっていたことなどが挙げられる。

結局、緑地保全地区や緑化協定制度に留まっていた
都市緑地保全法を改正し、緑のマスタープランを都市
緑化推進計画も含めて法定化することとなり、都市計
画の体系の中に、緑の基本計画が誕生した。
②緑の基本計画の特徴

新たに創設する計画は、研究会の議論が反映されて
いる。基本的には、緑のマスタープランを超える、実
効性の高い総合的な計画制度を目指した。具体的には、
市町村を策定主体とすること、市民の協力等を得るた
めに公開を義務とすること、地区レベルの緑化事業（緑
化重点地区総合整備事業として創設）との連携を図る
こと、都市緑化推進計画との統合を図ることなど、結
果的には地方分権や情報公開の潮流を見越した、新し
いタイプの法律に基づく計画制度となった。

なお、地区プランである緑化重点地区は、ドイツの
F プラン（土地利用計画）と B プラン（地区建設計画）
に対応して、L プラン（公園緑地計画）と G プラン（緑
地整備計画）が存在することを参考にした。

また、市町村を策定主体としたことによって、計画
の広域性が担保できなくなることから、緑の基本計画
の策定にあたり、都道府県広域緑地計画の策定を推奨
した。市町村の区域を超える利用が見込まれる広域公
園や指定区域が市町村の区域を超える風致地区など広
域的な緑地の位置づけが難しくなるためである。

3. 緑の基本計画の意義と進展
緑の基本計画は、国会の議決を経た法律に基づく制

度となったことが極めて重要である。都市全体を対象
にするランドスケープ計画が初めて法定計画となった
ことは公園緑地行政全般にとってその意義は計り知れ
ないと思う。
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また、緑の基本計画制度の創設は、公園緑地関係制
度には重要な意味を持つ。緑の基本計画の計画事項と
することにより、関係法令との連携を図ることが可能
となり、公園緑地に関わる諸制度の上位計画として再
構成された。平成16（2004）年の景観緑三法制定の
際には、都市公園の整備の方針も計画事項に加わり、
都市緑地法という総合的な法律名となった。昭和47

（1972）年都市計画中央審議会答申において、既に「都
市における公園、緑地等の整備保全に関する法律（仮
称）」の制定が提言されていたが、30年以上かけてそ
れに近い法律が実現したことになる。さらに、平成
29（2017）年改正により、都市公園の管理の方針、生
産緑地地区内の緑地の保全に関する事項も緑の基本計
画の計画事項に追加され、都市緑地法は、農地や公園
のマネジメントも含め、より総合的な法律となった。

なお、地方分権一括法で公表を義務づける規定（旧
都市緑地保全法第2条の2第5項）は努力義務となって
いる（現行都市緑地法第4条第7項）。計画の公表は極
めて重要である。土地利用規制など直接的な拘束力が
ないマスタープランは広く住民に周知され、共有され
てこそ意味があるからである。また、当初計画事項に
あった「緑地の配置の方針に関する事項」（旧法第2条
の2第2項第三号イ）も整理されているが、配置計画は、
緑地の有機的な連携を担保する根幹であり、その必要
性は変わらない。

4. 緑の基本計画の今後の展望
緑の基本計画の策定状況は令和4（2022）年3月末

で695市町村となっている（国土交通省調べ）ように、
かなり普及している制度と言える。緑のマスタープラ
ンという土壌があったことや法定計画となったことの
結果であろうが、少なくとも大都市周辺においては、
緑に対する住民の関心は高く、行政計画としてのプラ
イオリティも高くなっているとも言えるだろう。「緑
の基本計画」というシンプルな通称としたことも良
かったと思う。

市町村の策定手法は、当初想定していた以上に進展
している。庁内の合意形成や住民意見の募集など策定
手続きは緑のマスタープラン時代に比してはるかに進
歩している。内容的にも、生物多様性地域戦略との連
携や水系を取り込んだ水と緑の計画など多様化、高度
化してきている。

一方、社会経済状況の変化等により、緑の基本計画
の計画内容については、技術的に再構築すべき点も見
られるようになっている。具体的には、以下の通りで
ある。
①環境関係情報を反映した計画とすること。

グリーンインフラに対する関心が高まっているが、
都市におけるグリーンインフラの計画は、緑の基本計
画で十分対応できる。そのためには、都市計画基礎調
査などにより精緻な環境関係情報を収集する必要があ
る。例えば、都市のヒートアイランド化を改善するた
めの気象情報、生態系ネットワークの構築のための生
物情報、流域治水対策や健全な水循環を確保するため
の水関連情報などを収集し、科学的データに基づく緑
地の配置計画を策定することが求められる。
②人口減少や都市の縮退を反映したものとすること。

緑のマスタープランでは、将来人口や想定市街化区
域面積など計画フレームの設定が計画立案の前提に
あった。しかし、人口減少下では、そもそも計画フレー
ム自身も再考しなければならないし、市街地周辺部に
おける緑地保全施策も強度の土地利用規制を課さなく
ても対応可能になる。新たな思想で緑の基本計画をは
じめ土地利用計画を再構成する時期に来ている。立地
適正化計画との連携など都市構造の再編の視点を考慮
することも必要だろう。
③マネジメントの視点を重視した計画とすること。

平成29年改正で都市公園の管理方針を計画事項に
加えたように、これからの緑地計画は、公園に限らず
緑地全体をいかにマネジメントしていくかも重要な視
点である。民間企業や市民団体と連携した管理・運営
の仕組みも計画に加えていくことが必要であろう。
④一般的な地域の計画論を構築すること。

従来の計画論では、重要な緑地の保全や充足してい
ない地域への公園整備や都市緑化など、課題に対する
公園緑地施策の処方箋は描けていた。しかし、一般的
な地域に対する計画論はやや希薄である。緑に対する
関心が高まる状況の中で、このような地域に対する手
法も含めて計画論を構築しなければならない。緑化地
域や新たに創設された用途地域である田園住居地域な
どは注目すべき手法であろう。

このほか、実務的には、計画が着実に実施されてい
るかについて毎年度フォローアップするなど、進捗管
理を行うことも必要である。
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また、都道府県広域緑地計画は、広域的な観点から
の緑地の保全、都市公園の整備、管理・運営の方針を
示すものであり、緑の基本計画を補完する意味でも不
可欠である。策定済みは現在24都道府県に過ぎず、
未策定の都道府県については、積極的な策定を期待し
たい。

Ⅲ . 景観計画（景観法）の成立と景観行政
の今後の展望

景観計画は、景観法の枢要な構成要素であり、ここ
では、景観法としての成立経緯などを述べることとする。

1. 景観法成立の経緯
（1）都市における景観行政の取組

景観法が成立する以前から、景観に関しては都市行
政を中心に様々な施策が講じられてきた。制度的には、
旧都市計画法から存在する風致地区、美観地区があり、
伝統的建築物群保存地区、古都保存法に基づく歴史的
風土保存区域及び歴史的風土特別保存地区といった都
市計画の地域地区、地区計画等がある。さらに、屋外
広告物法や緑地保全・都市緑化関係制度も含まれるで
あろう。

一方、事業面でも、都市景観形成モデル事業、街な
み環境整備事業、歴史的地区環境整備街路事業など景
観整備に関する支援制度は昭和50年代後半から行な
われており、全国に多くの成果も残している。
（2）景観法制定の背景

景観法は、平成16年、「景観法案」、「景観法の施行
に伴う関係法律の整備等に関する法律案」、「都市緑地
保全法等の一部を改正する法律案」のいわゆる景観緑
三法として一括で審議され、全会一致で成立した。

景観法成立の背景については、既に多方面で述べら
れているので、ここでは、その要点について述べる。

まず、第一に、国土交通省内における景観行政に対
する政策的シフトが挙げられる。平成15（2003）年7
月に国土交通省「美しい国づくり政策大綱」がまとめら
れた。これは、国土交通行政全般において、景観に配
慮した事業、施策を講じていく宣言であり、景観法案
策定の際には、省内の協力が積極的に行われ、法案提
出がスムースに進められた。

第二に、政府与党（自由民主党国土交通部会街並み

景観小委員会）においても、景観に関する法制度が積
極的に議論され、平成15年12月には、景観に関する
基本法の制定が提言されていたことが挙げられる。景
観法のような新たな法律の制定は、行政だけで進めら
れるものではなく、与党の支持は不可欠である。立法
化にあたっての与党内調整や国会審議のみならず、景
観の日制定などその後の制度の普及啓発等に多大な支
援があった。

第三に、500弱の地方公共団体が既に自主条例とし
て景観条例を制定するなど、積極的に景観の整備・保
全の取組が行われていたことが挙げられる。そして、
先進的な地方公共団体から、景観に関する国民共通の
基本理念の確立やいざという時に発動される規制制度
が求められていたことなども法制化の動機づけになっ
た。

第四に、当時は観光施策の推進が国の重要施策と
なっており、観光立国関係閣僚会議において「観光立
国行動計画」（平成15年）が制定され良好な景観形成を
推進する動きが政府全体としても取り組む体制にあっ
たことも挙げられる。

このような背景を踏まえ、景観法案が提出された。
なお、景観法は、当初「都市及び農山漁村等における
良好な景観の形成に関する法律」という長い名称も考
えられていたが、結果的に「景観法」というシンプルな
名称になったことは、その後の普及啓発には有意義で
あったと考えられる。

また、都市計画課において、法律、土木、建築、造
園などの職種にこだわらず、総力を挙げて法案化した
ことは、景観法の制度内容の充実や景観室の創設、そ
の後の政策展開に有効であったと思う。
（3）景観法の特徴

景観法は、基本理念のほか、景観計画、景観協議会、
景観重要建造物、景観重要樹木、景観重要公共施設、
景観地区、景観協定、景観整備機構などで構成され、
基本法的な性格と具体的な規制や支援措置が定められ
た実定法的な性格を有している。

その特徴としては、①都市部のみならず、農村部や
自然公園も含む景観を計画対象とすること、②地域の
個性が反映できるよう、条例で規制内容などを柔軟に
決めることができるようにしたこと、③景観計画区域
の変更命令など強制力を発揮できる措置を付与したこ
と、④美観地区を景観地区に発展させ、景観地区とし
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て建築物や工作物の形態意匠に係る認定制度を設けて
いること、などが挙げられる。

なお、景観法第2条の基本理念の第2項に「良好な
景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経
済活動等との調和により形成されるものであることに
かんがみ」という規定があるが、この文章には、個人
的には思い入れがある。景観というものの本質がここ
に掲げられているからである。

2. 景観法の施行状況
景観法に基づく景観行政団体も着実に拡大した。令

和4年3月末時点で、景観行政団体は、799団体（都
道府県40団体、政令市20団体、中核市62団体、一
般市町村677団体）となっている（国土交通省調べ）。
政令市など自動的に景観行政団体にならない一般市町
村でも広く活用されている。愛媛県などは県内市町の
すべてが景観行政団体となっている。

景観法は前述のように、市町村の自主性を活かす制
度設計になっている。法律そのものは市町村の取組を
後押しするものであるが、市町村の景観に対する姿勢
を試すものでもある。景観計画策定済は646団体、景
観重要建造物730件、景観重要樹木279件、景観地
区55地区、屋外広告物条例を制定した景観行政団体
101団体などとなっており、各種制度が多様に活用さ
れている。

景観行政は基本的には規制行政であり、地方におい
ては新たな土地利用規制には積極的ではない地方公共
団体も多い。そのような中で、多くの一般的な地方都
市においても制度が活用されていることは注目される。

3. 景観計画について
ランドスケープ計画としての景観計画について述べ

ておきたい。
景観計画の具体的な内容としては、まず、景観計画

区域、行為の制限に関する事項がある。景観計画区域
は、景観行政を行う土俵であり、建築物の建築や工作
物の建設などの届け出を必要とする行為（高さ、壁面
の位置、形態・色彩等）に対して、景観形成基準を定
めることで良好な景観形成を誘導するものである。さ
らに、特定の届出対象行為については、景観形成基準
の形態意匠の制限に適合しない場合は、設計変更命令
を行うことができるようにしている。

このほか、景観計画では、景観重要建造物・景観重
要樹木に関する事項を定めるとともに、屋外広告物に
関する事項、景観重要公共施設に関する事項なども定
めることができる。景観に関する規制だけでなく、景
観を構成し保全・創出すべき建造物や公共施設なども
計画対象としており、景観に関する総合計画となって
いる。景観計画に記載された景観重要公共施設などに
ついては、それぞれの法律に基づく景観に関する特例
措置が設けられている。

当初、計画事項として「良好な景観の形成に関する
方針」があったが、地方分権一括法により、努力義務
化されている（景観法第8条第3項）。景観計画は、景
観のマスタープランでもあり、「良好な景観の形成に
関する方針」は、景観行政団体として、例えば歴史的
景観を極力保全するなど、どのような景観形成を目指
しているか、住民に周知し、景観規制などについて理
解を求めるものであり、計画事項としては極めて重要
である。

景観行政団体の中には、景観計画を策定していない
地方公共団体も散見されるが、景観計画は景観行政の
基本であり、実効性を確保するために、早期の策定を
期待したい。

4. 景観行政の今後の展望
（1）「日本らしく美しい景観づくりに関する懇談会」報告

景観法制定から10年経過したことを契機に、関連
制度について幅広く点検・検証するための「日本らし
く美しい景観づくりに関する懇談会」が設置され、平
成27年（2015年）7月に報告書がとりまとめられた。
景観行政の課題と今後の展望を示唆するものとして、
その内容の一部を紹介しておきたい。

まず、地域の景観がどのような地形、自然、歴史、
文化等の積み重ねによって成り立っているか、その
ベースとなる景域（本報告では、地理的、生態的、歴
史的、文化的に同様の特徴を有する一定の地域と定義
している。）の特性を読み解き、将来的にどのような景
観形成を目指すのかを踏まえ、行政区域にこだわらず、
良好な景観形成に向けた計画策定を行うことが重要と
指摘している。

主な論点としては、広域景観の形成（景観行政団体
の連携方法）、創造的な景観協議の在り方（事前協議の
あり方、景観協議の進め方）、景観を資産としてとら
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えることによる地域価値の向上、新たな課題に対する
景観マネジメントなどであった。

景域を読み解く景観計画の策定や事前の景観協議の
必要性などが指摘されたことは、より質の高い景観形
成を推進する上で重要な視点である。市町村を超える
広域景観については、景観行政団体間による景観協議
会の活用により対応することが立法時から想定されて
いたが、改めて、都道府県の役割が指摘された。また、
立法時にあまり議論されていなかった太陽光パネルや
風力発電施設などの設置に係る公益性と景観保全の公
益性との調和についても指摘されたが、現在でも継続
する課題であろう。
（2）景観に配慮したまちづくりに向けて

景観に配慮したまちづくりは、ウェルビーイングな
生活環境を創出する視点から、また、地域のアイデン
ティティの醸成や観光など地域活性化の視点から、今
後さらに注目すべき政策になるものと考えられる。良
好な都市景観を望まない住民は皆無に近いであろう。
そのためには、上記（1）の視点に加え、景観行政を進
める上で、以下の点について留意することも必要と考
える。
①良好な景観の形成に対する企業や住民のコンセンサス
の醸成
良好な景観を形成するためには、規制に対する住民

の更なるコンセンサスを得ることが不可欠である。景
観法で規制できない軽易な行為などにより景観が阻害
されることが散見される。企業や住民が、景観を阻害
する行為を自ら制御し、良好な景観形成に向けて協力
して頂くことが肝要である。そのためにも、景観形成
の方向性を明示する景観計画の策定、普及啓発が重要
である。
②総合行政としての取組み

景観行政は総合行政である。シンボルロードなど公
共空間は整備されても、沿道に立地する建築物や工作
物が景観に配慮されなければ良好な景観は形成されな
い。

土地利用規制だけでなく、良好な景観形成に資する
公共事業の実施、建築物等に対する助成などの支援措
置、電線類地中化などに対する予算措置も必要である。
文化財保護行政も含め、総合行政が講じられることに
より良好な景観は形成される。

③景観行政を支える人材の確保
一般的な法律や条例の運用は、基準等に即すること

により行政組織として対応可能である。しかし、景観
行政において、個別の行為に対する判断はある程度人
間の感性によるところが大である。例えば、建築物や
工作物の色彩に関する景観形成基準として、マンセル
値を用いるケースがある。客観性や事前明示性、事務
の効率性等の点において、正しい選択ではあるが、そ
の審査は機械的になる恐れがある。優れた感性・知識
を有する担当者が、周囲の景観を勘案して、色彩を判
断する方が良いケースも考えられる。景観の事前協議
なども含め、景観行政の運用にあたっては、一定の専
門的知識を有する人材の確保が必要である。

景観法の制定は、景観に対する国民の関心を高める
とともに、景観行政の進展に大いに寄与したことは確
かであろう。法律の施行後、景観が改善・保全された
事例も多い。しかし、景観行政に取り組んでいる現場
では、常に景観を変更する動きは存在する。規制の対
象とならない行為も行われるし、他の公益的な事業と
の調整も必要となる。行政による地道な景観マネジメ
ントを継続することが基本であるが、景観法の基本理
念にもあるように、企業や住民一人一人が良好な景観
を国民共通の資産として捉え、行政と一体となって創
造していくことも必要であろう。

（注1）

委員長：丸田頼一千葉大学教授、ほかに学識経験者や地方公共

団体の委員としては、勝野武彦日本大学助教授、田代順孝千葉

大学助教授、蓑茂壽太郎東京農業大学助教授、石川幹子ランド

スケープデザイナー、高橋信行（財）日本緑化センター常務理事、

越澤明神奈川県都市計画課副技幹、須加和隆（後任 林真郎）埼玉

県公園緑地課係長といった方々であった。敬称略。肩書は当時

のもの。

（参考文献）

梛野良明：特別寄稿「都市と公園緑地計画の話」　公益財団法人

都市計画協会　新都市2022年8月号、特別寄稿「景観法と景観

行政の話」　同2022年11月号
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1. みどりの風が吹き始めた世界　

明治6（1883）年1月、公園の要件を記した太政官
布達第16号以来、150年間の都市公園や緑地の歩み
を振り返る最近。漸くここまで来たかと心躍る目立っ
たトピックスが立て続けに届けられ、密かな喜びを感
じている。

しかし、皮肉なことにそうした風が吹き出す契機は
何と Covid-19という不幸にあった。つまり自然を軽
視した人間の欲望の宿痾が、人獣共通ウイルスを呼び
覚ましたというパンデミックの起源が世界に共有され、
改めて人類と他の生物とのあるべき関係への洞察が深
まったからである。それから、みどりの風を主役にし
たライフスタイルの変革が、世界同時並行的に起きた。

例えば、外出のリスクは、リモートワークの世界的
拡散をもたらした。そこに生じた、ゆとりある時間は、
近隣の小さなみどりを探訪。或いは公園を利活用し、
その空間を楽しむといったこれまで持ち得なかった時
間消費を生み出すという社会現象をもたらした。当初、
パンデミック拡散のリスクから逃れる緊急避難的対症
療法としての選択が、やがてその魅力を深め、サード
プレイスとして公園が持つ空間機能への目覚めが定着
し始める。

コロナ禍の衝撃は、次第に深刻な地球環境問題への
頭での理解が、パンデミックという現実と、自然災害
の激甚・頻発・集中化を背景に、ひたすら経済成長一
本槍の社会への疑念と併せ、次第に自分事として捉え
られる状況を生んだ。

地球、わけてもその生命圏（バイオスフェアー）にこ
れ以上の環境負荷をかけず、人類の生存基盤、自然を
資本財として考え、その自然と共生する社会構造の模
索が、一般社会に於いて自然に当然と受け止められ、

その風は必然的に緑色に染め上げられていった。
その始まりの一つが、欧州発のグリーン・リカバリー

なる概念である。Covid-19の収束を前提に、気候変動
などのリスクの極大化に備えるためにも、脱炭素に留ま
らず、Eco-DRR（Ecosystem-based Disaster Risk 
Reduction）。生態系を活用した災害対応や食糧危機に
対処し、低迷凋落する経済を環境を主役にした経済で
リカバリーをするという議論の深まりがそれである。

更に、自然の恵沢は限りあるものという理解を前提
に具体策を模索する動きも急となった。地球表面の僅
か30km 足らずの生命圏（バイオスフェアー）の中で
活動する全ての生物がシステムの一部を成す繊細な構
造のシステム。つまりエネルギーと物質の再生循環を
自律的に行えるシステムそのものを早急に保全する具
体策を講じる必要性の検討が、漸く表面化してきた。

論者は、歴代経団連会長を会長に迎えた「国連・生
物多様性日本委員会」の会長代理を10年以上務めた。
その役割は2050年の最終目標「自然と共生する世界

（Living in Harmony with Nature）」を具現化するた
めに、中期の目標管理を担う事であった。論者は、次
期2030年目標が定まるまで「生物多様性の主流化」。
つまり生物多様性の重要性を認識する社会を創成する
活動を10年間担う役割を背負った。就任当初は生物
多様性という言葉すら理解をされなかったものの、そ
の後次第に NbS（Nature-based Solutions: 自然に根
ざした社会課題の解決策）の思想を重視するべきとし
た世界的世論が緩慢ではあったが形成されるに至った。

このような地道な積み上げの結果、2050年目標を
現実化する為に、昨年末の COP-15に於いて更なる
一歩を踏み込んだ次期中期目標への合意形成がなされ
たことに格別の喜びを感じた。

COP-15は「国連生物多様性の10年」の期末2020

Shirou WAKUI（ Special Professor, Tokyo City University）

涌井 史郎（雅之）　 東京都市大学 特別教授

しなやかな国土創成に寄与する“みどり”と公園緑地
～太政官布達150年を経て～
Greenery and Parks and Green Spaces Help Create a Flexible National Land 
- 150 Years after the Dajokan Decree

巻 頭
論 説
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年までに、議長国中国が主役となり開催され、2030
年への中期目標を議決する予定であったが、中国の強
固なゼロコロナ政策が優先され、開催が延期に次ぐ延
期で実現出来なかった。そこで条約事務局があるモン
トリオールにおいて中国を議長としたまま2年遅れで
COP-15が開催された。

その成果は2030年までの中期目標を「ネイチャー
ポジティブ（自然再興）」、つまりこれ以上の自然生態
系の縮退に歯止めをかけ、それを再生するという意欲
的な取り組みへの宣言である。それは、2021年6月
に英国で開催された G7サミットにおけるコミュニケ
の付属文書「G7 2 0 3 0 年 自然協約（G7 2 0 3 0 
Nature Compact）」。つまり2030年までに生物多
様性の損失を食い止め、反転させるという目標達成に
向け G7各国が自国の陸と海の30% 以上を保全する

「30by30」を基本として加盟各国が協約するという画
期的成果である。

わが国の状況に照らせば、陸域では国立公園など自
然公園等が20.5%、海域の13.3% が法定地域として
確保されている。残りについては、OECM（Other 
Effective area-based Conservation Measures）
と呼称される法定地域以外で生物多様性に貢献する地
域を公民から募集し、審査の上で認定する作業が開始
されている。

又、企業に自然の情報開示を求める「自然関連財務
情報開示タスクフォース（TNFD）」と「国際サステナ
ビリティ基準審議会（ISSB）」では、互いに COP-15
で採択された目標の15「ビジネスや金融機関が生物多
様性に関わるリスクや依存、影響について開示するた
めに締約国が措置を講じる」合意を受け TNFD などを
基に自然生態系について段階的な開示の強化を表明
し、連携して企業ガバナンスコードとして、これまで
の脱炭素 TNCD と同様、開示を義務付ける方向が濃
厚となっている。

2. 日本から発信された自然共生という思想

この間、わが国は、決して国際的世論の末尾を追い
かけるだけでは無かった。寧ろ世界に率先してみどり
の風を起こしていったと言える。論者が委員長を務め
た環境省の「生態系を活用した防災・減災に関する考
え方 （Eco-DRR）」の整理は2016（平成28）年に取り

まとめられ、「地域循環共生圏構想」、そして各省庁の
個別政策を統合した国としての統合的環境戦略「生物
多様性国家戦略」等は国内外からも高い評価を受けて
いる。

とりわけ COP-10における「SATOYAMA イニシ
アティブ」は途上国から高い評価を受け、自然共生モ
デルとして定着し始めている。

しかし乍ら、その傍らで土地利用を含めた国土の公
的計画論。国立公園など自然公園、或いは都市緑地法
に基づき、市町村が策定する「緑地の保全及び緑化の
推進に関する基本計画」の実装には土地所有者の権利
もあり、かなりの困難が伴っている。時代感から言え
ば当然と片付けられる、経済成長を目線の中心にした
開発中心の社会通念や価値観とのコンフリクトが常に
課題となってきた。

その傾向にかなり大きなインパクトを与えたのが 、
2011（平成23）年3月11日14時46分18.1秒に発
生した東日本大震災である。地震・津波・原子力事故
による複合的大災害であった。その実体験が、先の
Eco-DRR 自然を利活用した防災・減災の機能への目
覚めであった。

2013（平成25）年には「国土強靭化基本法」が立法
化され、その一部にグリーンインフラが言及された。
そして漸く2021（令和3）年「第5次社会資本整備重
点計画」に於いて、自然資本の利活用を謳った「グリー
ンインフラ」が計画に位置づけられ、その実装が官民
連携プラットホームによって推進する体制が整い、予
算処置を伴う活発な実装が図られようとしている。

加えて今年1月、とある縁から次期国土形成計画に
対する意見を総合政策局から求められ「地球の持続性
に向けた行動は、まさに NbS の具体化に掛っている」

「生物多様性条約締約国第10回会議（COP-10）で締
約された2050年長期目標（Living in Harmony with 
Nature）を世界モデルとして示せる潜在力を有してい
るのは、国土の歴史に自然共生の叡智を刻んできたわ
が国こそ相応しい」「日本の国土には、里山等自然をリ
スペクトし、自然の応力（災害など）を最小化しつつ、
その恵沢を最大化させる技術と生活文化が歴史的に積
層」「そうした技術と文化を遺伝子とし、より科学され
た方策、グリーンインフラ等を積極的に社会実装すべ
き」「これまでの国土形成計画は、経済・産業に偏重し、
国土が有する自然資本財の価値を明示してこなかっ
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た。そこに言及すべき」といった意見を述べさせて頂
いた。そうした提言がどれ程功を奏したかどうかはわ
からぬが、中間報告に国土を刷新する4つの重点テー
マの一つとして「グリーン国土」なる一文が入ったこと
は、国内にもみどりの風が恒常的に吹き始めたものと
考えている。

CBD（国連生物多様性条約締約国会議）が COP-10
に、2050年を目標年とする、「自然と共生する世界

（Living in Harmony with Nature）」長期目標を開催
国であるわが国から提案したのも、わが国の歴史・文
化からすれば当然のものであった。

当時欧米の締約国は、わが国の提案によるこの目標
像に対し比較的冷淡であったと記憶している。それは
自然を位置づける宗教と文化・文明の基質の違いに起
因している。人類という存在を自然の一員として捉え
るのか、将又金融用語とも化している「Stewardship

（財産を管理することを任された者の責務）」。つまり
論者は「神が創造された自然という荘園の管理を委ね
られた者としての責務」として捉えるかの違いがそこ
にあると考えている。よって「管理する側が何故、管
理される側と共生する事が目標化されるのか」という
疑問がそこにあったのであろう。

現代においてなお、自然の恵沢と災害に向き合いつ
つも自然に対するリスペクトを忘れぬ自然観が文化と
して根付いている稀有な先進国、日本ならではの提案
であった。

その間、武内和彦（前国連大学上級副学長・東大教授）
等の努力により会議に「SATOYAMA イニシアティブ」
が諮られる等、二次的自然の維持や保全の効果につい
ての議論が深まり「元本を損ねず利息という生態系
サービスで人々の暮らしが支えられる」事例が世界か
ら集まり、それと共に共感の渦が拡がった。それらの
積み上げが、グローバルサウス、とりわけ自然の恵沢
を前提に日常の暮らしが支えられ、必ずしも大規模な
投資を伴わず、しかも馴染み深い方策であることにグ
ローバルサウスの国々の賛意を得、その勢いが2050
年目標への締約に繋がったと理解をしている。

さて「SATOYAMA イニシアティブ」は略語であり、
当時の正式名称は「社会生態学的生産ランドスケープ

（socio-ecological production landscapes: 
SEPLs）であったが、今は略語の方が汎用化されてい
る。SATOYAMA 的エシカルな土地利用は、わが国

のみならず世界にいくつもの類例が報告されている。
その共通項は、地元で入手および再生が可能な資源を
優先して多用し、結果、栄養物の再利用、空間および
時間の多様性の確保等、その土地に生きる人々の自然
への知識および文化・伝統に基づく土地利用の意思決
定がなされている事である。それが森林生態系である
場合には、遷移を利用に即した姿。一定の林相を維持
し続け、その為に人為的干渉。つまり日常的「手入れ」
が不可避となる。

例えば、休耕期間を設けながら、栽培する作物や家
畜を循環させる移動耕作という慣習がある。これは、
土地の肥沃性の回復、つまり持続可能な生産の潜在能
力を確実にする。

このようなエコロジカルな土地利用のモデルとされ
るのが、わが国の「里山」である。とは言え、その典型
として雑木林という言葉で括られる形態の里山は、あ
くまでもその一部の姿でしかない。例えば、塩田の地
域では、「塩木山」と称される松を主体にした里山が存
在するのと同様、再生循環型の自然資本財の持続可能
な利用目的は多岐に亘り、それに伴う里山を構成する
林種も様々である。又前述したように、いずれの里山
も、遷移を利用に即した姿で留め、一定の林相を維持
するためには、人為的干渉としての手入れを怠る事は
出来ないという共通点がある。

例えば雑木林の里山を見てみよう。再生循環を果た
すためには、先ず根株を残し、成長した上部の枝を薪・
柴・木炭の原材料など、エネルギー供給の素材として、
或いはキノコ栽培の菌を植え付ける「ほた木」として定
期的に採取し、落葉は、野良の堆肥の材料として収穫
する。つまり根株は資本であり、上部構造は利息に例
えられよう。しかしその持続性を担保する為には、上
部構造の定期的な伐採を行い、下草刈りや間伐を怠ら
ず、休眠芽を育成する。それが「手入れ」である。こう
した作業を「萌芽更新」という。御伽草子に言う「お爺
さんは山に柴刈りに…」という表現は、主幹を伐採後
凡そ30年をかけて元の姿に戻すためのきめ細やかな
手入れを日常とする農山村の姿を物語っている。

3.「いなす知恵」。しなやかな国土管理と
その主役“みどり”

わが国に於ける、土地利用に伴う再生循環の思想は、
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四季に支えられた自然の恵沢（生態系サービス）を最大
化し、その真逆。アジアモンスーン気候と火山の相乗
積が生み出す災害という応力を最小化する上に欠かせ
ぬものであった。それは、この列島の隅々に人々が定
住するにつれ、自然信仰に伴う土地利用上の戦略、あ
る種のルールとして人々に定着化されていった。

論者は、そうしたわが国固有の自然共生と再生循環
の思想を、「自然と共生する暮らしを得る為の、凌ぎ
といなしの知恵」と表現している。そうした観点から
前述の里山を考えてみると、そこに驚くべき知恵があ
る事を感得できる。

人々が定住する「里地」には、森林生態系を二次的自
然に固定化した「里山」と同様に、草地生態系を固定化
し、採草放牧地として利活用した「野辺」という空間も
存在し、その両者が一体となって、2千年に亘り、里
地の暮らしの基盤「野良」を「刈り敷農法」等地産地消
的再生循環の仕組みを支え続けてきた。

更に、里山と野辺が外郭線となって、内側に自然の
恵沢を最大化するコモンズの様相を呈した「コンサー
ベーション・エリア（Conservation Area）」が広がる
だけではなく、その外側に戦略的に里地を守る不変の
自然地「プレザベーション（preservation）・エリア」が、
計画的とさえ評価できる地域が存在している。しかも
それは自然度に即したグラデュエーション。コモンズ
としての里地エリアから外側に先ず「外山（或いは端山

等）」、次いでその外周に「奥山（深山とも）」、そして
その最奥に神仏に準えられる「嶽」が位置づけられ、そ
れらが複合して、災害の防備（Eco-DRR 生態系を活用
した防災減災）や生物多様性等、生態系サービスの不
変性を意図したエリアが位置づけられている。

そうしたシームレスな再生循環的土地利用の空間配
置は、我々の祖先が明らかに意志と意図を持った構図
であることを、信仰の世界から見て取ることが出来る。
具体的は、里地には日常の信仰を受け止める「里社」や

「仏堂や寺」があり、奥山には「奥社」或いは「奥の院」
が設けられ、嶽はまさに山岳信仰そのものの崇めるべ
き対象として存在していた。また平野部に於いても、
例えば東北地方、とりわけ岩手・山形の集落の外周部
に佇立する、草木の恵みに感謝をささげた山川草木悉
皆仏性の表現「草木塔」にもそうした信仰を見て取るこ
とが出来る。

このような自然を神仏に準えるほど敬愛するエシカ
ルな思想こそ、冒頭に記した生物多様性2050年長期
目標の Living in Harmony with Nature。つまりわが
国から発信する「自然共生」のモデルではなかろうか。

4. 次の世代に

明治6年の太政官布達から150年。岩倉具視を団長
とする1年9か月に及ぶ遣米欧使節団の記録が大使随

図　日本のシーノグラフィー
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行の久米邦武により5編5冊に取りまとめられ刊行さ
れている。とりわけその実記に於いて、街路の広場を
含めて概ね「公苑」と記述されているが、建築物と広場、
街路樹、そして公園と一体化した姿を美しいと表現し、
その機能を社交の場の提供と共に都市労働者への社会
政策の一環として捉え、散策や運動の場としても活用
され、道路や街灯と同様に近代都市に必要不可欠な施
設という認識で著述している。

太政官布達の公園設置の発令は、布達発令の時期か
ら考え、この「特命全権大使米欧回覧実記」に記された
近代都市の整備に都市公園が不可欠という、わが国の
政治的権力の最高峰で構成された使節団員が共有した
認識の深まりと無縁ではないと思料する。

わが国の都市は、欧米のそれと異なり、城の周囲を
除いて城壁を備えず。農村が風化したと表現できる程、
都市と農村の境界が曖昧であり、里山・野辺・野良を
市域に併存させていた。敢えて言えば、みどりの城壁
とでもいうべき設えを有していた。市街地には、社寺
林、庭園などが加わり、里地と変わらぬ自然共生に十
分なみどりを、量と質の両面から備えていた。

つまりコンパクトに防衛機能を優先し、オープンス
ペースは広場程度しか有さない建蔽された都市であっ
たが故に、その城壁を取り壊し、わざわざ公園緑地を
計画的に配置せねばならぬ欧州の諸都市とまったく事
情が異なっていた訳である。外国人の目から見ても江
戸などは庭園都市として評価される程であった。

しかしそれが災いした。みどりを社会資本として設
えるという発想が欠落してしまった。遣欧使節団の啓
発があっても、それは文明開化された近代都市を条約
改正の悲願を含めて諸外国に見せつける為の設え程度
に留まってしまったのである。それでも地方都市に至
るまで太政官布達を契機に相当数の公園が整備された。

都市公園や緑地の本質的価値に基づく計画的整備に
至らずややもすると整備そのものが近代都市の形式的
設えに留まったその欠陥が、決定的な悲劇と繋がって
しまったのが関東大震災である。計画的に配置・整備
された避難地としての公園緑地や、避難回廊としての
緑道整備が為されぬまま、巨大災害に見舞われたから
である。

震災の3年前、1920（大正9）年、第7代東京市長
に就任した後藤新平は「生物学的法則に準拠した都市
計画」を標榜し、大風呂敷と揶揄された道路や公園整

備などの量と配置の水準を定めた「東京市政要綱」を策
定した。しかしその任を離れ第二次山本権兵衛内閣の
組閣中、1923（大正12）年9月1日突如として関東大
震災が発生。死者行方不明者10万5千人という未曽
有の惨劇に晒された。内務大臣と帝都復興院総裁を兼
務した後藤は、先の東京市政要綱に準拠した帝都復興
計画を立案し、その一部を実現させる。今年は丁度そ
の関東大震災から100年に相当する。

つまり太政官布達発令から50年を経て漸く啓蒙的
で外向きの都市公園や緑地が、惨劇を経て漸くその重
要性の本質に目覚め、計画的な社会資本として整備す
る方向を得たと言えよう。

そしてそれから100年、つまり布達以来150年。
全国の都市公園整備面積は2021年沖縄本島の面積

1,199㎢を超え、1,303㎢に達している。個所数も
113,828個所となり、国民一人当たりの面積も10.8
㎡と50年前と比較しても5倍強と伸長。ところが地
方自治体の財政事情もあって、整備は進捗をしても、
その管理や運用が不十分との指摘も多い。

しかし世界はこの程度の水準では無く、更なる質・
量の整備を推進すべきとの方向が、これまで以上に強
まる傾向となろうとしている。

そこで民間の活力を導入しつつ、地域にとって魅力
的であり、コミュニティの核に位置付けられるよう「公
園 PFI」が導入され、併せてその管理・運営についても、
公益性を高める上で前向きな方策に対応できるよう、
より柔軟な利用の方策の検討が進められつつある。

これまで一般的に整理されてきた都市公園や緑地の
機能。つまり利用効用と存在効用の内、漸く利用効用
の強化策。即ち都市公園をサードプレイスとして身近
に感じ、多様に楽しめ、地域コミュニティの成熟に貢
献できる仕組みを内包しつつ大きく前進している。

取り分け地域コミュニティの醸成にとって公園緑地
が果たす役割は大きい。何故その点を強調するのかと
言えば、論者は近い将来を展望するならば、地域コミュ
ニティの再構築という社会課題の解決こそ不可欠な要
因であると思料しているからである。

コミュニティの原単位である近隣を考えれば、それ
を構成する多様な人々が理屈抜きに共有できるのは、
その土地（トポス）への愛着であろう。

また、コミュニティを形成する要因とその構造を、
「公・共・私」というカテゴリーから考察するならば、
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言うまでも無く、サードプレイスとしての豊かな時間
消費。防災、そして子育て・健康・福祉などの近隣単
位でのウェルビーイングな日常の確保と緩やかな相互
扶助にとって「共」の再構築という観点は極めて重要と
なる。

しかし共の再構築にとって、経済的格差やライフス
タイル、そしてウェルビーイングへの価値観の相違等
は大きな障害となり、その為にも近隣が共有できる要
素を見出す事が不可欠となる。

つまり、共の再構築にとって「多様性と寛容性」。こ
れは常にワンセットでなければならない。

したがって、唯、その土地で暮らしを営む、地縁共
同体の要素だけでは自ずとこと足りない。その上に、
近隣が一体となって育む運動体や動機があってこそ、
より繋がりが補強される。

そうした中で頭に浮かぶのは、「生物多様性」の概念
を定義し、その意味を世界に広めたハーバード大学の
エドワード・ウイルソン（Edward Osborne Wilson）
名誉教授が主張する「バイオフィーリア」。つまり「人々
は、本能的に自然とのつながりを求める」の概念である。

価値観の多様性、生活基盤の違いはありながらも、
人々は「バイオフィリックデザイン」された花やみどり
に彩られた環境価値や、それを維持するための活動を
共有する。それは丁度、民族や生活習慣の違いがあっ
てもアートの前では人々が平等に美や感動を共有でき
ることに似ている。

そうした意味で、バイオフィリックデザインそのも
のの公園緑地は、近隣のコミュニティ再構築の中核と
なり得るとともに、その活動が更なる居住環境におけ
るウェルビーイングの水準そのものを上げる為の「エ
リアマネージメント」組成の大きな契機になるとも言
えよう。

この様に、公園緑地は利用の側面のみならず、近年
ではまちづくりの質的向上、つまり環境価値を向上さ
せる「存在効用」としての機能にも大きな関心が寄せら
れ GX（Green Transformation）を促す存在として着
目されつつある。

そうした着目の典型が、過日（今年）7月7日から高
松市に於いて開催された、「G7第2回都市大臣会合」
であろう。そこでは「持続可能な都市の発展に向けた
協働」をテーマに議論が重ねられたが、その最終コミュ
ニュケにその成果がまとめられている。

そこでは「二酸化炭素（CO2）を吸収し、生物多様性
の保全にもつながる緑地確保の重要性」が強調され、

「民間投資を促進・奨励する市場環境を整備できる措
置を実施するべき」との一文が盛り込まれ、日本政府
からは「第三者機関が民間の緑化事業を評価する認証
制度の導入に向けて準備を進め、利用効用もさること
ながら、都市における公園緑地、そして市街地農地を
含め、その存在効用の拡大こそが持続的未来を確実な
ものとするという共通認識が明確に示された。

且つて1967年シンガポール政府は「Garden City（緑
の都市）」政策に取り組み、2011年にその政策をさら
に発展させ「City in a Garden（緑に囲まれた都市）」
とし、そのモデルを「ガーデン・バイザ・ベイ」に実装
させた。

この G7都市大臣会合は、地球をガーデンに見立て
るなら、次世代以降の子孫らにとっても、世界が普遍
的・持続的なガーデンとして受け継がれるように、ま
さに全球的「シティ・イン・ア・ガーデン」の実現を図
る貴重な一歩と言えよう。

太政官布達150年、関東大震災100年という節目に、
公園緑地が利用効用の向上と持続的未来に貢献し、都
市という環境負荷のマイナスの供給源を緩和するみど
りの存在効用を、質と量の双方の側面からさらに充実
を期すという国際的合意形成が成立した事に、歴史の
流れを感じ、大いなる感動を覚える。

論者は専門家の一人として、太政官布達150年を期
に、漫然と佇むのではなく、次の世代にどのような都
市や地域、そして世界を創成できるのかを、弛まず模
索し続けねばならないと自問する今日この頃である。
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1. 2030年までの日本

現在、我々の業界では、横浜で2027年に実施され
る国際園芸博覧会の準備が本格化し、大阪万国博覧会
2025と共に、熱い期待が集まっている。しかしながら、
万国博覧会については、当初の参加国の出足の遅さを
克服したものの、世界的な建設費の高騰が続いている
ことから、延期の予測もある。一方、それ以前に完成
される海外のランドスケープアーキテクトと日本人の
世界的建築家のコラボレーションによる、関西の拠点
梅田駅前にできる広大な公園の完成もあり、かつての
大阪万博と同じく、大阪のイメージを大きく変え、よ
りアジアに近い国際拠点としての発展が見込まれてい
る。大阪万国博覧会のテーマは、「いのち輝く未来社会
のデザイン」とされており、コンセプト「People’ s 
Living Lab」とともに、① SDGs を達成することに貢
献する②日本の国家戦略である Society5.0を実現す
るという2つの目的が掲げられており、「未来社会の共
創」がテーマとなっている。

さらに、私達の業界の期待を大きく背負った横浜国
際園芸博覧会は、テーマは、「幸せを創る明日の風景」
となっており、『植物の自然資本財としての多様な価値
を再認識し、持続可能な未来と誰もが取り残されない
社会の形成に活用するとともに、自然との共生や時間・
空間を含めたシェアがもたらす幸福感を、新たな明日
の風景として可視化していくことを目指す』ことが目標
とされ、以下の4つのサブテーマが掲げられている。①
自然との調和、②緑や農による共存、③新産業の創出、
④連携による解決、これから2030年までの日本を考
える時、これらの2つの国際的な催事への期待は非常に
大きく、その後の日本を占うものとなることは間違いな
い。

また、東京都においては、絵画館前の歴史あるイチョ
ウの保全問題で大きな話題になった神宮外苑のホテル
併設の野球場と高層ビルの開発のみならず、ラグビー
場、室内球技場、テニスコートなど、すべて新設され
神宮外苑の景観は一変する。アフターオリンピックの
この時期になぜ、多くの競技場をすべて新設し、歴史
的風致景観として重要なイチョウ並木を損なうまでし
て開発することが、果たして必要であったのかが問わ
れている。これに対して、日本イコモスが声明を出す
など一連の動きをしてきたものの、業界や学協会など
で一丸となった反対などもできないまま、事態が進行
していることには憤りを覚える。これらの事態に我々
が社会的・技術的貢献ができるか、将来の世代に対す
る責任を果たす必要が生じている。

コロナ禍の日本では、屋外の空気を求めて、従来、
あまり公園緑地に関係を持たなかった人々にも、公園
や公開空地、河川緑地などにも人の流れができるよう
になり、緑や環境に関する意識の高まりもみせた。さ
らに、同時期からグリーンインフラに関する検討も国
レベルから地方公共団体にも波及し、市や区レベルで
も、緑の基本計画への導入や単独での検討も始まって
きている。また、Park-PFI は、じわじわと全国各地
に波及しているものの、その多くは、やはり民間施設
の建設に関する資本力の関係から造園界単独での参入
は難しく、コンソーシアムの一翼を担うという状況に
とどまり、指定管理の時より、やや植栽計画、植栽維
持管理という従来の専門領域に戻っている。企画・運
営部分は、広告代理店系やデベロッパーなどに託され
ていることは、民間に施設建設を負わせるというこの
スキームから見えていたこととは言え、企画・開発の
主導権をもてない現状を変えていくため、広告代理店
やデベロッパー側からの発想だけに頼ることなく、ラ
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ンドスケープ側からのアプローチが必要とされてい
る。そのための一助として、次章でコロナ以前より日
本とは大きく方向性が変化している海外の事例を紹介
したい。

2. 世界の公園事情【気候温暖化・生態系
保全・産業遺産】

コロナ禍以前より、海外で取り組まれてきた公園の
トレンドは、この章の表題に記述した気候温暖化、生
態系・産業遺産の保全・活用であり、世界の公園では、
これら3つのキーワードを踏まえ目的を明確にした公
園建設が盛んであり、ランドスケープ、建築、土木の
技術者が協働して実現されているものが多くみられ
る。中でも、キーワードをみてわかるように、ランド
スケープの中の主流は、気候温暖化や生態系保全等に
あり、これは、国際社会の命題からしても当然のこと
である。しかしながら、日本では、いまだにありてい
に言えば、環境省系の知見が緑地保全系以外の公園に
主目的として反映された事例はほとんどなく、いまだ
に縦割り行政の障壁が大きい。同様なことは、グリー
ンインフラ計画にも言えることである。諸外国では、
グリーンインフラによる空間実現として、特に街路樹
の足元をレインガーデンにするような事例が最初に紹
介されたが、日本では、道路機関、下水道機関、そし
て昨今地下埋設がすでに終了している国道などにおい
ては、水道、電気、ガスなどがすでに共同溝として、
埋設されており、これから、そこに再び手をいれるこ
とは、体制、予算ともに非常に難しく、昨今の線状降
水帯対策が必要とは言え、実現は難しい状況にある。

さて、前置きが長くなったが、これからいくつかの
公園を紹介したい。特に注目していただきたいのは、
その体制にある。

最初に紹介するのは、ロンドンのスタジオ Twelve 
Architects とナショナル トラスト保護慈善団体が、
マンチェスターの使われなくなったキャッスルフィー
ルド高架橋に作成したリニアパークである。これは、
使用されなくなった鉄道の高架橋を活用するという発
想としては、ニューヨークのハイラインに類似するが、
非常に長い鉄道空間を12の区間に切り分け、12人の
建築家により発注・設計されている。その目的は、都
市に自然をもたらしながら、地域の産業遺産としての

鉄道高架をどのように保全できるかを示したものに
なっており、それぞれの区間ごとに建築家が自然と産
業遺産のコラボレーションを一般市民に親しんでもら
うための工夫がまさに12区間で競合するように作ら
れており、ハイラインの上をいく内容のライン状の公
園となっており、鉄道高架がグリーンインフラとして、
変貌した非常にわかりやすい事例である（写真1）。

次に紹介するのは、著名な建築家フランク・ゲーリー
が、ランドスケープアーキテクトのローリー・オリンと
エンジニアリング会社のジオシンテック Consultants
社と協力して計画したもので、ロサンゼルスの河川排
水路を51マイルにわたって、再生・活性化する計画
である。これもまた、いわゆるグレーインフラであっ
た河川排水路をグリーンインフラに変えた事例であ
り、フランク・ゲーリーの今までの建築の作風を頭に
置くと、なかなか想定できない事例である。

さらに次の事例では実際にできる空間の規模は小さ
いものの、意義としては非常に大きいことを認識して
いただきたい。なんと、「気候変動に伴い進行する地
の破壊により、北米全体で鳥が30% 減少」するという
予測に対応するために、ブルックリン植物園の CEO
が、多様なバックグラウンドを持つ合計 33 の異なる
建築事務所に対して、気候変動によって個体数の減少
する鳥の習性を詳細に伝え、それらの鳥が営巣できる
巣箱の設計を依頼し、多様な形態の巣箱が公園内に沢
山でき、その変わった巣箱を見に来る人の注目を集め
ている。一見すると変わった巣箱のある様相は、公園
景観としては面白いだけであるが、市民や子供達に、
多様な鳥の習性とその行動に適合した巣箱が必要であ

写真1　キャッスルフィールド高架橋に創設されたリニアパーク
（マンチェスター）　出典：www-dezeen-com
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ることや、それによって営巣という生態系の重要な側
面に寄与することで、減少している渡り鳥の数を少し
でも食い止めることが必要であることを伝えるという
教育的意味合いも大きい。

産業遺産を生態系公園に生まれ変わらせた事例もあ
る。これは、テネシー州にあるかつて囚人達が働いて
いた農場跡地を活用した広大な敷地を対象としたもの
である。ここでは、囚人の農場という地域の負の遺産
を、長期的かつ多段階な計画により生態系公園として
生まれかわらせることで、地域の環境的健全性への貢
献のみならず社会的、経済的な発展に寄与することを
明確にしている。いまや生態系公園は、自然的、社会
的貢献のみならず、地域の経済的発展に寄与すると認
識されていることが学ぶべき観点である。かつて、ロ
ンドンオリンピックでは、会場となった敷地の湿地で
約6,600匹以上のヘビなどを中心とした脊椎動物を捕
獲した上、周辺のスラムクリアランスを行った。現在
では捕獲したそれらの生物をもとの地に戻し、なおか
つそれら生物の営巣のしやすい起伏や水辺、植生など
を再生し、現在では野鳥観察なども目玉にした広大な
生態公園としたことで、地区周辺の開発もされ、地域
経済に大きく貢献した事例がある。まさにそれ以上の
事例として注目されている（写真2）。

次はグレーインフラをグリーンインフラに変える計
画として現在、注目されつつある事例であるが、ニュー
ヨーク市のブルックリン - クイーンズにある1950年代
に建設された老朽化した高速道路の一部を緑で覆い公

園として使用する提案である。北欧系の建築会社 BIG
により発表されたこの計画は、交通量の多い車の流れ
に合わせながら、「BQ Expressway」を「BQ-Park」に
変えるものである。第一段階として、ウォーターフロ
ントにあるファーマン・ストリート（Furman Street）
やブルックリン・ブリッジ・パーク（Brooklyn 
Bridge Park）に沿って、シンプルなデッキ構造で覆
われた道路を建設する。そして、このデッキ構造を新
たな緑地をつくるためのプラットフォームとし、斜面

写真2　囚人の働いていた農場跡地の公園（テネシー州）
出典：www-dezeen-com

写真３　高速道路の立体化による公園創出計画（ブルックリン-クイーンズ高速道路）
出典：www-dezeen-com
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を公園にすることで、ブルックリンハイツ地区とブ
ルックリン・ブリッジ・パークを接続させる構想であ
り、大規模な立体的な高速道路の再生計画として世界
から注目を集めている（写真3）。

また、非常に小さな民間の事例であるが、注目され
ているものとしては、米国企業の SHoP Architects
と Ken Smith Workshop による事例である。イース
ト川沿いの小さな土地に集合住宅を建設する際に、多
面的な金属スクリーンを用いて近隣のムール貝の生息
地として機能する岩の多いビーチを模した空間として
計画し、住民にとってのリフレッシュの場と生態系の
ための空間を共存させているものもある。

このような事例を紹介しているとそれだけで誌面が
終わってしまうが、最後に今までの事例とは異なる警
笛をならすためのアーティストが実施した作品を紹介
して終わりにしたい。それは、マンハッタンのミッド
タウンのマディソン・スクエア・パークに植えられた
49本の杉の枯れ木の森である。これは、アーティス
ト兼デザイナーのマヤ・リンによるもので、気候変動
による生態系の死滅への意識を高めるために、ニュー
ヨークのマンハッタンの中心に作られたものである。
枯れ木を植えるというシンプルなデザインであるが、
この場所に許可され、そして毎日、おそらくはニュー
ヨークの中で一番多くの人達が目にし、住民だけでな
く、多くの来街者が目にすることに意義がある。日本
でもこのくらいのことはできないことではないだろう
が、警笛をならそうという機運さえないことが、社会
の差として受けとらなければいけないとすれば恥ずべ
きことである（写真4）。

3. 進化の早いスポーツ界との 
新しいコラボレーション

スポーツの世界の進化が激しい。ここ数年で多くの
新しいスポーツが開発され、SNS 等を通じて、短時
間で世界中に広まり、子供達から大人までもが練習す
るようになり、多くの若年層のアスリートが誕生した。
また、それらの新しいスポーツ人口の増加は、短期間
に多くのファンを生み出し、そして着目すべきは、そ
れらの新しいスポーツに巨額のスポンサーが付き始め
ていることである。中には、数年の間にオリンピック
種目にまで育ったものも少なくない。そして、それら
を支えるスポーツ用具の技術開発や革新も目を見張る
ほどである。

2020東京オリンピックで種目入りした空手、スケー
トボード、スポーツクライミング、サーフィンに加え、
BMX（ビーエムエックス、バイシクルモトクロスの略）
が、バスケットボール競技の中に3x3バスケットボー
ルがその後に続き、最近では、アルティメット・フリ
スビー、ヘディス、ビリッカー、フットゴルフ、e スポー
ツなどもわずかな期間にスポーツ人口を増やし、今後
の公式種目入りを目指してる。

しかし、このようなニュースポーツの日本における
競技人口は少なく、スケートボードや、スポーツクラ
イミング、パリ五輪から正式種目となるにブレイキン

（ブレイクダンス）などに集中していて、日本はニュー
スポーツ後進国となっており、当然、ランドスケープ
業界においてもあまり注目したことはない。古くから
運動公園は、公園空間の重要な施設として位置づけら
れてきた。しかしながら、近年は国際競技のできる施
設の必要性など、先に述べた東京都の事例のように競
技施設が主体となって作られる事例が多い。しかしな
がら、上記のニュースポーツの中には、あまり大きな
空間を必要としないものもあり、新宿中央公園に設置
されたボルダリング施設のように、Park-PFI で導入
されるものも出現してきた。ランドスケープ業界でも、
スポンサーなどの付きやすい新しいニュースポーツの
普及などを目的に、スポーツの動向に目を向けて、そ
れらの業界とすぐに連携できるよう日頃から人材交流
などをする必要がある。スポーツ施設は、従来から公
園と親和性の高い施設であり、いわゆる競技場建設以
外に、地域コミュニティを活性化できる場として重要

写真４　マディソンスクエアパークに植えられた49本の枯れた杉
（アーティスト作品）　出典：www-dezeen-com
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である。現在日本では、いわゆる競技場建設と公園と
が分離されてしまった傾向にある。かつて高齢者用に
できたゲートボール場とは異なり、時代の要請を柔軟
に受け止められるミニスポーツ、ニュースポーツを公
園リニューアルに明確に打ち出した事例が待たれる。
ちなみに私の住む地域では、古いビルを道路から透明
ガラスで見えるボルダリング練習所に変えた事例が契
機となり、地域のマンションの地下にもボルダリング
練習場ができるような連鎖が始まっている。ボードス
ポーツに使用できる公園建設も一部でみられるが、ス
ポーツ施設業界とのコラボレーションによる新しい公
園施設の提案が待たれる。

4. 街の街区公園の再生から街のバリュー
アップを

日本では、コロナ禍に公園の来客数が多くなり、
Park-PFI 制度の全国展開、コミュニティガーデンの
人気や農園レストランなどの隆盛などで、それなりの
成果を見せているように見える。しかしながら、コロ
ナ禍に海外では、ソーシャルディスタンスをうまくと
れるように工夫された公園や、ニューヨークのハドソ
ン川沿いの整備や川につき出したデッキなどには、多
くの人々が川沿いの風を求めて、またランニング途中
の一時休息の場所としてにぎわいを見せていた。
ニューヨークではコロナ禍以前に比べ非常に多くの緑
や花が溢れるという現象が起きた。オープンテラスを
持つ多くのレストランで、プランターでソーシャル
ディスタンスのツールを手作りし、人々の顔の高さに
設定されたプランターに植えられた草花や観葉植物を
集客に役立てていた。それは日本のプラスティックや
ビニールのソーシャルディスタンスグッズと異なり、
今もなお撤去することなく街の彩となっている。

そこで提案したいのが、街の景観の価値を下げてい
るといわれる街区公園を我々造園に関わる人間の力で
再生することである。ともすれば、面白くもなんとも
ないと思われるかもしれないが、寂しい、暗い、放置
されていると思われるような空間を地域の人々がびっ
くりするような、一目で変化を感じさせることができ
るような空間に変えることは非常に意義があることで
もあり、公園の価値を認めてもらえる大きな機会にな
る。今、私達のやるべきことは、たとえ小さな公園で

あっても花や緑や、遊具などの力でまちの様相を変え、
あるところでは格調高いみどりの街並みとして、違う
場所では、従来とは全く異なる花の多いコミュニティ
ガーデンとして、また、工夫を凝らした新しい遊具で
子供達の人気の空間に変える。街を歩く人々に驚きを
与えるようなインパクトのある変身をさせることであ
る。

Park-PFIは、資金力のある大企業にしかできないが、
街区公園の再生をボトムアップで実施することは、先
達から、街区公園を託された我々の責任でもあるから
だ。数年前からニューヨークでは、歩いて15分以内
の地域内に公園をつくるという政策を掲げ実現してい
るが、日本では、戦後の昭和31年の都市公園法制定
以来、250m 以内に街区公園を1箇所設置することが
定められており、多くの公園が今も存在している。し
かしながら、その街区公園が地域の公園として、ある
いは休息の場やリフレッシュの場として役立っている
事例は少ない。むしろ、寂しく、危ない場所と化して
おり、景観的な価値としては、かえってマイナスであ
ることを認めざるを得ない。西東京市のように地域の
大きい公園と街区公園をパッケージで委託した事例も
あるものの、全国的にはその動きは全くない。

私の在学中、私が所属していた研究室は、千葉大学
造園学科造園施設学研究室といい、当時、故・福富久
夫先生が教授をなさっていた。福富先生は、（旧）建設
省計画課から出向のかたちで、千葉大学に着任なさっ
た先生で、公園の配置計画論を専門とされており、そ
の関係で私の研究室は、公園緑地の計画論を専門とす
る研究室である。私は民間シンクタンクの勤務を経て、
自身が修了した研究室に公募により着任した。公募の
際に、千葉大学にある看護学部と協働して、新しい公
園像を研究したいという意志を表明したが、着任した
10日後に起きた東日本大震災により専攻変更を余儀
なくされた。その後も熊本の震災などがあり、文化財
や歴史的街並みなどを研究したいという学生が研究室
に集まるようになり、残念ながら学部を超えた新しい
公園像の研究はできなかった。それだけは、私が自分
の研究室に着任しながら都市公園の仕事をできなかっ
たという後悔を今も持ち続けている。

しかしながら、私には、団地再生の経験がある。街
区公園よりは新しいものの、昭和50年代に建設され
た団地の植栽空間はお世辞にも美しいとは言えず、団
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地の賃料にも影響すると思われた。当時の団地には、
周囲からの視線を防ぐため多くの常緑樹が住棟を取り
巻くように植えられていた。年月を経て、それらの樹
木は高木になり、団地を暗い寂しい雰囲気にし、そし
て日の当たらない足元空間には雑草しか生えない空間
と化していた。しかしながら、それらの常緑樹を伐採
すると、当時の植栽を考えた方が植えたであろう里桜
が埋もれた常緑樹の中からみつかり、今では、団地に
ある保育園のエントランスを彩っている。団地の植栽
と同じく当時の公園は、公園周囲の住宅のプライバ
シーや逆に公園で遊ぶ子供達のプライバシーを守ると
いう両方の必要性から、常緑樹で周囲に植えるという
のが慣習となっていた。私も若い頃、児童公園の設計
をしたときに、当時の地方公共団体の方から、常緑樹
の植栽や落葉樹でも花や実のなるような鳥や蝶などの
虫の集まるものは避けてくれと言われた覚えがある。
数多くある街区公園はほとんどが長方形で、常緑樹植
栽に覆われている。それらは、今、いわゆる負の遺産
と化しているが、見方を変えれば街の景観を変える、
あるいは、コミュニティガーデンにすれば地域の人々
の繋がりを強化したり、コミュニティへの誇りの醸成
にもつながる大きなポテンシャルをもつ空間だとも言
える。2013年に江東区の亀戸7丁目の公園が、デベロッ
パーと区の資金を得て再整備され、整備後も NPO 団
体の支援によって美しいガーデンを維持している事例
がグッドデザイン賞を受賞している。この事例では、
区の独自の制度とデベロッパーの資金により、整備後
1年間、NPO のコーディネーター料を負担することで
成立した事例である。デベロッパーが自分達の建てる
マンションに隣接するこの公園がマンション売却のマ
イナスになると考え、逆に入居者にとってもプラスに
なるガーデン空間としようと考えたことが契機になっ
ている。しかし、このように地域の不動産の価値がマ
イナスになることは、地域の戸建て住宅や中古マン
ションの査定にも影響する。

街区公園や街路樹等、戦後に計画的に整備されたも
のの多くが現在、再整備に必要な時期を迎えている。
街路樹は昨今、ゲリラ豪雨や台風などの災害や倒木等、
多様な理由により植え替え等が検討されている。残念
ながらその中に街区公園に手をいれる話はでていな
い。しかしながら、街区公園のリニューアルは、まさ
に地域のグリーンインフラ計画の骨格として非常に有

効でもある。また、これをコミュニティの発議とする
ことも可能である。

横浜市の緑の市民税（横浜みどり税）を原資とした
「地域緑のまちづくり事業」は、地域の問題点や課題の
ために緑を媒介として解決しようという発意があり、
支援を希望する団体にまちづくりの専門家がアドバイ
ス等を行い、計画を作成し、認可されると緑や花によ
る地域の活動に助成が行われるというものである。今
年で14年目になるが、横浜市の各区で急速に広まり
つつある。この事業は補助額も大きく、他の市町村で
実施するのは難しいと思われるかもしれないが、先に
述べた災害対策名目のグリーンインフラ実現予算とし
て考えると低廉でコストパーフォーマンスのよいもの
となり得る。

重要なことは、緑や花のしかも低い予算で、いわゆ
る地域力や不動産価値を高めることができるというこ
とを明確に社会に示し、街区公園の存在価値を示すこ
とにある。これこそは、造園家にしかできないことで
はないだろうか。おりしも2023年は、都市公園法施
行150周年でもある。先達が250m 区画に1個とい
う精度で設置した素晴らしい地域資産を、まさに負の
資産にしておくのはあまりにももったいない話である。

5. おわりに

大阪万博や国際園芸博など、今後、5年ほどの間に、
私達の周りで起こる社会的事象は、私達の業界の変換
のチャンスとポジティブに受け止め、一過性のイベン
トで終わることなく、行政、民間、NPO 団体などが、
連携して生み出せる新しい公園像の提案の契機としな
ければならない。我々は、博覧会の見学者ではなく、
次世代の公園経営のために、公園の維持管理運営費の
減少を食い止め、地域の公園リニューアルのための予
算取得を社会に認めてもらうための新たなアクション
をしなければならない。そしてそれは、先に述べたグッ
ドデザイン賞で認められたようなわずかな予算で、不
動産価値とコミュニティ活性化の両方を満たすことの
できる力を社会に認めさせ、街区公園を使える資産と
して、議会や何より住民に認めてもらうことが必要と
されている。それは小さいプロジェクトに見えるかも
しれないが、社会の需要のある大きな貢献であるとい
う自負をもって臨んでもらいたい。
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１. 永続的な管理運営費用の調達システム

2023年9月、久しぶりにニューヨーク（以下 NY）
の土を踏んだ。コロナ禍後では、初の遠征であったが、
日本造園学会のメンバーと共に、パークマネジメント
の調査を目的としていた。中でも、セントラルパーク
や、2021年に最終エリアが開園したブルックリン・
ブリッジパークの管理運営はとても刺激的で、是非こ
の場でも紹介させて頂きたい。

まず、最初に挙げたいのが、ブルックリン・ブリッ
ジパーク（以下 BBP）とその整備や管理運営を統括し
ている BBP コーポレーションである。BBP は、面積
約34ha、全長約2.1km のマンハッタンの東南の対岸
に位置する新設された公園で、長い間寂れていた港湾
区域を、年間500万人が訪れる美しい公共空間へと変
貌させたものである。公園は、大都市の中心地である
マンハッタンと海岸線を再び結びつけ、多くの斬新で
実験的な工夫が施されている。世界的なウォーターフ
ロント・プロジェクトのベンチマークともなっている
のだ。下図に見られるように、６つのピアが整備され

て、それぞれで、新鋭の取り組みがなされている。例
えば、ピア１では、変化にとんだ水辺の体験ができ、
毎日のように様々なイベントが催されている。ピア２
は市民の活動的なレクリエーションに目的が据えられ
ている。ピア３ではピクニックが楽しめ、ピア４では
ボート遊び、ピア５では様々な競技が観戦できる。ピ
ア６では、子どもたちが多様な遊びを体験できる。ま
た、挑戦的な設計としてのハイウェイの騒音から敷地
を守る巨大な音波偏向地形を成すマウンドや、外部空
間のファニチャーから石張りのテラスに至るまでのサ
ステイナブルな廃物利用（9.11の瓦礫も含まれてい
る）、在来種を活用した生物多様性の増進、活動的な
様々なレクリエーション・プログラムなど、耳目に新
しい数多くの試みが取り入れられている。

我々が訪れたのは、この公園の整備や管理運営に携
わってきた BBP コーポレーションという組織である。
実は、この組織の存立形態が大変ユニークだ。公園の
整備や管理運営費用は、近隣で行った住宅開発の収益
を基盤としているもので、その持続性や潤沢な資金力
は他に例を見ない。日本風に言えば、BBP 公社といっ

Mayumi HAYASHI（ Representative, Research Institute for Green, Human and Society/  
Former professor, University of Hyogo）

林 まゆみ　一般社団法人みどり・人・まち研究所 代表理事／兵庫県立大学 元教授

ニューヨークの公園事情と市民力
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写真1　放棄されたウォーターフロント　1990年
©Alex MacLean 　　　　　　

写真2　ブルックリン・ブリッジパークの全景　2021年
©Alex MacLean  　　　　　　　　
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たらイメージが湧くだろうか。組織自体は半公共的で、
運営母体の役員には NYC の副市長なども名を連ねて
いるが、市役所のブランチではなく、基本的には独立
した非営利組織である。このコーポレーションが設立
されてきたプロセスの原動力がまさに「市民力」なので
ある。それについて述べてみよう。

この沿岸エリアは、19世紀後半には、ウォーターフ
ロントに沿ってレンガ倉庫の開発が急増し、多くの船
の往来で賑わっていた。しかし、1883年のブルック
リン橋の開通、1909年のマンハッタン橋の開通など
を経て、道路を用いたコンテナの輸送が発達したこと
からこのエリアの貿易は急激に減速した。20世紀の半
ばごろには、これらの地域の多くは老朽化し、20世紀
の終わりまでには多くの倉庫が取り壊され、放棄され
ていた。治安も悪く人気のない港湾が広がっていた。

1984年、港湾局が桟橋を商業開発用に売却する計
画を発表したことで、この場所の公共資源としての価
値が再評価され、ウォーターフロント地域の公園建設
を求める住民運動がおこった。BBP 連合と呼ばれて
いるものだった。呼称を変えながらも、実はこの市民
運動が BBP の成立に大きな役割を果たしたのだった。

当時、デベロッパーのワレンタスは、北部エリアで
Dumbo（ダンボ）と言われる地区をおしゃれな住区に
変貌させ、街の発展に成功していた。さらに南のこの
地域を開発しようとして土地の一部を購入したが、市
民の反発を招き、訴訟問題を引き起こした。結局、彼
の新たな開発に対しては、州や市からの認可がおりな
かった。最終的には、近隣の住民から発生した公園建
設を求める草の根運動は、地元の市民、市役所、そし
て州政府からも、公園の構想を進めるという合意を得

て、財政的な約束を取り付けるに至った。市民の力が
公園の成立までにつながったのだ。1998年に、ブルッ
クリン区長であったコールデンが公園の計画プロセス
を念頭にブルックリン・ウォーターフロント地域開発
コーポレーション（以下 BWLDC） を設立し、2000
年9月にはこのウォーターフロントの公園の基本構想
を作成することが決定した。2002年には、NY 市長
のブルームバーグと州知事のパタギが覚書に署名し
て、BBP を建設、開発、運営することに合意した。
協定に従って公園を開発するために、BBP 開発コー
ポレーションが（以下 BBPDC）設立され、3億ドルの
予算がつけられた。

そして、2010年、BBPDC は、BBP コーポレーショ
ンとして、公園の計画、建設、維持管理、運営を行う
非営利団体が成立した。その仕組みが現在にも引き継
がれている。特徴的なことは、この BBP コーポレー
ションの原資はこのエリアで開発された住宅の固定資
産税や収益から永続的に投入されることである。それ
によって、公園の継続的な維持管理と運営は財政的に
自立することが可能となった。紆余曲折を経ながらも、
市民の願いが成就したのだ。

一方、住民運動から始まり、このエリアを公園にと
提案してきた BBP 連合は BBP コンサーバンシーと改
称し、啓発や提案型の組織から、公園のサポートをす
る組織へと転換した。現在は公園の各種のプログラム
提供を担っている。

公園のマスタープランは、2001年に “Michael 
Van Valkenburgh Associates”（以下 MVVA）とい
うランドスケープの設計事務所によって作成され、そ
の時点でこの公園の広大な敷地や利用計画が提案され
ていた。その後、MVVA はプロポーザルを行いなが
ら公園の計画設計に携わっていった。2010年には、
最初の区画としてピア１が公開され、最近では、
2021年にエミリー・ローブリング・プラザが整備さ
れた。

ヒアリングを行った MVVA 事務所では、NY 事務
所の責任者であるポール・ゼック氏が、その経緯を話
してくれた。事務所のメンバーと市民、行政などを交
えた数百回にものぼる公園づくりのためのワーク
ショップでは、市民と協働して公園に関する議論をし
ながら、その形を決めていった。専門家による啓発活
動と地域住民との合意形成によって、アクセスしやす

図1　以前のウォーターフロントと現在の姿
　　　　　©Michael Van Valkenburgh Associates
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く連続したリバーフロントの公園というビジョンが現
実のものとなっていったのだ。

翻って、日本の国内を見ると、このような事例はあ
るだろうか？例えば、港湾の開発に準じて、物流施設
などを作る、などと言う発想ならあるかもしれない。
それを「公園を創る」という発想に至るには、やはり「市
民力」が必要だろう。市民による何十年ものたゆみない
活動が公園の建設をもたらした。公園の価値をより広
めて、共有することにより市民力を醸成し、協働して
いくことが、これからの大きな課題ではないだろうか。

２.“Internal” な組織 
セントラルパーク・コンサーバンシー

NY 市のセントラルパークと言えば、年間4,000万
人以上もの訪問者が訪れる、おそらく世界で最も有名
な公園の一つだろう。公園のあるマンハッタンのその
南部はフラットな地形が続くが、北上するにつれて、
岩盤や多くの起伏が現れていく。セントラルパークは
フレデリック・ロー・オルムステッドによってこのよ
うな地形を上手く活かした設計で創られている。「都
市の肺」と呼ばれているような大都市の中心にありな
がらも自然豊かな野趣に富んだ公園である。

今回この公園を管理運営するセントラルパーク・コ
ンサーバンシー（以下 CPC）におけるヒアリングの内
容から一番印象に残っているキーワード、“Internal”
と言う言葉を考えてみたい。「内的な」「内部の」という
意味になるのだが、公園の管理運営計画もマネジメン
トへの評価も全て“Internal”であるという。

日本の指定管理者制度に慣れている私達からする
と、公園の管理運営計画の提案や策定に関して、外部
との競争や共有もなく、どのようにして作るのだろう
か、マネジメントの評価も行政や外部評価もなく？と
大いに疑問を感じた。勿論、管理運営業務は NY 市と
の契約であるから、契約の履行に関しては厳密に
チェックされてはいるだろう。しかし、“Internal” っ
てどこまでのものなのだろう、という考えに至った次
第だ。競合する他の組織が CP のマネジメントに手を
挙げないのだろうか？

しかし、米国の多くのコンサーバンシーの成り立ち
を見ると、私たちのこの発想自体がどうも馴染まない
ようである。世界一と言ってもよいほどの有名なこの

公園は、実は1960年から1970年代にかけては、
NY 市の予算の減少もあり、すっかり荒んだ公園になっ
ていた。犯罪が多発し、市民がおいそれとは寄りつけ
ない状態であった。それを立て直したのがいくつかの
民間組織と行政が協力して発足したこの CPC である。
その経緯は多くの記述や図書にも記録されている。公
園をより良いものにして市民に提供したい、という理
念から成立しているこの組織は、その華々しい成果と
共に、経済的な裏付けもしっかりとっている。

予算について、もう少し紐解いてみたい。2022年
のアニュアルレポートを見てみよう。350人のスタッ
フを擁する組織となっているが、まず、収入から。

前年に比べて、NY 市からの資金は減少しており、
全体の予算の僅か16％しかない。実に8割以上の予
算は、CPC が自前で調達しているのである。その内
訳を見ると、寄付金や基金の利用などがほぼ50％を
占めている。それ以外には、友の会的な組織の会費な
どがある。会員の継続にも様々な工夫やイベントが企
画されている。そして、基金の取り崩しやローンの免
除なども。一方、支出では、植物の維持管理などに
31％、計画やデザインと建設に13％、総合マネジメ
ントに15％、来園者のプログラム等に５％などがま
ず順当に挙げられる。しかし、新たに計画された地域
を象徴するハーレムミアセンターという施設の設立関
連に19％、寄付金集めに12％、そして特筆すべきこ
ととして、他の公園の支援に５％とある。積極的な資
金集めや、そればかりか、他の公園への支援という社
会貢献的な働きもしている。

寄付金集めは、そのためのイベントやパーティをす
る費用も含まれているとのことだった。

写真3　岩場もある自然豊かなセントラルパーク　筆者撮影
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多くのサポーター、ボランティア、そして経済的な
支援者を拡大しながら、持続させているところが、
CPC が自立している所以であると考えられる。安直
に利益の出る飲食業や物販などの他業種を導入するわ
けではなく、あくまで公園の活用を促進するための取
り組みとして、この寄付金や基金集めが行われている。
NY 市の管理運営費や資本は、決して多くはない。殆
どが自前で予算立てしているところにも内発的な
“Internal” という言葉の重みを実感できる。そしてそ
れが計画や評価の中にその言葉が使われる所以ではな
いだろうか。パークマネジメントのコンセプトや理念
が明確に把握され、地域とつながることが、基盤となっ
ているのだ。

2024年のオープンを目指すハーレムミアセンター
の建設も順調に進んでいる。セントラルパークが設立
される前から存在したアフリカ系アメリカ人コミュニ
ティであるセネカ・ヴィレッジの解説と検証を通じて
公園の歴史やその影響を継続的に継承するものでもあ
る。また、イェール大学環境学部および自然地域保護
協会とのパートナーシップによる、新しい気候ラボ・
イニシアチブの立ち上げなど、次世代のリーダーの育
成を目指す新しいビジネス・リーダーシップのための
組織の設立なども目指されている。
「全ての人のために」という理念やセントラルパーク

自身の長期的な持続可能性のためのキャンペーンの推
進などに重点が置かれている。

これらの様々な取り組みは、セントラルパークが絶

大な人気を誇る中、その継続的な取り組みを支えるも
のでもあり、公園の美しい景観美とその所有する機能
が永続的に守られることを保証するためのものでもあ
る。

CPC の成功は他にも多くのコンサーバンシーを成
立させている。しかし、NYC の公園でも CP ほど有
名でないところは、友の会やコンサーバンシーとして、
スタッフがボランティアで働いているところも多い。
それでも、内発的なコンサーバンシーが数多くある。
公園と共に歩む市民の育成こそ、我が国の公園がとり
入れるべきものではないかと考える。公園が「我がも
の、我がこと」として市民に意識されるような様々な
取り組みによって、公園の魅力アップと共に、公園を
取り巻く市民力を育成していくことは喫緊の課題とい
えるだろう。

【注・引用文献】

・ Central　Park　Conservancy　Annual Report 2022 

Annual Report_Inside_2022_Digital.pdf （centralparknyc.

org）2023年10月5日

・ Brooklyn Bridge park Corporation https://assets.

centralparknyc.org/media/documents/AnnualReport_

Inside_2022_Digital.pdf 2023年10月5日

・ 田島夏与（2010）ニューヨーク市における公園緑地の民間管

理の現状と課題 , 立教經濟學研究 63 （3）, pp51-69

図２　CPCの2022アニュアルレポートより　©CPC
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本号でご紹介した太政官公園。本ページと併せてご覧ください。

日本の公園150年史（３）東京の市区改正と恩賜公園【P8～15】

金龍山浅草寺真図、明治26年の銅版画、浅草寺の蔵から今年発見された。
庭園や建物が精密に描かれており、資料的な価値が高い（浅草寺所蔵、越澤明撮影）

明治期、深川公園（越澤明所蔵）

明治38年完成、日比谷公園の野外音楽堂（越澤明所蔵）

大正期、飛鳥山公園、花見を楽しむ女性たち（越澤明所蔵）

昭和初期、浅草公園六区の賑わい（越澤明所蔵）

	太	政	官	 公	園	リ	レ	ー
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大正期、井之頭恩賜公園の正門と園路（現在は都道の
吉祥寺通り、地元の幹線道路）（越澤明所蔵）

大正13年開園、旧芝離宮恩賜庭園（越澤明所蔵）

大正期、井之頭恩賜公園の弁財天と井之頭池
（越澤明所蔵）

昭和初期、御浜離宮恩賜公園（現・都立浜離宮庭園）
（越澤明所蔵）

大正６年５月開園当時の井ノ頭恩賜公園案内図、東京市作成（須田伸一提供、ぶんしん出版所蔵）
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1.明治の市区改正設計

明治6年の太政官布告にもとづき、内務省は東京府
5公園を始めとして全国各地で公園地を指定し、公園
が開設されていった。上野公園は既刊の刊行物があり、
飛鳥山は北区博物館の図録があるため、本稿では記載
を省くことにする（注1）。また、第一次資料としては『東
京市史稿　遊園編』巻4〜巻7があり、既刊の刊行物
では紹介されていない公園開設にともなうさまざまな
苦労や細かな事実が記載されており、今後、各区の学
芸員や若手研究者で解読する事を期待する（注2）。

明治中期から昭和初期にかけて東京では、次の3つ
の政策と法制度で公園が誕生していった。
①東京市区改正条例にもとづく公園の新設と改良、
②皇室から土地が寄付されて誕生した恩賜公園、
③関東大震災の復興で誕生した復興公園（3大公園と

52小公園）。
その後、昭和10年代になると、④東京緑地計画と

防空法にもとづき、大緑地と小緑地が決定され、事業
が着手された。

また、⑤戦後は戦災復興の区画整理（多くは小規模）、
旧軍用地の跡地（かなり大規模）、筑波移転跡地の公園
が誕生した。

明治政府は首都東京のインフラ整備の立ち遅れに対
処するため、既成市街地の都市改良（アーバン・イン
プルーブメント、明治時代の用語では市区改正と言う）
に取り組み始めた。明治21年に東京市区改正条例が
発布されたが、これは大正8年の都市計画法の前身と
なる法制度である。

東京府では内務官僚である歴代の官選知事（楠本正
隆、松田道之）により、明治9年の水道改良調査、明
治15年の築港計画などが実施され、それを踏まえて、
東京府知事芳川顕正は道路、鉄道、築港を中心とした
市区改正案を取りまとめ、明治17年11月、内務卿山

縣有朋に建言した。
この東京府知事建言をもとに政府案を策定するため

に、明治18年1月、内務省に東京市区改正審査会（会
長芳川顕正）が設置され、市区改正及び品海築港が審
査され、同年10月、内務卿山縣有朋に提出され、内
務卿から太政大臣三条実美に復命、進達した（つまり
計画案は完成した）。しかし、政府の最終決定には至
らなかった（これを審査会案と言う）。

市区改正に法的な根拠を持たすため、明治21年3月、
政府は東京市区改正条例案を元老院（大木議長と議官
52名）に付議したが反対が多く、5名の議官を調査委
員として付託した（その1人は楠本正隆）。調査委員は
廃案と決し、同年6月、元老院は否決した。

しかし、同年7月、内務大臣山縣有朋、大蔵大臣松
方正義は東京市区改正条例案を閣議に提出した。首都
東京のインフラ整備に必要性を指摘し、国庫に余裕が
あり、元老院の議は不要と、元老院を痛烈に批判した。
政府は元老院の否決を無視して閣議決定し、明治21
年8月、東京市区改正条例は総理大臣黒田清隆、内務
大臣山縣有朋、大蔵大臣松方正義の三名連署によって
公布となった。首都東京の都市改良に着手した山縣有
朋と松方正義の決断と功績はもっと知られてよい。

東京市区改正条例が公布された結果、東京市区改正
は法定計画となり、法的な根拠を持つ事になった。審
査会案をさらに精査して、明治22年5月、東京市区
改正設計が決定され、「東京市区改正の内、道路、河川、
橋梁、鉄道、公

・

園
・

、魚鳥市場、獣肉市場、火葬場、墓
地の部　左の如く定めらる」（片仮名を平仮名に、句読
点を追加）として東京府知事高崎五六の名で告示され
た。これを東京市区改正旧設計と言う。このとき、築
港は後回しになり、告示には盛り込まれなかった。本
号の表紙に掲載したカラー地図が告示された東京市区
改正設計図である。

明治22年5月告示の東京市区改正設計（旧設計）は

越澤 明  北海道大学 名誉教授 / 一般社団法人日本公園緑地協会 研究顧問
Akira KOSHIZAWA（Professor Emeritus, Hokkaido University）

日本の公園150年史（3）
東京の市区改正と恩賜公園
Creation of Tokyo's Parks by the Urban Improvement Plan and the Donation of the 
imperial lands
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日本で初めて法令にもとづき正式に決定、告示された
都市計画、都市インフラ整備の総合計画である。その
後、公衆衛生・伝染病対策のために臨時事業として上
水道改良が追加された。

東京市区改正事業は財源不足と民有地買収に時間が
かかるため、都心部の枢要部、火災跡地の整地を除い
ては、進捗が遅れた。そこで、明治36年3月、市区
改正設計の全体を見直し、絞り込みを行い、促成を図
ることになり、縮小した設計を東京市長松田秀雄の名
で、「東京市区改正新設計　道路、河川、橋梁、公

・

園
・

、
鉄道、市場、火葬場及び共葬墓地の部」（平仮名に改め、
句読点を追加）を告示した（これを新設計と言う）。

東京市区改正事業は大正7年まで実施されたが、そ
の後は、道路、都市河川、運河、公園などは大正8年
公布の都市計画法にもとづく都市計画事業に移行した。
上水道、築港、鉄道、市場などは都市計画とは別事業
となり、別省庁の事業、市の企業体の事業となった。

東京で市区改正事業が実施されていた時期に、明治
15年から大正5年に東京市の人口は88万人から228
万人に増加し、東京市に近接する町村の人口は18万
人から64万人に増加した。この結果、さまざまな大
都市問題が顕著になり、深刻化した。そこで、大正5
年頃から内務省では総合的な都市計画制度の必要性を
感じ始めて、大正8年の都市計画法の制定に至った。

2.市区改正公園の総括

大正7年4月、内務省は東京市区改正事業の達成状
況を総括記録を取りまとめて、大正8年2月に『東京
市区改正事業誌』として刊行した（注3）。この刊行物
は東京市区改正事業によるインフラ整備を次の5施設、
①道路橋梁、②河濠、③公園、④市場及び火葬場、⑤
上水道、に分類している。そこで、③の公園について、
その全文を引用する。なお、読みやすさを考慮し、原
文の片仮名は平仮名に改め、濁音とし、句読点を加え、
数字は算用数字に改めた個所がある。

「　　　三、公園
一、旧設計に依るもの
日比谷外、48公園　此の面積凡そ百万五千百坪
一、（明治）36年の新設計に依るもの
日比谷外、21公園　此の面積凡そ六十六万二千六百坪
　　　〔越澤注　49公園を22公園に削減した。〕

一、其の後、追加に係るもの
御茶ノ水外、9公園　此の面積凡そ二万五千三百七十坪
即ち、現設計数32公園、此の面積凡そ六十八万7
千九百七十坪と為す。而もその内、浅草芝2公園は、
今後に大改良を加ふべきもの属す。
    〔越澤注　新設計が22公園、追加が10公園、
合計で32公園となる。〕

而して此の外、全く着手にいたらざるものは、下谷
公園、御玉ヶ池公園外7公園にして、此の面積五万坪
余とす。而して一面には、浅草外2公園不用地として
売却を予定したるもの二万八千六百有余坪（主として
浅草公園附属地）を有するを以て、此の処分方法を講
ずるに於いては、約弐百六円内外の財源を得ること難
しからざるものと思惟す。依って、公園大改良の資源
と為するに足るべし。」

3.市区改正公園の推移

太政官布告の5公園は社寺境内地など既存官有地の
一部を公園地にするという政策であった。一方、明治
18年10月の東京市区改正審査会案は、東京全体のイ
ンフラ整備という観点から新規公園の必要性と計画理
論を打ち出した政府文書であり、日本の公園史にとっ
て大きな意義がある。その冒頭箇所から一部分のみを
掲載する（片仮名を平仮名に改め、濁点とした）（注4）。
「人口緻密の都府に園

・

林
・

及
・

び
・

空
・

地
・

を要するは、其の
因由一にして足らずも雖も、第一に衛生上より論ずれ
ば、街衢相連なり、‥‥開豁清潔の場所あるに非ざれ
ば、住民日常の生活産業より生ずる大気の汚敗を更新
するの路なく、‥‥園

・

林
・

空
・

地
・

を市府の内外に設置して、
常に無償の清風を居民に供給するの他求むべきの道な
し、或は遠隔の大

・

公
・

園
・

に逍遥し、或は近区の空
・

地
・

に慰
憩し、‥‥凡そ欧米開明国の都府にして、其の戸口境
域の比例に随ひて、公

・

園
・

空
・

地
・

の設けあらざるものなき、
‥‥退て吾東京を顧るに、‥‥前段市府衛生上の目的
に達せざること誠に尚ほ遼遠なり、今本府市区の改正
を計画するの美挙あり、公

・

園
・

空
・

地
・

を増設するの事必ず
其の重要の一課題と為さざるべからず、‥‥衛生に関す
る巨益の外、首府をして首府たるの壮観を煥発せしむる
こと、出火天変の際、人民廻避の場所を得ること、‥。」

公園空地とは、パーク・アンド・オープンスペース
の日本語訳と考えられる。公園緑地に相当する用語が
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政府文書で使用されたのはこれが初めてである。
そして、ロンドン、パリ、ベルリン、ニューヨーク

と比較し、東京では人口2万につき1空地が必要であ
るとした。東京市には大遊園を15箇所、小遊園を45
箇所、合計面積は124万坪と計算した。

最終的には、大遊園11箇所、面積103万坪（買収
が必要17万坪）、小遊園45箇所、面積12万坪（買収
が必要10万坪）、合計面積116万坪として内務卿に
提出された。

審査会案の大遊園、小遊園は、①靖国神社、築土明
神及び赤城神社、神田明神及び図書館、麹町平川天神、
湯島神社などの社寺、②浜町旧徳島邸及び細川邸（帝
都復興事業の浜町公園として実現）、芝旧仙台邸など
大名屋敷、①と②を合わせた麹町公園及び旧雲州邸、
③万世橋内広場、今川橋脇、柳原和泉橋脇、浅草橋内
広場、数寄屋橋外など橋詰（帝都復興事業の橋詰広場
として実現）が選定されていたことが特色である。

明治22年5月に告示された東京市区改正設計（旧設
計）では、公園は49カ所、合計101万坪（買収必要
22万坪）と決定された。第1号公園は日比谷公園であ
り、第49号公園は王子公園であった。

大規模な公園は、太政官5公園と日比谷公園以外で
は、富士見公園（靖国神社）、神田公園（神田明神及び
図書館）、麹町公園（日枝神社）、下谷公園（旧佐竹邸、
復興小公園として実現）、道灌山公園（日暮里村諏訪神
社、青雲寺など）、向島公園（水戸徳川家屋敷から土手
沿い、帝都復興で隅田公園として実現）、高輪公園（線
路沿い、最近発見された高輪築堤の一帯）などである。

小規模な公園は、平川公園（平川神社）、清水谷公園
（「贈右大臣大久保公哀悼碑」）、万世橋公園、柳原公
園（柳原仁社）、坂本町公園（旧坂本町病院跡地）、矢倉
公園（元柳橋脇）、虎ノ門公園（琴平神社）、赤城公園（赤
城神社）、高田公園（高田八幡神社）、根津公園（根津神
社）、緑町公園（本所区旧津軽邸）、品川公園（品川神社）
などであり、神社境内地と橋詰が多い。

神社境内地と橋詰以外の特殊な公園としては、大久
保利通哀悼の清水谷公園、病院跡地を利用した坂本町
公園（注5）、火除け地の一部を利用した富坂公園（小
石川砲兵工廠裏の火除け地、現・礫川公園の起源と言
える）、などである。大名屋敷跡地の公園化は向島公
園と緑町公園であり、非常に少ない。

東京市区改正設計（旧設計）の当初案では公園は、大

遊園、小遊園に分かれていたが、審議の過程で、「大
小を区別せずに単に公園と称すべし」となった。この
ため、最終決定では、大小を区別せず、公園という名
称になった。東京市区改正設計においても従来の遊園
と言う用語に代わり、公園という用語に統一された。

明治36年3月に決定、告示された東京市区改正設計
（新設計）では、廃止された市区改正公園は、神田公園、
向島公園、道灌山公園、平河町公園、万世橋公園、浅
草橋公園、虎ノ門公園、根津公園、蔵前公園、厩橋公園、
品川公園、王子公園など、27箇所であった。民有地（神
社が多い）買収が必要な公園の多くは廃止された。市区
改正公園の数は22箇所となり、面積も大幅に減少した。

明治42年3月、東京市区改正委員会は廃止した旧
神田公園を復活させ、御茶の水公園として開園した。
明治43年8月、東京市区改正委員会は「小公園設置に
関する建議案」を議決した。この建議を主導したのは
内務省衛生局長の窪田静太郎（法学博士、後に行政裁
判所長官）であり、社会政策、貧民救済に熱意があった。
明治44年7月、8カ所の小公園候補地が東京市区改正
委員会で議決され、同年10月、市区改正公園の追加
として告示された（注6）。

その8公園は数寄屋橋公園（帝都復興事業で実現）、
虎ノ門公園（戦後、GHQ 駐車場を経て、公園廃止、現・
三井不動産ビル）、土手公園（越澤注、四ツ谷駅付近の
外濠公園）、蛎殻町公園（帝都復興事業で実現）、若宮
公園（牛島神社境内地）、鳥越公園（鳥越神社境内地）、

神田橋公園の案内図。大正９年１月市区改正設計で決定。建築物
があり、公園設備は未着手。昭和５年７月公園工事着手、昭和６年
３月開園。越澤明所蔵。

浅草橋公園、今戸公園であった。その多くは明治36
年3月に廃止された公園計画の復活であった。

大正3年1月、東京市長法学博士男爵阪谷芳郎より
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東京市の公園配置図　出典『東京市公園概況』東京市役所、（昭和5年3月調べ）。
東京市が昭和5年3月に取りまとめた東京市が管理する既設公園33公園、復興公園55公園（大公園3箇所、小公園52箇所）、合計88箇所が図
示されている。日本公園緑地協会や東京都公園協会の刊行物では掲載されていない図面であり、資料的な価値がある。本資料は木村英夫氏（元
建設省計画局施設課長）から寄贈され、現所蔵は越澤明。
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東京市の既設公園の一覧（昭和5年3
月調べ）出典『東京市公園概況』東京
市役所発行、越澤明所蔵
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小石川区江戸川橋付近の河岸段丘の緑について、「北
側沿岸の勝地は一面崖地にして、四時鬱蒼として老木
茂り、幽きょ閑雅の清致あり。自然的に山水の表趣を
形成し、遊歩地として実に得易からざるの良地たり、
依ってこれを公園となし、持って市民の慰藉に供し度
候條、市区改正設計中公園の部に追加せられ度、図面
相添え此の段照会候也り」（平仮名に改め、句読点を追
加）（注7）と、東京市区改正委員長水野廉太郎（内務次
官）あてに申請が出された。本案は可決され、大正3
年7月、市区改正設計公園に第32江戸川公園が追加
告示された。

また、大正7年3月、第33千鳥ヶ淵公園、第34乃
木公園が追加告示されており、大正9年1月、第35
神田橋公園が追加告示された。

第23御茶の水公園は明治45年5月に開園していた
が、帝都復興事業の街路用地となったため、場所を移
動して、昭和3年12月、第36宮本公園として名称も
変更して告示した。これが東京市区改正公園としての
最後の告示である。

市区改正新設計とその後の追加を含めた36カ所の
公園については、その後の経過や廃止、現在の都市計
画と都市公園面積などを末松四郎がわかりやすく表に
まとめている（『東京の公園通誌　下』東京都公園文庫、
1981年、11〜13ページ）。

江戸川公園は東京における風致的な公園、河川環境
を生かした公園の第一号である。江戸川橋の付近は徳
川幕府が関口大洗堰を設けて、水戸徳川家屋敷（後楽
園の庭園に引水）と江戸市中（神田上水、水道橋）に分
水をした場所である。神田上水の水源地は大正6年に
井之頭恩賜公園となった。江戸の水源である神田川（神
田上水）の水源部と下流部の2か所が大正のほぼ同時
期に公園化された意義は大きいと考える。これまで東
京の公園史に関する既刊の刊行物では、神田川沿いの
2つの公園化、さらには千鳥ヶ淵公園を有機的に考え
る視点は弱かった。

国有地財産の下戻に関する政策を受けて、浅草公園
地については、明治44年5月、行政裁判所の判決で
浅草寺に下戻しとなった。浅草寺からは公園地の解除、
土地返還の陳情が出され、大蔵省主税局から公園地の
実態について照会があり、東京市長阪谷芳郎から要請
があり、東京市区改正委員会で繰り返し議論をした。
その結果、浅草公園七区は浅草寺に返還して、東京市

が財源として維持したい浅草公園六区は公園設備をな
すことで決定した。その結果、大正2年6月、内務大
臣は浅草公園の総面積6万7千坪から2千300坪を削
除する事を認可した（注8）。

4.公園政策として市区改正の評価

本稿を執筆するに際して、膨大な量の『東京市区改
正委員会議事録』（復刻版では『東京都市計画資料集成
　明治大正編』全28巻）を初めて全冊を読破した。議
事録であり、詳細図は掲載されておらず、たまに簡略
図があるのみで、小さな個別案件の細かな議事が大半
を占めており、無味乾燥であり、これまで全冊を読む
必要性を感じていなかった。しかし、全冊に目を通し
てこのたび判明したことは、委員が最も活発に議論を
したのは公園に関する次の2案件、1つは小公園の建議、
2つめは浅草公園地の削除、である。

明治大正期の東京市区改正設計と市区改正公園を、
東京公園150年史の観点から、どのように評価するか
については、次のように考えている。
1）東京という大都市全体を見据えて、公園の必要性と
配置を国の政策として考え、法定の計画とした意義は
大きい。つまり国家による緑の都市政策であり、都市
における緑とオープンスペースに関する計画および政
策の嚆矢であった。
2）東京の都心枢要部の旧大名屋敷を各省庁が使用する
中で、日比谷練兵場を移転させ、日比谷公園という都
心のセントラルパークを実現させた。しかし、他の旧
大名屋敷の公園化や大名庭園の保存活用という政策は
明治大正期では希薄であった。

大塚公園の案内図。江戸時代は松平定信（楽翁公）の庭園の一部。
明治26年養育院。大正14年東京市の公園、社会事業、病院の用地。
大正15年5月公園工事着手、昭和3年3月開園。越澤明所蔵。
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3）非常に小規模であるが、公共施設の移転跡地を公園
化する先鞭をつけたのが坂本町公園である。
4）橋詰の広場・公園化の考えは、関東大震災の帝都復 
興計画に影響を与えたことは間違いない。帝都 復興事業
で多数の橋詰広場が実現した。大阪、名古屋の市区改正・
都市計画では橋詰を広場・公園化する考えはなかった。
5）東京市区改正委員会という政府機関が小公園の必要
性を建議した意義は大きい。しかし予定地に小さな神
社の境内地を選定したことは無理があった。帝都復興
では小公園と小学校を併設、区画整理の実施という新
政策を打ち出すことで小公園が52箇所誕生した。
6）大火を延焼遮断する防災緑地の考え方は、明治政府
には希薄であった。例えば、江戸幕府の広大な火除け
地（一ツ橋の一帯、護持院ヶ原、二番三番四番明地）は
すべて官立学校と宅地となり、空地は皆無である。
7）風致、河川、水環境を生かした公園の先駆けをつくっ
た。水と緑の風致的な公園を誕生させた。それは、江
戸川公園と千鳥ヶ淵公園である。
8）高輪品川の鉄道沿い、海岸沿いの市区改正公園が廃
止され、復活しなかったことは残念であった。鉄道と
海岸の管理にも寄与する点があるはずであったが。
9）明治大正期に市区改正が不十分ながら動き出し、東
京の都市化が一層進展する中で、次に述べる皇室財産
の一部を下賜し、恩賜公園とする社会的な雰囲気を宮
内省、財界有力者に醸成させた。

5.恩賜公園と寄付公園

東京の公園の誕生の大きな役割を果たしのが恩賜公
園である。宮内省から東京市に公園用地として御料地
が御下賜され、それを整備し、誕生したのが恩賜公園
である。名称と面積は『東京市恩賜公園』（東京市公園
課発行）を引用する。

・井之頭恩賜公園、6万6千坪。幕府の水源地
・上野恩賜公園、18万9千坪、上野公園地
・旧芝離宮恩賜庭園、1万5千坪、紀州家→有栖川

宮家→天皇家離宮
・猿江恩賜公園、1万6千坪、幕府の御材木蔵
井之頭恩賜公園は日本初の恩賜公園であり、東京初

の郊外公園である。この場所は江戸時代から名所であ
り、江戸幕府の水源地であった。大正2年10月、東
京市長阪谷芳郎（明治45年〜大正4年市長、元大蔵大
臣）は宮内省に井ノ御料地・御殿山御料地の拝借を出
願し、同日、東京市会に「郊外公園設置に関する件」を
提出・議決された。大正2年12月、北多摩郡の三鷹
村と武蔵野村にまたがる両御料地は東京市に公園用地
として御下賜（寄付）された。近接の買収地も加えて、
大正6年5月に恩賜公園として開園し、大正10年に
水泳場、児童用徒歩池が竣工した。この御下賜には渋
沢栄一（東京市参与、阪谷芳郎の岳父）が支援して宮内
省と折衝し、郊外公園の構想は本多静六（東大林学教

井ノ頭恩賜公園の平面図。大正6年5月1日開園。昭和11年10月作成図。越澤明所蔵。
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戸越公園案内図（東京市役所）、越澤明所蔵

有栖川宮記念公園の日本語、英語の冊子（東京市役所）、
越澤明所蔵

授）らが関わった（注9）。
戦後、東京都は井の頭公園の周囲の民有地に対して

建物の高さ制限（風致地区や高度地区の指定）を可能と
する都市計画決定をしていない。そのため1972年よ
り公園に接して12階マンションが立ち並び、景観が
損なわれ、井の頭池の湧水が減少した。

4箇所の恩賜公園に続いて、関東大震災の前後に財
界の安田家、岩崎家は被災した邸宅地を避難地として
開放し、その後公園として寄付した。

・旧安田庭園、安田家、4千坪、旧池田邸跡
・清澄庭園、岩崎家、1万5千坪、旧久世邸跡
・有栖川宮記念公園、1万1千坪、旧南部邸跡
・戸越公園、三井家、6千坪、旧細川邸跡
また、皇族の高松宮御用地（旧有栖川宮家邸、高松

宮家が継承）から寄付され、昭和9年に有栖川宮記念
公園と開園した。また昭和7年、三井家から小学校敷
地と附属地が寄付され、昭和9年、附属地を戸越公園
として開園した。このような大邸宅は旧大名屋敷であ
ることが多く、結果として、大名庭園の遺構が公園化

されたことになる。
昭和5年3月は帝都復興事業が完成した年月である

が、東京市が取りまとめた既設公園の一覧（帝都復興
公園は別扱いであり、含めていない）では、東京市が
管理する公園は33カ所、214万平方メートル（6万
4801坪）であった。帝都復興の大小公園を合わせると、
東京市全体の公園は88カ所、258万平方メートル（7
万7948坪）であった。明治6年の太政官布告、東京
市区改正設計、恩賜公園・寄付公園という取り組みの
成果がこの総括表に示されている。

昭和21年11月、芝離宮と並ぶ庭園であった浜離宮
（旧徳川将軍家の浜御殿→幕府の海軍所→宮内省の浜
離宮）が宮内省から東京都に御下賜され、都立浜離宮
庭園となった。
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本号でご紹介した太政官公園。本ページと併せてご覧ください。

日本の公園150年史（4）公園緑地150年の歩み【P8 ～15】

帝都復興の大公園・小公園の配置図（昭和５年３月）
復興大公園（国施行）、復興小公園（市施行）、既設公園、準公園（宮城外苑、明治神宮外苑、明治神
宮）の4区分で図示されている。『帝都復興事業図表』は昭和5年3月の帝都復興祭の記念品と
して作成され、稀覯本である（越澤明所蔵）

	太	政	官	 公	園	リ	レ	ー
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震災地御巡視
震災直後、震災地を御巡視する摂政宮殿下（昭和天
皇）、上野公園（越澤明所蔵）

浜町公園の記念塔（写真左）、浜町公園の遊歩道（写真右） 
復興大公園の1つであり、公園に乏しい日本橋区の中央公園として計画された。敷地は旧細川邸跡地
などを用地買収した。記念塔は震災で壊れたコンドル設計の残材を活用した。幹線道路（清洲橋通り） 
から浜町公園までのアプローチとして遊歩道を設ける独特の設計を施した（越澤明所蔵）

上野駅と上野公園
竣工した上野駅と改修された上野公園。復興計画で
駅前広場が新設され、1階・2階立体構造の駅舎となっ
た（満鉄はより大規模にして大連駅の設計に生かし
た）。上野公園は擁壁が改修されたが、戦後、闇市を収
容するために細長いビルが建設された（越澤明所蔵）

日比谷公園の仮設住宅
野外音楽堂は再建されたが、東京市は公園内にバラッ
ク仮設住宅を認めた（越澤明所蔵）

昭和大通り
新設された昭和通りは、幅員が44メートルで、中央部 
は路面電車と植栽帯であり、すぐれた景観であった。 
1960年代に中央部は高架の首都高速道路、アンダー
パスの車道となり、緑豊かな景観が失われた（越澤明
所蔵）
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1. 関東大震災と第二次山本内閣

大正12年（1923年）9月1日、関東大震災が発生
した。8月24日に総理大臣加藤友三郎が死去し、山
本権兵衛に大命が下り、二大政党が入閣を断り、震災
翌日の9月2日、第2次山本内閣が成立した。震災内
閣と呼ばれる。副総理格の内務大臣は後藤新平、大蔵
大臣は井上準之助、であった。

赤坂離宮の庭の天幕で、蝋燭の明かりで実施された
組閣式について、摂政宮殿下（後の昭和天皇）は、強い
印象を持たれたためか、絵画に描き永く記録として残
すことを望まれた。宮内省の御下命により和田英作（東
京美術学校校長）は絵画「山本内閣親任式」（1点の横幅
が3メートルの油絵を2点）を製作した。1点は摂政宮
殿下から親任を受ける内閣総理大臣、もう1点は次の
間で親任式を待つ諸大臣ある。

昭和11年9月1日、絵画「山本内閣親任式」が献上
され、吹上御所大広間に掛けられた。この御物の絵画
は現在、宮内庁から昭和天皇記念館（国営昭和記念公
園内）に長期貸与されており、一般拝観が可能となっ
ている。

2. 帝都復興院と復興計画

政府では復興計画の策定は後藤新平内務大臣が担当
した。内務省都市計画局で復興計画の立案作業を進め
る一方で、後藤新平は統合的、横断的に帝都復興を推
進するために、国の新組織が必要であると認識した。
9月29日、省と同格である帝都復興院を設立され、
後藤新平は内相兼務のままで帝都復興院総裁に就任し
た。かつての部下である内務省と鉄道省の優秀な事務
官僚、技術官僚を帝都復興院に集めた。

副総裁には、後藤新平の台湾総督府、鉄道院総裁の
時代に側近であった官僚の宮尾舜治（前職は愛知県知

事から北海道庁長官）と松木幹一郎（前職は東京市政調
査会専務理事、後に台湾電力社長）が就任した。技監
には直木倫太郎（東京市土木課長、大阪市市区改正部
長を務めた都市インフラのトップ技術者）が就いた。

計画局長は池田宏（初代の内務省都市計画課長、前
職は内務省初代社会局長から東京市第二助役）、経理
局長は十河信二（後藤が鉄道院総裁時代の側近、戦後
の国鉄総裁、新幹線の父）、建築局長は佐野利器（東大
教授のまま兼任、耐震構造学を確立、都市計画法制定
の学者側の中心人物）が就任した。

十河信二から強い推薦で、後藤新平にとっては全く
無名であった鉄道技師の太田圓三（実兄は詩人の木下
杢太郎）を帝都復興院土木局長に大抜擢した。太田圓
三を土木局長に採用しないのであれば、十河信二は帝
都復興院を辞職するとまで後藤新平に強く迫った。こ
の結果、本来は土木局長の予定者であった直木倫太郎
を技監に格上げした。太田圓三は帝都復興院土木局の
道路課長に平山復二郎（後に鉄道省建設局長、満鉄理
事、土木学会長）、橋梁課長に田中豊（後に東大教授、
土木学会長）を抜擢した。

戦前では、東大・京大を卒業する土木技術者に人気
がある就職先は鉄道省と満鉄であった。その次は内務省
土木局の直轄河川であり、内務省の都市計画行政を志
望する都市土木の技術者は変わり者と見なされていた。

土地整理局長は適任者が見つからず、宮尾舜治の部
下、稲葉建之助（前職は北海道庁土木部長）が就いた。

内務省都市計画局の第一技術課長（都市土木）の山田
博愛、第二技術課長（建築と造園）の笠原敏郎は帝都復
興院に異動して、帝都復興院計画局の第一技術課長と
第二技術課長になった。内務省都市計画局という組織
が実質的には丸ごと帝都復興院計画局に移転したよう
な状態であった。この結果、内務省都市計画局は大臣
官房都市計画課に縮小された。

帝都復興院の課長クラスには鉄道省と内務省から優

越澤 明  北海道大学 名誉教授 / 一般社団法人日本公園緑地協会 研究顧問
Akira KOSHIZAWA（Professor, Emeritus, Hokkaido University）

日本の公園150年史（4）
関東大震災の復興公園
Tokyo’s Parks by the Reconstruction Plan after the Great Kanto Earthquake in 
September 1923
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秀な事務官僚を異動させた。金井清（戦後、諏訪市長）、
菊池慎三（後に秋田県知事、横浜市助役）、武部六蔵（後
に企画院次長、満洲国の国務院総務長官）などである。

復興計画（幹線道路の配置、大公園の配置、区画整理）
の立案は池田宏、佐野利器、山田博愛など内務省系が
主導して行った。道路・橋梁・運河・地下鉄など都市
インフラの計画は鉄道省系の太田圓三が主導した。

大正12年11月24〜27日、帝都復興審議会（委員
は大臣待遇を受ける）に政府原案が提出されたが、審
議の結果、計画内容が縮小となった。それを受けて、
政府は更正予算案を作成し、12月10日招集の帝国議
会に提出した。そこで議会多数派の政友会は復興予算
を2割削減し、区画整理をごく一部に限定し、帝都復
興院予算をゼロにした（つまり帝都復興院の廃止を意
味する）。第二次山本内閣は断腸の思いで予算削減を
受け入れ、帝都復興事業予算は確定した。

3. 区画整理の断行と永田秀次郎

2度にわたり、帝都復興計画の政府原案・政府予算
が削減された結果、帝都復興計画は大幅に縮小されて
しまった。昭和天皇も戦後、後藤新平が策定した復興
計画の縮小は残念であるとの回顧発言をしている。

復興計画の縮小とは具体的には次の内容であった。
①幹線道路（国施行）の幅員を縮小。道路に付随する上

野公園前の大広場も廃止。
②公園（国施行の大公園）の規模を縮小。隅田公園の規

模と延長は半分以下になった。
③道路地下の共同溝を断念。地下鉄は東京市営での実

施を断念。

④区画整理（国施行）は幹線道路に関係する一部地区に
限定。大半の区画整理をどうするかは地元に任せる。
大正12年5月、関東大震災が発生する前に、後藤

新平東京市長の退任後に、東京市長には永田秀次郎が
東京市会から選出されて就任していた（後に、震災市
長と呼ばれる））。永田秀次郎は後藤新平が最初の内相
時代に警保局長に抜擢した内務官僚であり、後藤新平
東京市長の下では第一助役に就任していた。

復興区画整理の必要性を強く認識していた永田秀次
郎は、議会が予算削減したため、実施が困難となった
区画整理を東京市の予算・人員で実施することを決意
し、東京市会の賛同を得た。また、現場の国と東京市
の復興事務所は幹部が兼務して事業の円滑化を図った。

その結果、焼失地の全域に対する区画整理が実施さ
れた。この結果、区画整理と同時に実施される小公園
も用地が確保されることになり、52箇所の小公園が
小学校（耐火構造）とセットで誕生した。

したがって、関東大震災の復興で誕生した52箇所
の復興小公園の生みの親は永田秀次郎であると、歴史
評価することが適切である。

東京の公園・造園史や政治史に関する刊行物、研究
著作では、永田秀次郎市長の貢献を忘れていることが
多い。永田秀次郎はその後、拓務大臣、鉄道大臣を歴
任し、淡路島出身では最も活躍した政治家であった。
俳人としては永田青嵐と号した。出身地、南あわじ市で
は現在、永田青嵐顕彰全国俳句大会が開催されている。

4. 帝都復興院から復興局へ

大正12年12月27日、虎ノ門事件（摂政宮暗殺未遂、
難波大助によるテロ）が発生し、第二次山本内閣は総
辞職となった。しかし、すでに国施行の帝都復興予算
は帝国議会で議決していたため、その後の内閣によっ
て帝都復興事業が実行された。

1924年（大正13年）2月25日、帝都復興院は廃止
され、それに代わり、内務省の外局である復興局が設
置された。復興局のトップである長官は政治家ではな
く官僚ポストとなった。初代長官は直木倫太郎である
が、次の長官からは知事経験がある内務官僚の事務系
高官が就任した。帝都復興院の局は復興局の部となり、
幹部職員、中堅職員の多くは復興局にそのまま在職を
続けた。

復興小学校と小公園の模式図
東京市復興事業局作成、出典：越澤明『東京の都市計画』
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復興局は特別都市計画法に基づいて、東京と横浜の
2都市における都市計画の決定・変更、都市計画事業
の実施、市街地建築物法の施行を担当した。大正8年
に制定された都市計画法では、国が自ら都市計画事業
を直轄事業として実施することは想定していなかっ
た。特別都市計画法を制定した理由は、国が都市計画
を実施することを可能とし、区画整理の法制度を整備
することが目的であった。

1924年〜1930年に特別都市計画法にもとづき帝
都復興事業が実施された。この期間中は、東京と横浜
の都市計画行政・建築行政は、都市計画東京地方委員
会、都市計画神奈川地方委員会、警視庁、神奈川県庁
に代わって、復興局と特別都市計画委員会が担った。
また、内務省の大臣官房都市計画課は留守部隊として
陣容が大幅縮小されており、東京、横浜の両都市以外
の全国の都市計画の事務を担当している。

帝都復興事業は193年（昭和5年）3月31日に完了し、
4月1日に復興局は廃止され、残務整理として、復興
事務局が設置された（局長は内務次官が兼務した）。『帝
都復興誌』が編纂・刊行されて、復興事務局は1932
年（昭和7年）4月1日に廃止された。
『帝都復興誌』の建築篇と公園篇は合冊して刊行され

た。全164頁の『帝都復興誌　公園篇』は帝都復興事
業における復興公園の公式記録である。

これに対して、東京市役所は公園のみの復興誌は刊
行していないが大公園と小公園の各リーフレットを作
成し、『東京市公園概況』という小冊子を作成した。ま
た、昭和7年10月に東京市公園制定六十年祭を開催し、
数点の小冊子を作成した。これらのリーフレット、小
冊子は東京都立中央図書館、東京都公園協会では全点

は所蔵していない。
昭和5年3月の東京市全体の公園配置図（本連載の

前号11〜12頁）、帝都復興の大公園・小公園図（本郷
のカラーグラビア）で掲載をした。これらの図面で明
らかなように、関東大震災の復興で公園が新設された
結果、東京市内の公園は質量共に飛躍的に向上した。

5. 大火の延焼防止と避難者の収容

関東大震災の大火の延焼を公園、広場、庭園、河川
などが防火帯となり、猛火の拡大を防いだ。災害時に
おける公園の防火機能を初めて実証したのが関東大震
災である。

関東大震災の延焼、飛び火を見ると , 都心から西南
部では日比谷公園、虎ノ門公園、芝公園、愛宕山、日
枝神社、赤坂離宮、靖国神社、外濠などが防火帯となっ
ている。都心から北部では、後楽園、東京帝大、湯島
聖堂、岩崎家湯島邸庭園、不忍池、上野公園が防火帯
となっている。また、浅草寺、松浦伯爵邸庭園、岩崎
家清澄庭園の周囲は大火であったが、類焼を免れた。

当時の東京市の人口は217万人であったが、その7
割に相当する157万人が公園、広場に逃げ込み、その
度、罹災者の住まいとして仮設のバラックが建設され、
かなりの期間、家を失った人々の仮住まいの場所と
なった。また、警視庁と東京市役所も日比谷公園を仮
本部とした。災害時における公園の避難機能を初めて
実証したのが関東大震災である。

避難者数157万人を収容者の多い順に記載すると次
のようになる。上野公園50万人、宮城外苑30万人、
芝公園20万人、日比谷公園15万人、浅草公園10万人、

千代田公園と千代田小学校
左：千代田公園の平面図。小学校と一体で小公園を設計したことが示されている。この図面の道路側から撮影したのが右の写真である。
右：昭和５年３月帝都復興記念式典で、千代田小学校屋上が昭和天皇の御展望所となった。両図版は越澤明所蔵。
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小石川植物園8万人、牛ヶ渕・富士見公園5万7千人、
浜離宮5万人、横網町公園5万人（焼死3万8千人）、
東京駅広場3万人、虎ノ門・清水谷 ･ 麹町公園3万人、
土手公園1万人、清澄庭園1万人、千鳥ヶ淵公園・半
蔵門外広場3千人、江戸川公園1千人である。

痛ましいのは赤羽に移転した陸軍被服本廠の跡地 =
横網町公園である。公園が未整備で、樹木が皆無で、
空き地状態であったが、大八車に乗せた布団や家財道
具に飛び火し、竜巻のような火災旋風が発生した結果、
3万8千人が焼死した。横網町公園には慰霊堂が建設
され、毎年、9月1日に関東大震災の死者を弔うため
に法要が続けられている。第二次大戦後は、3月10
日に東京大空襲の犠牲者の法要も営まれている。

6. 復興局公園課長の折下吉延

帝都復興院では計画局第二技術課で東京全体の公園
計画を統括する公園技術者が必要になり、折下吉延（東
京帝国大学農学科卒、明治神宮造営局主任技師）が抜
擢され、大正12年10月16日付けで明治神宮造営局
を兼務のまま着任した。

明治神宮造営局（大正4年〜昭和2年に設置）におい
て神宮外苑の計画・工事を担当していた折下吉延は、
大正8年5月〜9年1月、欧米各国の都市計画調査の
ため海外出張しており、欧米の公園事情に詳しく、か
つ、神宮外苑という本格的な都市の緑に関する実務経
験を有する技術者であった。

帝都復興院が復興局に改組された時に、復興局建築
部（部長は笠原敏郎）は庶務課、技術課、公園課の3課
となり、公園の組織が格上げとなり強化された。中央
官庁の組織で、公園行政を担当する独立の課が新設さ
れたのは歴史上、初めてである。復興局の公園課は国
土交通省の公園緑地・景観課のルーツである。

復興局建築部公園課は国が直轄施行する東京・横浜
の大公園の新設と街路植樹植栽を統括した。公園課長
の折下吉延は明治神宮造営局の部下である横山信二、
井本政信、太田謙吉、水谷駿一、江口日出松、高畠隆
一などを復興局に異動させた。また新たに東京帝大農
学部の学士、佐藤昌なども採用された。一方、明治神
宮造営局では田阪吉徳が主任技師となり、折下吉延の
指導も受けながら外苑の工事を続行した。

東京の三大公園は、隅田公園が横山信二、浜町公園

『東京市公園概況』昭和5年3月。なお『公園緑地』84 巻1号の11～12頁の掲載資料とセットになる。
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が水谷駿一、錦糸公園は太田謙吉が主任となった。横
浜は井本政信が主任であり、公園完成後に横浜市の初
代公園課長に就任した。当時は実施設計とその製図も
復興局公園課内の直営作業であり、造園コンサルタン
トという職業は存在していなかった。公園設計図の仕
上げは山本武（明治神宮造営局林務課雇から復興局に
異動）が担当した。復興局の若手技術者の1人に黒澤
昇太郎がいる。黒澤昇太郎は戦後の初代の横浜市公園
課長となった（退職後は日本公園緑地協会事務局長）。

帝都復興事業が完成して、復興局は廃止されたが、
折下吉延は十河信二（満鉄理事、満鉄経済調査会長、
満洲国初期の政策立案を担当）の依頼で満鉄顧問とな
り、関東州と満州国の公園緑地行政を指導した。この
関係で佐藤昌、横山光雄、木村三郎、長松太郎、黒澤
昇太郎など多数の公園技術者が内地から派遣された。

明治神宮造営、帝都復興公園、東京緑地計画と大緑
地造成、満洲国の都市計画という四段階を踏んで、公
園緑地の計画と実務経験が蓄積されていき、戦後は全
国各地の戦災復興計画の公園緑地に活かされていく。

後藤新平が創設した内務省の都市研究会は都市計画
法制定や帝都復興事業の普及啓蒙に役割を果たした
が、戦後は財団法人都市計画協会となった。都市計画
協会では実務者を対象とした2つの功労賞を設けてお
り、阿部功労賞（区画整理）と折下功労賞（公園緑地）
である。このことからも日本の都市計画の発展は区画
整理と公園緑地が両輪であったことが分かる。

7. 東京の復興公園計画

大正12年10月、帝都復興院計画局第二技術課は焼
失区域内の公園計画案を作成した。予算総額は1億
1,183万円（うち用地費は7,138万円、設備費は4,000
万円）。100万坪（= 約330ヘクタール）の公園を新設・
拡張する。その内訳は都市公園（後の大公園）は8箇所、
72万坪、近隣公園（1箇所平均1万2千坪）は5箇所、
18万坪、児童公園（1箇所平均1,250坪）は10箇所、
10万坪）であった。

焼失区域の戸数は40万戸、人口は180万人であり、
焼失区域の人口1人当たりの公園面積は0.56坪（=1.85
㎡）であった。世界各国の現状を比較すると、ワシン
トンは18.0坪、ロンドンは1.8坪、パリは2.1坪、ベ
ルリンは1.0坪であった。

大正12年11月1日、帝都復興参与会に対して全体
の復興計画の政府原案（甲案13億円、乙案9億6千万円）
が提出された。この甲乙案では非焼失区域の幹線道路
や大公園おり、戸山軍用地（旧尾張藩下屋敷）は公園予
定地となっていた（戦後は都立戸山公園、都営住宅、
早大、官公庁施設などになる）。この帝都復興計画の
政府原案（甲乙案）の図面は『帝都復興事業誌』には収
録されておらず、長年、謎となっていたが、1989年、
都市計画協会に持ち込まれた山田博愛旧蔵資料の中か
ら越澤明が発見し、雑誌『東京人』1989年9月に掲載
して、世の中に初公開された。

大正12年11月1日〜9日の帝都復興院参与会では
本多静六参与から大中小の公園は公園連絡広路（パー
クウェイの日本語訳）又は幹線広路（ブールヴァールの
日本語訳）で系統的に連絡させる、公園と公園連絡広
路と公園広路兼用幹線道路の面積は市域の1割以上と
するとの希望意見が出されている。

しかし、帝都復興院と大蔵省との折衝の結果、帝都
復興事業の全体予算は7億円となり、非焼失区域の事
業（道路や公園）は取り止め、焼失区域内でも事業を絞
り込むことになった。大正12年11月、帝都復興院理
事会で最終決定された東京復興公園計画は予算1,190
万円（用地費1,010万円、設備費180万円）、公園は
隅田公園、江東公園（後に錦糸公園と改称）、日本橋公
園（後に浜町公園と改称）の3箇所、9万坪となった。

この公園設定理由書は次のように記載しており、日
本公園150年の歴史で非常に重要な政策文書であるた

下谷黒門町広場と省線御徒町駅(1925年開業）、昭和 6年撮影
江戸時代の下谷広小路は明治以降は道路となったが、帝都復興事業
で下谷黒門町広場が新設された。松坂屋上野店(1929年竣工、鈴
木禎次設計）と地下鉄上野広小路駅（1930年開業）が直結。日本で
初めて百貨店と地下鉄駅の直結した。戦後、露店を広場に収容した
ため、その後、ビル化した結果、広場の大半が消滅した。越澤明所蔵。
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め、長文であるが引用する（カタカナを平仮名に改め、
句読点を追加した）。
「当時（=平常時を意味する、越澤注）に有りては衛生、

休養、慰安の機関として、非常時に有りては防火、避難、
救護の要所として都市に於ける公園の配置及び面積の
適否は都市計画上の重要事項なり。

而して従来我が国都市に於ける公園施設の殆ど見る
可きもの無かりしは周知の事実にして、這般の火災に
於いても亦た痛切に其の必要を体験したる処なり。

然れども今東京に対し直に理想的公園設置の実現を
期することは国家財政の関係上、到底不可能に属する
を以て、茲に将来に於ける全般的計画に対する相当な
る考慮の下に、差し当た緊要やむを得ずものを実現す
るの程度に止めたり。

由来東京市内には幾多の官有地を包有し、就中、砲
兵工廠（現在の後楽園スタジアムの敷地）、御茶ノ水女
子高等師範学校跡（現在の東京医科歯科大学の敷地）、
蔵前高等工業学校跡地（田園都市株式会社の大岡山と
土地交換）等、或いは又、浜離宮、猿江町御料地（猿江
恩賜公園となる）等の如き、皆均しく公園として適当
の場所たるべきも、諸般の関係上、今直ちに公園に編
入するは指南の事情にあり。依って、何しも全般的公
園計画には此の予想し、他日公用の廃止の自機を待っ
て其の実現を期しむるものなり。

右に関し其の公園配置上、民有地買収を要するもの
も亦少なからず。然れども是れ一時に其の実現を期せ
むこと如上の見地より至難なるべきを以って、差し当
たりも最も有効なる左の三箇所の民有地を買収して、
将来公園計画の一端たらしめんとす。

一　江東公園　約4万坪　（説明略）
一　隅田公園　約4万坪　（説明略）
一　日本橋公園　約1万坪（説明略）　」

大正12年11月15日〜18日、東京と横浜の公園
計画は帝都復興院評議会に諮問され、次のような要望
事項を附して原案が可決された（カタカナを平仮名に
改め、句読点を追加）。
「帝都復興院評議会　公園広場に関する要望事項

一、 交通、火防、衛生、美観の為め、主要街路の交差
点其の他数箇所に広場を設くること。

二、 公園は出来得る限り、之を増設すること。公園候
補地としては、例えば、砲兵工廠跡及び糧秣廠跡

（錦糸公園となる）、隅田川両岸の如きを考慮する
こと。

三、 官有地は成る可く公園敷地として無償にて下附せ
られたきこと。」

大正12年11月24日〜27日、公園を含めた帝都
不幸計画の全体が帝都復興審議会に附議された。公園
計画（公園配置と公園予算）は次の要望を附して原案通
り可決された。
「帝都復興審議会　公園に関する要望事項」
今回の如き大震害の如き場合を顧慮し、公園内に消

防に要する充分の貯水設備を為さしむること」
大正12年12月19日、衆議院で帝都復興予算は4

億7千万円に縮小されて通過し、12月24日、貴族院
を通過して、確定した。公園関係の予算は総額2,385
万9千円となり、その内訳は、国施行の東京は1,190
万円、国施行の横浜は195万9千円、東京市施行は
1,000万円であった。

和泉町広場（設計図と工事中写真）
街路庭園の実例。昭和通りと大正通り（靖国通り）の交差部（現在の
岩本町交差点）に新設された。昭和通りの植栽帯と一体で都心の緑
を創出した。現在は、庭園は失われており、雑草が伸びて、「馬の水
飲広場」という名称である。帝都復興事業で新設した街路庭園であ
ることを東京都庁と千代田区役所は忘れてしまった。

和泉広場、街路庭園、面積 211平方メートル。
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8. 東京の大公園

国施行の大公園は用地取得は買収によるため、公園
用地は復興区画整理の区域には含めていない。隅田公
園は日本で初めて本格的なリバーサイド公園として建
設された。震災前の東京の下町は人口と家屋が密集し
ていたが、公園は乏しかった。日本橋区における中央
公園として浜町公園が、また、城東区における中央公
園として錦糸公園が新設された。

隅田公園は水戸徳川家小梅邸を用地買収し、市有の
河岸地を隅田公園に編入し、地下鉄（浅草上野間）と復
興局の工事残土で庭園跡地を埋め立て地盤嵩上げし
た。また、荒川放水路の開鑿の結果、洪水の心配が減っ
たため、復興局は内務省土木局と協議し、浅草側の河
岸を埋め立て、狭かった浅草側の公園用地を拡大した。
この結果、隅田公園の面積は5万6,606坪となった。

隅田公園の浅草側は明治以来、東京で唯一のボート
競技の場所であり、一高、東大、商大の艇庫があった。
明治神宮外苑は陸上競技の中心であるのに対して隅田
公園は水上競技の中心となるように設計されたが、陸
上競技場も設置した。隅田公園の本所側は江戸以来の
墨堤として知られた景勝地であり、それらを都市計画
の思想を用いて改良し、遊歩道と桜並木からなる歩行
者主体の並木道路を新設した。公園と道路と河川が融
合した質の高い公共空間が日本で初めて誕生した。本
号の表紙に掲載した写真をご覧ください。

隅田公園は本格的なリバーサイド公園であり、河川
沿いに美しい景観が誕生した。しかし、1964年東京
オリンピック関連の都市改造で首都高速道路が建設さ
れ、隅田公園の遊歩道は高架の首都高速道路が貫通し
てしまい、隅田公園の雰囲気と景観は悪化し、今日に
至っている。

浜町公園は江戸時代は細川家、蜂須賀家などの大名
屋敷があった場所で、明治以降は三業地に指定された。
土地所有者は細川家、紀州徳川家、安田保善社（安田
財閥）の三者のみで土地買収は容易であったが、借地
借家が非常に多く、瓦礫も多く、移転補償と造成工事
にはかなり苦労した。

浜町公園は幹線道路（清洲橋通り）から公園へのアプ
ローチに、遊歩道を設けるという独特の設計を行った。
幹線道路と遊歩道との角地は区画整理の結果、日本橋
久松町にあった明治座がここに移転した。公園内は美

観本位で緩やかにカーブした苑路とした。隅田川に面
して公園の中央に広場を設けて、記念塔を造った（設
計は荘原信一）。永代橋のたもとにあったコンドル設
計の開拓使物産売捌所はその後、日本銀行が創設され
ると本店となり、その後、日本銀行の集会所となった
由緒ある建物が関東大震災で炎上した。その残材を使
用して、コンドルの業績を永遠に偲ぶとの意図で、浜
町公園の記念塔は建設された。しかし、浜町公園の記

浜町公園の平面図、4万4千㎡、昭和4年7月15日開園。
昭和11年作成の図面、越澤明所蔵。

隅田公園の平面図、面積５万７千坪、昭和６年３月２４日開園。
浅草側は隅田川の埋立てで公園の幅を広くした。本所側は徳川
邸が種値となっていた。出典：『帝都復興事業誌　公園篇』

錦糸公園の平面図、面積5万6千㎡、昭和3年7月18日開園。
出典：『帝都復興事業誌　公園篇』
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念塔は東京大空襲で焼失し、再建されなかった。
錦糸公園は旧陸軍糧秣廠の跡地に新設された。糧秣

廠の地上部は焼失したが、基礎が残り、瓦礫が多く、
撤去に苦労をした。また、敷地が低湿地であり、舟運
で復興局土木工事の残土を運んで、盛り土、造成を行っ
た。公園の設備は競技場、幼年と少年を分けた運動場
が主であり、プールは復興予算の制約で断念した。

9. 東京市の復興小公園

関東大震災の帝都復興事業によって焼失区域に52
箇所の小公園が小学校とセットで新設された。明治大
正期の東京市区改正では小公園の建議は実現しなかっ
たが、帝都復興事業で小公園が一挙に短期間で実現し
たことの意義は大きい。

大正13年3月24日、国施行の復興事業が開始され
始めた時期に、東京市長永田秀次郎から内務大臣水野
錬太郎あてに「公園新設計計画並びに之が事業執行決
定方稟請願」が提出された。大正13年4月26日、復
興局は協議会を開催して検討した結果、区画整理換地
設計として困難、近接地に市区改正公園があるなどの
理由で7箇所を削除し、9箇所を追加し、21箇所の面
積を変更し、合計52箇所の小公園を認めた。

これを受けて、大正13年5月9日、東京市長から
内務大臣宛に「公園新設計画書並びに之が事業執行決
定方稟請願」が提出された。この稟請文書には「東京市
小公園設定に関する説明書」が添付されている。その
内容を要約すると次のようになる。
 ・ 大正13年度〜大正17年度の5ヶ年の都市計画事業

で実施する。

 ・小公園の平均面積は約900坪とする。
 ・小公園は小学校に隣接して設置する。
 ・ 区画整理区域外である佃島公園、月島公園（2公園

月島埋立地）を除いた50箇所は土地区画整理事業と
して執行する。
この東京市の稟請案は特別都市計画委員会に大正

13年5月22日に付議され、審議を経て、大正13年
6月17日に原案通り可決された。そして7月2日に内
閣の認可を得て、7月4日に内務省から告示された。
この告示には「前項の事業の一部は其の年割の範囲内
に於いて土地区画整理事業として之を執行するものと
する」と定めており、原則として復興土地区画整理事
業の中で公園を新設することになった。

帝都復興事業の区画整理では、道路用地や公園用地
となるため、宅地減少率（減歩）が1割未満の場合は無
償で東京市が土地取得し、1割以上の場合は東京市が
補償金を支払い土地取得を行った。

宅地減少率が1割以上の地区では、公園新設のため
に宅地減少率が高くなることを避ける必要が生じた。
そこで、東京市は公園予定地の付近で用地買収を行っ
た（戦後の用語では先行取得と呼ぶ、業界俗語では牛
蒡抜き買収と呼ぶ）。その上で区画整理の換地を行い、
小公園の敷地を確保した。

この結果、東京市の小公園52箇所の内、無償で公
園用地取得は1箇所のみ（上六公園）であり、14箇所
は補償金支払いで公園用地を取得し、34箇所は東京
市の先行買収（換地充当地を買収し、換地として公園
用地を取得）であった。

このことは、実は、区画整理の設計と公園の場所と
大きさがすぐには確定しないことを意味する。その結

月島第一公園の案内リーフレット
表紙はデザインを工夫している。越澤明所蔵。復興小公園52箇所
の全部で公園案内が作成された（筆者は40年前に古書市で一括購
入、北大から引越しの際に多くが行方不明）。公的図書館で52箇
所のリーフレットを収集しデジタル公開してほしいものである。

淡路公園の平面図
淡路公園と淡路小学校は道路で分離して配置された。これは
区画整理で街区の大きさ、換地の都合からこのように分離した
と思われる。越澤明所蔵。
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果、小公園の設計（位置と場所、面積と形状）が何度も
何度も変更する作業が必要になってくる。

そのため、大正14年3月30日から昭和4年12月
14日にかけて小公園の都市計画変更に関する内務省
告示は42回も出されている。このことは、東京市の
公園課にとっては多大な作業であった。何度も設計変
更をして、区画整理委員会にも説明をして、特別都市
計画委員会に関係文書を提出する。

このような膨大な作業が必要になった結果、東京市
公園課のナンバー2（公園課技術掛長）であり、復興小
公園の設計・立案の責任者であり、本多静六の教え子
である大溝勇は体調を悪くし、死去した。過労死であ
ると推測している。

当時の造園界の二大派閥は東京帝大の農学科と林学
科であった。

復興大公園は内務省復興局が担当、明治神宮外苑を
経験し、東大農学科（園芸）、笠原敏郎、折下吉延、佐
藤昌などが中心である。

復興小公園は東京市公園課、明治神宮内苑を経験し、
東大林学科、本多静六、井下清、大溝勇などが中心で
ある。

10. 知られざる荘原信一と大溝勇

これまで建築史と土木史の研究で全く知られていな
い荘原信一という官庁建築技術者がいる。東大建築を
大正12年卒で、同期生は17名という少人数である。
荘原信一は復興局に配属されたが、これは明らかに佐
野利器を行った人事と思われる。

荘原信一は復興局の次は都市計画神奈川地方委員会
に勤務し、国策会社の満洲房産株式会社（満洲国の住
宅公団に相当する）が設立されると、技術部門のトッ
プの建設課長に就任した。例えるならば、満洲住宅公
団建設部長に相当するポストである。戦後は内閣府技
官という経歴である。荘原信一と東大同期生である桑
原英治は神奈川県庁の庁舎建築（トップは佐野利器）を
担当し、その後、満洲国に派遣され、笠原敏郎建築局
長の下で庁舎建築の責任者となった。

佐藤昌は次のように証言する（聞き手は越澤明）。
「錦糸公園の設計は荘原信一さんだろうと思うんで

すね。それから浜町公園に造ったコンドルの四阿も荘
原さんですよ。非常に絵がうまい人で、本当のデザイ

ナーですね。非常に上品な人です。僕はしょっちゅう
荘原さんと将棋をさしていましたよ。」

さらに、佐藤昌によると、復興橋梁のデザインにも
荘原信一は関わっていたという。今後の建築史・土木
史研究で掘り起こしをすべき人として、本稿で記載し
ておく。

復興橋梁に関わった建築技術者は山口文象（1902
〜1978）がこれまで知られている。しかし、山口文
象は東京高等工業学校附属職工徒弟学校（現・東京工
大附属高校）という学歴である。中央官庁では技術者
の学歴と職種階層の違いの差が厳しい。復興局では建
築デザインに優れた東大卒の建築技術者がいたはずで
あり、荘原信一はその1人である可能性がある。

東京市が担当した52箇所の復興小公園は東京市公
園課の井下清課長が中心となり推進して実現したこと
は良く知られている。

関東大震災の前に、大正10年、後藤新平市長は都
市の緑を重視して公園課を設置した（全国の大中都市
の中では最も早い）。課長は事務系の江馬建である（後
に浅草区長）。当時の東京市では本庁課長から区長に異
動が出世コースであった。関東大震災後、復興小公園
は東京市が主体で計画立案と事業実施するになったた
め、公園課が拡充された。技術系の課長が必要である
と永田秀次郎市長が認識し、井下清を課長に抜擢した。

大正13年3月、東京市公園課のナンバー2である
技術掛長というポストには、井下清より五歳年下で、
俸給は井下課長と同じという待遇で国家公務員（内務
省の採用）である大溝勇（東京帝国大学林学科卒）が配
属された。東京市の公園課の職員の大半は造園施工、
植栽管理の実務者であり、帝大卒の技術者は1人もい

東京市公園課の技術掛室、場所は三菱丸の内六号館
大正13年7月29日撮影、前列右端が大溝勇掛長。『神園』
25号。中澤慶人（大溝勇の曽孫）所蔵。
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なかった。井下清の次の公園課長に就任することが予
定されていることが、復興局と東京市では誰が見ても
分かる人事である。

大正14年7月、井下清は外遊を命じられた。技術
系課長が外遊できることは異例であり、井下清の仕事
に対する評価が東京市長には高かったためと推察され
る。しかし、井下清が外遊している時期は、区画整理
と連動して復興小公園の計画とその頻繁な修正作業が
最も多忙を極めていた時期である。その激務がたたり、
昭和3年6月、大溝勇は在職中に肺炎で急逝した。享
年38歳である。

大溝勇という公園技術者の存在はこれまで前嶋康彦
著を含めて東京都公園協会の刊行物では名前が記載さ
れてない。造園史・公園史のさまざまな著作でも名前
が記載されず、忘れ去られた人である。

大溝勇は本多静六の愛弟子であり、明治神宮造営局
林務課に勤務し、中堅幹部として評価が高かった。そ
の後、北海道庁に転勤後、関東大震災の復興のために
東京に呼び戻され、東京市公園課の技術掛長に就いた。
この人事は東京市長の永田秀次郎、大溝の上司であっ
た帝都復興院副総裁の宮尾俊治、帝都復興院参与の本
多静六が相談した結果と思われる。

昭和7年10月19日、日比谷公会堂で「東京市公園
制定六十年祭」が開催された。登壇は三名である。挨
拶は永田秀次郎市長、報告は井下清公園課長、講演は
本多静六林学博士である。このことからも、東京市の
復興小公園の計画には本多静六の影響力が大きかった
ことが判明する。

明治神宮史を専門とする今泉宜子博士（明治神宮国

際神道文化研究所主任研究員）のもとに大溝勇のお孫
さんが尋ねたことがきっかけとなり、今泉宜子氏、お
孫さん、越澤明で大溝勇研究会を行い、その結果、大
溝勇の果たした役割が判明してきたため、『神園』誌で
資料として公開した。
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方法」『東京人』2023年9月号、特集関東大震災百周年。
13） 『東京市公園概況』東京市（昭和5年3月と推察）、『東京市公

園概況』東京市、（昭和7年10月と推察）、全18頁。『東京
市公園制定六十年祭』東京市役所、昭和7年10月19日、
全9頁。『公園六十年』東京市役所、昭和7年10月、全22頁。

14） 川本昭雄『隅田公園』東京都公園文庫、東京都公園協会、
1981年。前島康彦『東京公園史話』東京都公園協会、平成
元年。154〜172頁が帝都復興公園。

15） 小川陽一「後藤新平と棚田嘉十郎生誕150周年記念に思う」
『新都市』2007年11月号。

16） 今泉宜子、中澤滋子・青木洋子「明治神宮造営局技手・大
溝勇　写真資料目録」、越澤明「大溝勇の業績と本資料の意
義」『神園』第25号、明治神宮国際神道文化研究所、令和3
年5月。

井下清課長外遊送別会、第三台場にて、大正14年7月19日
東京市公園課の雇人も含めた全員と推定。同一写真が『井下清先生
業歴録』（昭和49年刊）で掲載され、「井下課長歓迎会（大正15年7
月）」と記載されているが、これは誤記であることが判明した。『神園』
25号。中澤慶人（大溝勇の曽孫）所蔵。
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本号でご紹介した太政官公園。本ページと併せてご覧ください。

日本の公園150年史（５）  緑地計画と大緑地【P10 ～17】

東京緑地計画　環状緑地帯・大公園・行楽道路　計画図（昭和14年4月報告）
昭和7年10月に設置された東京緑地計画協議会は、昭和14年4月、内務次官に東京緑地計画大綱を
報告した。その内容は首都50キロ圏の環状緑地帯、大公園、行楽道路であった。環状緑地帯の拠点と
して6大緑地が昭和15年3月に都市計画決定され、事業が開始された。
出典『公園緑地』3巻2・3合併号、昭和14年3月、日本公園緑地協会。

東京防空空地及び空地帯図（昭和18年3月指定）
昭和17年、防空法にもとづき東京と大阪で防空空地と空地帯が計画され、昭和18年3月に実際に指定
された。半径15キロの位置に外環状空地帯は東京緑地計画の環状緑地帯を継承している。新たに半
径10キロメートルの位置に内環状空地帯を指定し、下町では隅田川が空地帯の役割を果たしていた。
出典『公園緑地』7巻4号、昭和18年6月、日本公園緑地協会。

	太	政	官	 公	園	リ	レ	ー
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小金井緑地内の国民錬成所（昭和16年）
昭和16年、小金井緑地のうち敷地9万坪
が文部省直轄の国民錬成所となり、紀元
二千六百年式典の式殿を移築した。昭和
20年～26年、東宮仮御所（皇太子御学問
所）と学習院中等科となった。その後、こ
の敷地は東京都の武蔵野郷土館を経て、
江戸東京博物館たてもの園となった。
出典『公園緑地』5巻10号、昭和16年11
月、日本公園緑地協会。

満洲国の国都建設計画（1932 年決定、1937 年完成）
1932年～1937年、国都建設計画（新京の都市計画）が満
州国政府の直轄事業として実施された。公園緑地は折下
吉延が指導し、河川沿い帯状公園がつながる公園系統と
した。1938 年から公園緑地は佐藤昌（戦後、日本公園緑
地協会会長）が新京特別市公園科長として担当し、公園緑
地の拡充を進めた。郊外の河川沿い、環状道路沿い、水源
地は緑地域（グリーンベルト）とした。『公園緑地』3 巻 4・
5合併号に新京の緑地計画図が掲載されているが、より
鮮明な越澤明所蔵図を掲載する。
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1. 大都市の膨張と大緑地

大正12年（1923年）9月に関東大震災が発生したが、
東京と横浜の帝都復興事業は昭和5年（1930年）3月
に完成した。大正末期から昭和初期にかけて東京、横
浜、名古屋、京都、大阪、神戸の六大都市では郊外電
車が敷設され、郊外の都市化が進展し、人口が増加し、
郊外の町村が母都市に合併され、市域が拡大し、大都
市が形成された。

昭和初期の1930年代に、大都市の成立と大都市の
膨張に対応した新たな都市政策が必要となった。それ
が環状緑地帯（グリーンベルト）の計画であり、その拠
点に大緑地（自然を生かした大規模な公園）を新設する
ことであった。

環状緑地帯の計画は東京、川﨑・横浜、名古屋、大
阪で計画された。大緑地は民有地を用地買収するため、
農村集落や良好な農地は避けて選定し、雑木林、生産
性の低い農地、河川沿い低地、沼地、溜池などからま
とまった範囲を都市計画緑地として決定した。

都市計画決定と同時に都市計画事業も決定されたこ
とが多く、直ちに、事業が開始され、数年間で用地買
収をほぼ終えていた。本号の表紙とグラビアで東京と
大阪の緑地計画図を掲載した。

大緑地の趣旨から自然地形を生かした粗造成であ
り、戦時中の食糧増産のため活用された場所も多い。
東京の小金井緑地の一部には文部省教学局の国民錬成
所が新たに建設された。この組織は現在の国立教育政
策研究所の前身である。国民錬成所の建物は戦後は、
皇太子御学問所となり、学習院中等科の校舎として活
用された（本号のグラビアを参照）。この土地は都立の
武蔵野郷土館を経て現在は江戸東京博物館たてもの園
として活用されている。

戦後になると、自作農創設のために、買収済みであっ
た大緑地が農地解放の対象となってしまい、残念なこ

とに大緑地の範囲がかなり縮小してしまった。
しかし、今日、東京の砧公園、舎人公園、水元公園、

小金井公園、川﨑の等々力緑地、生田緑地、横浜の保
土ヶ谷公園、三ツ池公園、名古屋の庄内緑地、大高緑地、
牧野ケ池緑地、大阪の鶴見緑地、服部緑地、久宝寺緑地、
尼崎の西武庫公園（大幅に縮小）、北九州（小倉）の三
萩野公園など、大都市圏の郊外に大公園を誕生させる
という大きな成果をあげた。

また、大緑地の一部は砧公園では世田谷清掃工場、
中央卸売市場世田谷市場、国立病院、東名高速などの
用地となり、舎人公園の地下には舎人ライナー車両基
地が建設され、大阪の鶴見緑地はゴミ処分埋立場とし
て使用されるなど、戦後、必要となった新たな公共施
設の用地として活用されたことも大緑地の効果であ
り、公共的な多目的保留地としての役割ともいえる。

以上のような点から昭和10年前後の環状緑地帯と
大緑地の事業は日本公園150年史の中では画期的な緑
の都市政策、社会資本整備であったと評価できる。

2. 大東京の誕生と東京の都市計画

昭和7年（1932年）10月、東京市に隣接する五郡
の82町村が東京市に合併され、東京市35区が誕生し、
東京市の面積は6倍に拡大した。昭和11年10月、千
歳村・砧村も合併され、今日の東京23区の範囲となっ
た。この合併の範囲は、実は、大正9年（1920年）4
月に決定された東京都市計画区域（東京駅から半径16
キロメートルの範囲）とまったく同一であり、都市計
画法の適用が大東京の合併範囲を議論する決め手と
なった。

この時期、東京都市計画として次のような新たな施
策が実施された。昭和2年（1927年）8月、東京都市
計画区域の全域を対象として郊外部に都市計画街路網
が決定された。環状6号（山手通り）、環状7号、環状

越澤 明  北海道大学 名誉教授 / 一般社団法人日本公園緑地協会 研究顧問
Akira KOSHIZAWA（Professor Emeritus, Hokkaido University ）

日本の公園150年史（5）
緑地計画と大緑地
Regional Green Belt Plan and Large Green Parks
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8号をはじめとして放射環状の幹線道路、その間に編
み目のように補助線の街路が決定された。

郊外の組合施行の区画整理は、大正13年5月、目
黒小川柳町（中目黒・池尻大橋の一帯、約41ヘクター
ル）が最初であり、同年10月に大崎桐ヶ谷（約33ヘ
クタール）、世田谷荏原第一（約94ヘクタール）が都市
計画法にもとづき認可された。東京では遠距離の郊外
に組合区画整理が立ち上がり、実施されていく。近距
離の郊外では区画整理が実施されないまま宅地化し
て、木造密集市街地となったことが多い。

風致地区の指定は大正15年（1926年）9月、明治
神宮風致地区が最初である。都心型の風致地区はこの
1地区のみであり、その後は、郊外の湧水池、河川沿い、
武蔵野の雑木林など水緑の景観がよい場所が選定され
た。

昭和5年（1930年）5月、洗足、善福寺、石神井、
江戸川の4地区、昭和8年1月、多摩川、和田堀、野方、
大泉の4地区が都市計画決定された。この指定を担当
したのは横山信二（都市計画東京地方委員会技師、東
大農学卒1921年卒、1939年病死、北村徳太郎と同
期生）である。

3. 東京緑地計画協議会の大臣報告

1910年代、1920年代、ロンドン、ニューヨーク
など欧米でも大都市が成長した。グレイター・ロンド
ンという言葉が使用され、日本語では「大ロンドン」と

訳された。これに習って日本でも大東京、大大阪（だ
いおおさか）、大名古屋などの言葉が誕生した。

昭和7年（1932年）10月10日、内務省は都市計画
地方委員会（会長は内務次官）内に、東京緑地計画協議
会（会長は内務次官）を設置し、東京緑地計画の調査立
案を開始した。その計画対象範囲は東京、神奈川、埼玉、
千葉の1府3県、東京50キロメートル圏、96万ヘクター
ルという広大なエリアであった。

4回の協議会、5回の特別委員会、16回の幹事会を開
催しており、協議会の議題は次のようであった。詳細は

『公園緑地』の各特集号、佐藤昌の大著に記載されている。

昭和８年１月、東京市における風致地区の指定
出典：『東京府風致地区改善施設概要』東京府土木部。越澤明所蔵。

昭和７年１０月、東京緑地計画の区域
第１回東京緑地計画協議会で決定。首都圏計画のルーツ。

出典：越澤明『東京都市計画物語』

欧米の広域緑地計画の実例、ボストン1912年
出典：John Nolen, “City Planning”, D.Appleton and Company,1916, 
1929 Second Edition, p167.  越澤明所蔵。ジョン・ノーレンは日
本では無名であるが、草創期アメリカ都市計画の主要人物の１人。
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 ● 緑地の分類に関する事項
　 普通緑地（公園、行楽道路、墓苑、公開緑地、共

用緑地、遊園地）
　生産緑地（農業、林業、牧野、漁業地区）
　緑地に準ずるもの（庭園、保存地、景園地）
 ● 緑地計画区域に関する事項
 ● 緑地の基準に関する事項
 ● 緑地計画案の作製に関する事項
 ● 緑地の実現に関する事項
 ● 東京緑地計画　行楽道路（89路線）
 ● 東京緑地計画　景園地（37ヶ所）
 ●  東京緑地計画　環状緑地帯（延長72キロメートル、

幅2キロメートル、面積4120万坪 =1万4千ヘ
クタール）

 ●  東京緑地計画　大公園（普通公園19ヶ所、運動公
園19ヶ所、自然公園2ヶ所）

鋭意、調査研究を重ねた結果、昭和14年（1939年）
4月22日、都市計画東京地方委員会会長・内務次官
館哲二から内務大臣木戸幸一あてに「東京緑地計画に
関する件報告」を行い、成案を提出し、協議会は解散
した。この報告文には東京緑地計画協議会に取り組ん
だ理由と意図が記されているため、全文を引用する。
「東京市及び其の近郊に於ける市街地の膨張、発展

に伴い、緑地、空地は日々侵蝕さられ、自然の景勝風
致は年と共に壊滅の途を辿りつつあり。市民の保健、
衛生上は勿論、防空、防火其の他、保安上或いは情操
教育上より観るも、頗る憂慮に堪えざる状態に有之候
に付いては、東京市及び其の付近に於ける緑地の保存
ならびに育成に関する計画を樹立せんが為に、昭和7
年10月、都市計画東京地方委員会内に『東京緑地計画
協議会』を設立し、関係記各官公署職員ならびに学識
経験者等の労力を得て、鋭意調査研究を重ねたる結果、

今回別冊の通り、東京緑地計画に関する成案を得たる
次第に付き、之が実現上法令の制定其の他に関して格
別の御高配相煩わせ度、此の段報告旁々及び御依頼候
也り。」（カタカナを平仮名に直し、適宜、句読点を加
えた。）

東京緑地計画の環状緑地帯（幅2キロメートル）は東
京市の外周部に設定され、そこから石神井川、善福寺
川など河川沿い低湿地に楔状に緑地帯が市街地内に入
り込むように配置されている。この緑地帯のうち拠点
箇所は、実際に都市計画緑地として決定され、都市計
画事業としても決定され、農地、雑木林、低湿地など
民有地の用地買収が開始された。

東京緑地計画は日本の国土計画・地方計画（リージョ
ナルプラニング）の始まりと言える。東京緑地計画は
日本政府が初めて府県を超えて政策立案を行った地方
計画であり、産業立地（工業分散）、水資源、道路など
よりも政策検討が早い。

4. 東京緑地計画の推進者

東京緑地計画を発案・推進したのは、内務省の事務
官僚では大臣官房都市計画課長の飯沼一省（昭和6〜9
年在職）と松村光麿（昭和9〜11年在職、昭和12〜
15年は内務省計画局長）という都市計画に理解がある
2人の大物官僚であった。

飯沼一省（1892〜1982年、その後、神奈川県知事、
内務次官、最後の官選の東京都長官）は歴代の内務省
都市計画課長の中では初代課長池田宏と並んで都市計
画に深く傾倒した。飯沼一省はイギリスの田園都市、
欧米の地方計画に関心が強く、著書『都市計画の理論
と法制』（昭和2年）、『地方計画』（昭和8年）は、都市
計画行政の関係者にとって必読の専門書であった。戦
後は長らく都市計画協会会長を務めた。

松村光麿（1894〜1970年、その後、神奈川県知事、
東京府知事、戦災復興院次長、公職追放）は、昭和12
年4月の防空法公布に合わせて内務省の都市計画行政
を強化し、昭和12年10月、大臣官房都市計画課を計
画局に格上げした（庶務課、都市計画課、防空課の３
課で）。昭和14年7月に、計画局に第一技術課、第二
技術課を新設し、本省の技術官僚が課長に昇任できる
ようにした。また、道府県庁の都市計画課長（従来は
書記官のポスト）に技師が就任する道を拓いた。この

『公園緑地』創刊号、昭和１２年１月。
事務局は内務省都市計画課に置かれた。越澤明所蔵本。
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昭和15年３月、東京の緑地（６大緑地）の決定
緑地計画図と昭和15年の現況写真は砧、舎人、水元、神代の４箇所を掲載した。
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結果、野坂相如が神奈川県都市計画課長に就任できた。
松村光麿は昭和15年4月、都市計画法改正で、都

市計画の目的に「防空」を加え、都市計画施設に「緑地」
を追加することを実現させた。この結果、防空法によ
る国庫補助を実現することになり、全国各地で都市計
画緑地、都市計画公園が国庫補助で都市計画事業が開
始されることに大きく貢献した。戦後、都市計画協会
を創設して理事長を務めた。

佐藤昌（初代の建設省都市局施設課長、日本公園緑
地協会会長）は自著『公園文化の歴史〜公園文化を築い
た人々』（日本造園修景協会、昭和60年、非売品）で、
飯沼一省、松村光麿、新居善太郎（昭和16〜18年内
務省国土局長）に対して、「三氏は内務省上層部にあっ
て公園を推進した三偉人ということが出来る」と記し
ている。

緑地の理論化、制度化を推進した技術官僚は、内務
省都市計画課（昭和16年から国土局計画課という名称）
に28年間在職し、公園担当の主任技師であった北村徳
太郎（1895〜1964年）である。昭和11年、北村徳
太郎は公園緑地協会（現在の日本公園緑地協会の前身）
を創設し、雑誌『公園緑地』を発刊し、専門性のある論
考も掲載し、日本国内に加えて海外の公園緑地の情報
も積極的に紹介し、都市計画・公園緑地の専門的・学
術的な発展と理論化に貢献した（詳しくは、『生誕百年
記念　北村徳太郎公園緑地論集』の序文、解題を参照）。

北村徳太郎は戦災復興院が設立されると、計画局施
設課長に就任したが、これは現在の国土交通省都市局
公園緑地・景観課長の初代に相当する。退官後、母校

の東京大学農学部教授に就任した。平成5年（1993年）、
郷里の米沢市では北村徳太郎を顕彰して市役所の筋向
かいに北村公園が新設された。また、1995年『生誕
百年記念　北村徳太郎公園緑地論集』が刊行された。

5. 防空法と紀元2600年

内務省の都市計画を担当する組織は1922年5月、
大臣官房都市計画課から都市計画局に格上げとなった

（庶務課、第一技術課、第二技術課）。しかし、1923
年12月、帝都復興事業に人員を割くため、大臣官房
都市計画課に逆戻りしていた。しかし、1937年4月
に防空法が公布され、1937年12月に防空法が施行
され、都市の不燃化（建物の防火改修、消防水利）と防
空緑地が重要な国策となり、内務省の都市計画行政は
再び局に格上げとなることで、1937年12月、内務
省に計画局が設置された（庶務課、防空課、都市計画
課の三課、その後、第一技術課、第二技術課が増設）。 

大物官僚である防空課長亀山孝一（1900〜1970年、
内務官僚、その後、厚生次官、衆議院議員）は、防空
法による国庫補助を大蔵省に認めさせることで、大緑
地の実現化を発案した。亀山孝一は大緑地を財政面で
実現に導いた立役者であるが、亀山孝一の功績は昭和
史・政治史でも都市計画・造園学でも全く知られてい
ない。

当時、都市計画事業に対する国庫補助は大災害の復
興事業に限定されていた。飯沼一省課長が大蔵省に折
衝して平時の都市計画街路に対する国庫補助を導入し

昭和17年1月、東京の緑地（中緑地）の決定
14箇所のうち、和田堀、善福寺、石神井、上板橋、駒沢、西新井、宇喜田、浮間、奥戸の9箇所を掲載した。

14 公園緑地　Vol.84  No.3  2023 特別連載
- 115 -



たが、予算額はわずかであった。平時の都市計画公園
に対して大蔵省が国庫補助を認める見込みは全くな
かった。大正・昭和初期の公園新設は府県市町の単独
予算の事業であり、博覧会開催や御大典と関連させて
公園が新設されたことが多いのは国庫補助がなかった
ためである。

この亀山孝一の発案に対して北村徳太郎は最初は反
対したが、これに対して亀山孝一は「お前、そんなこ
とを言っても予算が取れないんだから」と諭した（越澤
明『東京の都市計画』164〜166ページ）。当時の予算
折衝は内務省では課長が自ら大蔵省幹部と行ってい
た。亀山孝一の実力で防空緑地の国庫補助が実現した。
その結果、大緑地、中緑地が新たに都市計画決定され、
防空大緑地、防空中緑地として位置づけた。既決定の
小公園も防空小緑地として位置づけた。

この結果、防空法の国庫補助を受けることで、緑地、
公園の用地買収が東京、川崎・横浜、名古屋、大阪（尼
崎を含む）、小倉などで開始され、1945年までにほ
ぼ買収を終えていた。公園緑地の開設のために民有地
の用地買収を都市計画事業として実施したことは、日
本の公園150年史では、この時期のみであったことは
特記すべきである。

東京府では紀元2600年（昭和15年、1940年）を
記念する事業として、大緑地７箇所の用地買収・造成
整備の予算を議決した。この結果、東京府予算と国庫
補助を合わせて、東京の6大緑地（砧、舎人、水元、
小金井、神代）の用地買収が短期間で実現した。１箇
所（大泉緑地）は陸軍からの緊急要請で大緑地から首都
防衛のための飛行場（成増陸軍飛行場）に変更された

（現在の光が丘）。

関東大震災後の東京における都市計画公園の決定は
昭和13年（1938年）8月、5箇所（東品川、西巣鴨、
荏原、小豆沢、南千住）、大正末期に都市化が進み、
公園がほとんど無い近距離の郊外地であった。その後、
次のように緑地と公園の都市計画決定が実行された。

　昭和15年3月、緑地（大緑地６箇所）
　昭和15年６月、公園（防空小緑地）、
　 昭和17年１月、緑地（防空中緑地14箇所、洗足

緑地、和田堀緑地、石神井緑地、宇喜田緑地など）、
　 昭和18年8月、緑地（防空中緑地７箇所、祖師ヶ

谷、妙正寺、赤塚、東澄江など）
　昭和20年１月、緑地（防空中緑地１箇所、堀江）
この結果、昭和13年〜昭和20年に、都市計画公園

は合計で122箇所（279ヘクタール、国庫補助は防空
小緑地）、都市計画緑地は合計で28箇所（1428ヘク
タール、国庫補助は防空大緑地と防空中緑地）が決定
され、都市計画事業と用地買収が実行された。

６．大阪と名古屋の環状緑地帯

大阪の環状緑地帯は内務省本省から木村英夫（1909
〜2001年、東大農学卒、後に建設省計画局施設課長、
佐藤昌課長の後任）が出張して、4大緑地の適地を都
市計画大阪地方委員会（事務局は大阪府庁内、幹部職
員は大阪府職員を兼務）と共同で選定した。

昭和9年に急死した大屋霊城の後任である森一雄
（1890〜1968年、東大農学卒、明治神宮造営局林
苑務課、大正13年から都市計画庫地方委員会技師、
昭和9年〜16年大阪府に在職）によって大阪緑地計画
が策定された。

昭和16年11月　大阪都市計画緑地の内閣認可、国立公文書館所蔵
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大阪緑地計画（本号の表紙に掲載）は郊外の府営公園
である箕面公園、枚岡公園、住吉公園、浜寺公園を緑
地帯に取り込みながら、市内の長居公園、郊外の4大
新設緑地、飛行場（伊丹と八尾）、練兵場（現・東大阪
流通センター）を緑地帯の中に配置して、水準が高い
緑地計画をつくりあげた。

大阪緑地計画の決定日・告示日は、既存の複数の刊
行物では不一致があった。そこで、『久宝寺緑地開設
50年記念誌』で総論を執筆する際に、国立公文書館を
原資料を当たった結果、内閣総理大臣東條英機の決裁
文書を発見することができ、次の経緯が判明した。

　 昭和16年9月29日、都市計画大阪地方委員会で
議決

　 昭和16年10月27日、内務大臣から内閣総理大
臣あて、内閣認可の閣議を請う

　 昭和16年11月8日、内閣総理大臣の決裁、内閣
認可

　 昭和16年12月3日、内務省告示、内閣認可を告
示

鶴見緑地は大阪市が施行し、服部緑地、久宝寺緑地、
大泉緑地は大阪府が施行するよう分担した。大阪市は
大阪府を退官した森一雄が大阪市公園課長（その後、
緑地課長に改組）に迎えられ、長居公園、鶴見緑地の
事業を推進した。

大阪府では三大緑地の整備を担当する大阪府緑地建
設工営所が新設されて、井本政信（1894〜1957年、
東大農学卒、復興局で横浜を担当し、横浜市初代公園
課長）が工営所長に就任しており、部下には楫西貞雄
がいた。

名古屋の環状緑地帯の立案は井本政信（当時は都市

計画愛知地方委員会技師）が担当し、部下には森堯夫
（東大農学卒、後に建設省公園緑地課長、木村英夫課
長の後任）がいた。井本政信の後任は田治六郎（1904
〜1975年、東大農学卒、その後、佐藤昌の後任で新
京特別市公園科長）である。田治六郎は戦後は大阪市
公園課長、公園部長となり、大阪万博日本庭園を設計
監理した。

このような公園緑地の技術官僚、実務者について詳
しく書いている理由は、90歳頃の佐藤昌先生から私
あてに、戦前の都市計画地方委員会時代の公園緑地を
担当した技師は知られていないため、君で書いて欲し
いと、資料を渡され、託されたことがあったためであ
る。

川崎・横浜の環状緑地帯と大緑地、また、名古屋の
環状緑地帯と大緑地については、詳しくは次号で取り
上げることにする。

関東大震災の復興公園の責任者であった折下吉延
（復興局建築部公園課長）は、十河信二（満鉄理事、元
帝都復興院経理局長）の招きで大連に居を構えて、関
東州（大連）と満洲国（新京、哈爾浜、奉天、鞍山など）
の都市計画、公園緑地を助言した。佐藤昌を始めとし
て復興局と東大農学部の弟子たちが関東州と満洲国に
中堅幹部として派遣された。新京の都市計画（国都建
設計画、グラビアを参照）では公園系統と緑地計画が
実現している。

昭和15年12月、名古屋の大緑地の決定
名古屋の都心から１０キロのライン上に等間隔で計画された。

接続道路、連絡道路、ハイキングコースが同時に計画されている。

大阪の環状緑地帯と大緑地（部分拡大）
久宝寺緑地が大阪緑地計画の中枢であることが判断できる。
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7. 東京の緑地と防空空地帯

関東大震災後に復興公園（大公園3箇所、小公園52
箇）が都市計画決定され、すべて実現した。その次の
東京における都市計画公園の決定は昭和13年（1938
年）8月、5箇所（東品川、西巣鴨、荏原、小豆沢、南
千住）、約3万坪であり、いずれも大正末期に都市化
が進み、公園がほとんど無い近距離の郊外地であった。

この時期から、東京緑地計画で位置づけた大緑地の
具体化、防空法による国庫補助の実現、都市計画法改
正で「緑地」を位置づけるなど、政策が動き始めたこと
から、昭和15年6月、昭和15年8月、昭和17年1月、
昭和20年1月という合計4度の追加決定が行われた。

この結果、昭和13年〜昭和20年に、都市計画公園
は合計で122箇所（279ヘクタール、国庫補助は防空
小緑地）、都市計画緑地は合計で28箇所（1428ヘク
タール、国庫補助は防空大緑地と防空中緑地）が決定
されており、都市計画事業が着手され、用地買収が実
行された。

最後に、昭和10年代の大緑地と防空緑地による公
園事業に関して記録刊行物は少ない。東京都公園協会
は東京公園文庫シリーズで六大緑地の個別小冊子を刊
行したが、全体像の記録誌は刊行していない。神奈川
県・川﨑市・横浜市は記録誌を作成していない。『名
古屋公園100年のあゆみ』（名古屋市みどりの協会、
2010年）では大緑地に関する記載が殆どない。大阪
では府営久宝寺緑地の指定管理者が詳細な記録誌を発
刊しており、越澤明も総論歴史を執筆した。西武庫緑
地は元兵庫県公園課長 辰巳信哉氏が自署を出版した。
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日本の公園150年史（６）名古屋、川崎、横浜の環状緑地帯と大緑地
【P5 ～13】をご覧ください。

名古屋の都市計画は街路と組合区画整理をセットで推進
し、石川栄耀技師（東大土木卒）が担当した。公園は狩野力
技師（東大農学卒、名古屋市初代公園課長）が立案した。東
山公園は大緑地の先駆的な実践例であることが判明する。
本図は昭和初期に愛知県庁が作成。越澤明所蔵。 名古屋の都心から10キロのライン上に等間隔で計画され

た。接続道路、連絡道路、ハイキングコースが同時に計画
されている。愛知県都市計画課の真坂忠蔵課長（内務官僚、
事務官）、田治六郎技師（東大農学卒）、森堯夫技手（東大農
学卒）が立案した。計画された大緑地は昭和20年迄に用
地買収を終えていたが、戦後、農地解放の対象となり公有
地が減少した。骨格は名古屋郊外の大規模な緑地公園と
して誕生した。
出典『公園緑地』4巻12号、昭和15年12月、日本公園緑地
協会

関東大震災の復興公園の後では、横浜市における本格的な
新設公園は岸根公園が最初である。
出典『公園緑地』4巻3号、昭和15年3月、
日本公園緑地協会

名古屋の都市計画街路・公園・区画整理図

昭和15年12月、名古屋の大緑地の決定

昭和15年、横浜の岸根公園
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川崎、横浜、名古屋の大緑地の現在の姿を航空写真で示す（日本公園緑地協会の編集）。
現在の都市計画公園（緑地）の区域線を赤で記載した。公園（緑地）の周囲はすべて宅地化した。
昭和10年代の大緑地の決定が、今日、大きな緑の財産を残したことが判明する。
保土ヶ谷緑地は都市計画決定が廃止された箇所でも緑が斜面緑地として現存している。
出典：国土地理院　空中写真に日本公園緑地協会にて作図

川崎市立の生田緑地と等々力緑地

横浜市、県立保土ヶ谷公園と県立三ツ池公園

名古屋市、愛知県立の大高緑地と牧野ヶ池緑地
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1. 昭和10年代に緑地・公園が飛躍的に進展

昭和10年代に全国で都市計画決定された公園、緑
地、広場が飛躍的に増加した。その原因と理由は次の
4点であった。

第一は、政策論・計画論の確立である。内務省が設
立し、昭和7年〜14年に活動した東京緑地計画協議
会の結果、大都市圏の緑の政策が包括的に具体的に検
討された。大都市の膨張に対する土地利用として環状
緑地帯が計画され、また、民有地を公有地化し、緑の
公共施設として整備する大緑地が具体化、事業化した。

第二は、法制度の充実である。昭和15年4月の都
市計画法改正で、都市計画施設には従来の「公園」に加
えて新たに「緑地」が加わった。この結果、都市化や宅
地造成が開始される前の段階で、農地・山林・景勝地
の状態のままで都市計画緑地を決定することが可能と
なり、都市計画決定された緑地、公園、広場などに対
して建築制限が可能となった。

従来は、都市計画決定された都市計画施設区域内で
の建築制限は街路（用地買収前の民有地、街路予定地）
のみであった。昭和15年4月の法改正後は、都市計
画決定された公園、緑地、広場に対しても用地買収前
の民有地の段階で建築制限が可能となり、都市計画で
認可された区画整理区域内でも建築制限が適用され、
建築物は知事の許可制となった。

第三は、昭和15年都市計画法改正で、都市計画の
目的に「防空」が追加された。この時代の防空と現代の
防災は実質的には殆ど同じ内容の政策である。都市計
画の目的に防空（= 防災）が確立し、都市計画施設に緑
地が加わった結果、都市の緑とオープンスペースの目
的は従来からの国民大衆の慰楽と健康に加えて、防空

（防災）という新たな政策目標と役割が誕生した。
第四は、国の国庫補助の確立である。従来は、大蔵

省が認めてきた都市計画事業への国庫補助は帝都復

興、函館大火、三陸津波など災害復興に限定されてき
た。平時の都市計画事業に対する国庫補助は街路事業
のごく一部で認められた。しかし、大蔵省は平時の公
園事業に対する国庫補助は認めなかった。

これに対して防空法（昭和12年公布）による国庫補
助という方式（防空緑地）を大蔵省が認めたため、昭和
14年度から六大都市および北九州の緑地事業（小公園）
に対して国庫補助が実現し、昭和15年度から東京、
大阪、名古屋、横浜、川崎の5都市の大緑地の事業に
対して国庫補助が開始された。

昭和10年代の全国各地の緑地計画と大緑地につい
て、佐藤昌の大著『日本公園緑地発達史』では東京と大
阪に関する記述が主である。また、『日本公園百年史』
は、佐藤昌の大著に掲載された全国都市計画緑地一覧
表（昭和15年3月〜昭和18年11月）を転載しているが、
各緑地の具体的な記述まではしていない。

3年半という短い期間で全国17都市で、65箇所の
緑地が都市計画決定され、その面積は3,903ヘクター
ルという膨大なものであった。このことは日本の公園
緑地の歴史の中でも特筆すべきことであった。
「日本の公園150年史」の連載（5）「緑地計画と大緑

地」では東京緑地計画協議会、東京と大阪を中心にし
て取り上げた。連載（6）では名古屋、川崎、横浜の環
状緑地帯と大緑地、防空法の国庫補助による公園事業
について、国立公文書館の公文書、戦前期の『公園緑
地』、その他の行政刊行物、戦後の関係者の回想録な
どをもとにして、全体像を俯瞰することにする。

なお、関係する自治体（東京都、川崎市、横浜市、
神奈川県、名古屋市、愛知県、大阪市、大阪府）では
昭和10年代の緑地・公園の都市計画決定や事業実施
について、また、戦後の農地解放による公有地の大幅
削減について、その後の公園緑地事業の再開と民有地
の再買収について、全体経過に関する記録誌は刊行さ
れていない。

越澤 明  北海道大学 名誉教授／一般社団法人日本公園緑地協会 研究顧問
Akira KOSHIZAWA（Professor Emeritus, Hokkaido University）

日本の公園150年史（6）
名古屋、川崎、横浜の環状緑地帯と大緑地
Green Belt Plan and Large Green Parks in Nagoya, Kawasaki and Yokohama
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大緑地の事業主体が県施行と市施行に分かれていた
ことも原因となったのか、資料も散逸し、全体像を俯
瞰した記録や研究はこれまで存在していない。個別の
緑地誌として『久宝寺緑地開設50年記念誌』が刊行さ
れたことが目立つぐらいである。

本連載（6）では広島（二葉山、茶臼山など4箇所）、
北九州（帆柱山、中央緑地の2箇所）、立川（日野、榎
戸弁天、国分寺など7箇所）、松本（筑摩など3箇所）、
大分（上野ヶ丘、1箇所）などで決定された都市計画緑
地については記載を割愛する。なお、都市計画決定さ
れたという史実を示すために、国立公文書館の公文書
から大分都市計画上野ヶ丘緑地について、公文書の一
部分を抜粋して掲載する。

2. 名古屋の公園計画と狩野力

大正8年に都市計画法が制定された後、昭和10年
までの時期を見ると、都市計画法を適用した都市では、
先ず、都市計画区域を決定し、次いで街路の都市計画
を決定することが多かった。しかし、公園の都市計画
決定まで実行する都市は下記のように少なかった。

大正13年東京と大正14年横浜の都市計画公園は帝
都復興事業の復興公園である。昭和9年函館は大火復
興計画の公園である。これに対して、平時における全
市の公園計画は、大正15年名古屋が全国初であった。
次いで、昭和3年大阪（昭和8年に追加決定）、昭和4
年岐阜、昭和5年長野、昭和8年鹿児島で都市計画公
園が決定された。岐阜、長野、鹿児島の公園計画は記
録や研究は殆ど見かけない。また、富山、京都、長崎

は個別の公園であり、全市の計画は未策定であった。
以上のことから、大正15年1月に都市計画決定さ

れた名古屋の公園計画は、日本の公園150年史にとっ
て重要な意味を持っている。その立案者は都市計画愛
知地方委員会の技師、狩

か の う
野力（大正5年東大農卒、明

治神宮造営局を経て、大正10年に着任）であった。
大正14年3月、内務省で唯一つ焼け残ったコンク

リート建物内に執務室が置かれた内務省大臣官房都市
計画課に、上京した狩野力が名古屋都市計画公園の原
案を説明するために出張した。本省の造園担当の技師
は大学卒業して3年目の北村徳太郎であった。その後、
名古屋のすべての公園予定地を狩野力と北村徳太郎は
現地調査をした。狩野力は二度目の上京では1ヶ月間
東京に滞在し、内務省都市計画課と細部の詰めを行い、
大正15年1月の内務大臣の告示が実現した。

狩野力は都市計画を計画の段階にとどめずに、都市
計画公園の実現に尽力をした。狩野力は名古屋市郊外
で実施される組合区画整理と連動して減歩によって公
園用地を組合が市に寄付するやり方（提供公園）を、全
国で初めて実現させた。この結果、志賀公園、篠原公園、
道徳公園などが誕生した。また、狩野力は名古屋市の
市域東端の広大な山林エリアに、自然地形を生かした
大規模な東山公園を計画した（本号のカラーグラビア
を参照）。

東山公園一帯は大規模な山林地主が土地を所有して
おり、大地主に対して将来の大名古屋の都市発展につ
ながると説得して、かなりの用地の寄付を実現し、公
園整備費の一部寄付も実現させた。その一方では、名
古屋市と密接に連携を保ち、名古屋市が事業を行う東

大分都市計画緑地の決定に関する公文書
昭和18年11月。このとき同時に、別府の児童運動場、佐賀関の
運動場も都市計画決定された。国立公文書館所蔵。

全国の都市計画公園の決定（昭和10年まで）
都市名 決定年月 公園の概要
東　京 大13年3月 大公園3、小公園52、帝都復興
横　浜 大14年1月 復興公園3、帝都復興
名古屋 大15年1月 24箇所、全市の計画
富　山 昭3年3月 神通1箇所、河川改修
大　阪 昭3年5月 33箇所、全市の計画
岐　阜 昭4年3月 7箇所、全市の計画
長　野 昭5年2月 14箇所、全市の計画
京　都 昭7年11月 船岡山1箇所
大　阪 昭8年12月 13箇所、公園道9、全市の計画（追加）
鹿児島 昭8年4月 22箇所、公園道10、全市の計画
函　館 昭9年4月 3箇所、大火復興
京　都 昭10年1月 児童公園4箇所
長　崎 昭10年2月 唐八景1箇所

出典： 佐藤昌『日本公園緑地発達史』上巻190頁を元にして表の配列を年月順に
変更した。
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山公園（東山動物園）の開設、郊外の幹線道路の新設、
路面電車の敷設、それと同時併行で組合区画整理の着
手を支援するため、石川栄耀（都市計画愛知地方委員
会技師、東大土木卒、戦後は東京都建設局長、早大教授）
と協力し、大岩勇名古屋市長に働きかけて推進した。

大岩勇（1867〜1955）は昭和2年〜13年の11年
間、名古屋市長に在職し、都市計画の理解者であり、
大名古屋の都市発展を推進した功績は大であるが、今
日、その功績は忘れ去られている。

組合区画整理の財源である余剰地（戦後の用語では
保留地、つまり、分譲地）の販売促進のために公園祭（昭
和7年、8年、9年の夏）を狩野力と石川栄耀は県、市、
公園協会の共催で実行した。昭和8年9月、名古屋市
役所に初めて公園課が新設されると、大岩勇市長の招
聘により、狩野力は初代名古屋市公園課長に迎えられ
たが、その半年後に急死した。そのため、狩野力の業
績は、現在、名古屋市役所、名古屋都市センターなど
では忘れ去られている。

3. 名古屋の大緑地

東京と大阪に続いて環状緑地帯が策定されたのは名
古屋と川崎・横浜であった。名古屋の環状緑地帯と大
緑地の配置図は『公園緑地』で公表された（本号のグラ
ビアを参照）。川崎・横浜の環状緑地帯の図面は当時
の神奈川県都市計画課の刊行物で公表された。

北九州5市を対象とした環状緑地帯の計画は福岡県
庁内部で検討された可能性はあるが、おそらく成案に

は至っていないと推測する。北九州5市の環状緑地帯
の図面や説明文を私はまだ一度も見たことがない。

戦前の県庁では都市計画課の幹部職員は内務省の組
織である都市計画地方委員会の事務官、技師を兼ねて
おり、国と地方庁の二重の身分を持っていた。当時、
愛知県庁では都市計画課長の真坂忠蔵（事務系）が都市
計画を推進していた。名古屋帝国大学の新設に必要な
条件として文部省から提示されていた用地提供につい
て、名古屋郊外の大地主を説得して土地の無償寄付を
実現させるというやり手の課長であった。

昭和15年12月、名古屋の都市計画緑地、5箇所、
面積496万坪が決定された。名古屋の都心（栄地区）
から10キロメートルの位置に、1箇所、約50万坪の
大緑地がほぼ等間隔で配置された。東部丘陵の外縁部
には小幡緑地、牧野ヶ緑地、相生山緑地、大高緑地が
配置され、庄内緑地は河川沿いであるため3箇所に分
割して選定した。幹線道路、連絡道路、ハイキングコー
スも同時に計画された（本号のグラビアを参照）。

都市計画決定の理由書は国立公文書館に所蔵されて
いる。『公園緑地』誌や佐藤昌先生大著にも掲載されて
いない公文書である。歴史的にも重要な資料と判断し
て全文を引用する（平仮名に改め、句読点等を追加し、
読みやすくした）。
「工業大都市たる名古屋市に於ける防空施設として、

環状緑地帯
4 4 4 4 4

を造成し、以て、都市防衛
4 4 4 4

の用に供し、戦
時下に於ける生産力の円滑なる運行を計ると共に、平
時に於いては、市民の保健休養

4 4 4 4 4 4 4

に資し、体位の向上
4 4 4 4 4

を
計らんとするものなり」

昭和15年12月　名古屋都市計画緑地の決定　　国立公文書館所蔵

緑地事業
の決定

緑地の決定
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昭和15年12月、同時に、都市計画事業緑地事業も
決定された。庄内緑地（3箇所の内、横井山緑地と庄
内緑地）、小幡緑地、牧野ヶ池緑地、大高緑地、面積
195万坪が事業決定され、相生山緑地と庄内緑地（3
箇所の内、水分緑地）の事業化は保留となった。

都市計画事業決定の理由書も国立公文書館に所蔵さ
れており、歴史資料として重要であると判断して、そ
の全文を掲載する。
「名古屋市は工業都市として支那事変目的完遂上、

重要都市なるに拘わらず、防空施設に至りては、未だ
に諸に付かざるの状況にあるを以て、ここに決定を見
たる都市計画緑地中、総地積約百九十五万九千坪の緑
地を設置し、以て、戦時下に於ける都市防衛の拠点と
し、併せて、過大都市の防止

4 4 4 4 4 4 4

を図ると共に、市民の保健、
休養に、或いは、学生、青年の心身修練に資し、体位
の向上を図らんとするものにして、之を昭和十五年度
より昭和二十四年度に至十ヶ年継続事業の都市計画事
業とし、愛知県知事をして執行せしめんとするものな
り」

昭和15年8月の臨時愛知県会で緑地事業の予算が
議決されていた。大緑地の造成事業は愛知県が事業者
となった理由について、真坂忠蔵は次のように説明し
ている。

愛知県と名古屋市が懇談を行い、各種の都市計画事
業について、「これら凡てを市長が執行することは、
人的要求に於て、又、財的需要に於て困難‥（な）ので、
緑地の如き高度なる防空、厚生施設及び市郡連絡の軍
事的産業的重要道路は、県事業として協力することに
円満なる協定を了した」と。

名古屋では昭和14年2月、東山、八事の東部丘陵
地帯に風致地区を指定しており、風致景観の維持を図
ろうとしていた。その後、名古屋都市計画区域が外周
の町村まで拡大されたため、郊外町村の景勝地を選定
して、風致地区の大規模な指定拡大を行った。この結
果、都市計画公園、風致地区、都市計画緑地、拡大風
致地区が一体となり、厚みのある環状緑地帯が形成さ
れることになった。戦後になると風致地区は大幅に解
除されたが、現在、名古屋市の旧風致地区エリアは大
緑地にも近く、緑豊かな郊外住宅地となっている。

4. 川崎・横浜の環状緑地帯の計画

神奈川県庁では松村光麿知事（前内務省計画局長）の
下で都市計画課長の野坂相

すけ
如
ゆき

（1899〜1978、大正
12年東大土木卒）、公園担当の技師は小坂立夫（大正
15年東大農卒）、竹之内勇（昭和3年東京高等造園卒、
甘利正議員の叔父）、石原耕作（昭和8年東大農卒、戦後、
千葉県土木部計画課長）が担当した。

松村光麿は内務省計画局の時に都市計画技師の処遇
を改善するため、全国の都道府県庁で都市計画課長に
技師が就任する道を拓いた。その結果、野坂相如が全
国で初めて技師から県の都市計画課長に昇任した。

野坂相如は「今でこそ地方庁の都市計画課長は椅子
は技術官が占めることが常識になっているが、この当
時としてはまさに画期的で、事務官の方には申し訳な
かったが、少しばかり嬉しいことであった」と回想す
る（『新都市』昭和28年10月号）。

野坂相如は相模原の新興工業都市建設、湘南海岸公

昭和14年2月、昭和17年2月　名古屋都市計画風致地区の指定と拡大　　国立公文書館所蔵

昭和17年2月 昭和14年2月

8 公園緑地　Vol.84  No.4  2023 特別連載
- 124 -



園道路の建設、横浜の大緑地造成などをさまざまな都
市計画事業を推進した。戦後は新潟県土木部長、副知
事となり、全国の副知事では初めて技官から副知事に
就任した。作家野坂昭如の実父である。

松村光麿は自身が推進した昭和15年都市計画法改
正について、「これは緑地が議論の時代を過ぎて運用
の時代となり、抽象を離れて実行の時代に移った」と
述べた。そして、「我が神奈川県は帝都に隣接し関東
地方計画区域に属するが、川崎、横浜は今や東京市に
連続し、その伸展、亦停止する処を知らざる状態であ
る。したがって、其の緑地計画たるや、亦、地方計画
的見地に基き、東京緑地計画を根幹とし、相互の連絡

4 4 4 4 4

統合を図り
4 4 4 4 4

、以て、齟齬なからしむことは勿論、進ん
で本県の特異性を充分に発揮せしむべく、これが計画

を樹立決定して行くことが最も肝要とする処である。」
とし、さらに、「この意味から言うも、前述する東京
大環状緑地計画に順応し、これに連絡する処の川崎、
横浜両都市計画の外郭を囲繞

4 4 4 4 4

する大環状緑地計画
4 4 4 4 4 4 4

を樹
立することは最も必要なことである」と明確に述べた。

このような考えにもとづき、横浜・川崎環状緑地帯
の計画試案が作成された。その特徴は次のようであっ
たと筆者越澤明は考える。
①東京緑地計画との接続を充分に図っている。
② 川崎環状緑地帯は多摩川の両岸で東京環状緑地帯と

一体化した。川崎郊外では川崎都心から見て近郊と
遠郊の二重の緑地帯を配置した。

③ 横浜環状緑地帯は横浜都心から半径10キロで設定
し、横浜の西部・南部では分厚く設定し、山林丘陵

横浜・川崎緑地計画と東京緑地計画
横浜の保土ヶ谷緑地設計図

両図の凡例は拡大。図名も若干移した。

川崎の生田緑地設計図
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の保全を図った。
④ 横浜の北部では二重の川崎環状緑地帯と接続して一

体化している。
⑤ 鶴見川について川崎・横浜の楔状の緑地帯とする考

え方は採用しなかった。このことは筆者はやや意外
という感想を持っている。

⑥ 東京環状緑地帯と同様に横浜環状緑地帯も半径10
キロ、20キロを意識した。しかし、横浜市の西部、
南部20キロでは都市化は当分生じないと考えたの
か、外環状の緑地帯の設定はしていない。
この横浜と川崎を統合した緑地計画図は『防空大緑

地の話』（都市計画叢書第5号、神奈川県都市計画課、
昭和15年8月、筆者所蔵）で公表され、川崎の生田緑
地、横浜の保土ヶ谷緑地の設計図も合わせて掲載され
た。このような大緑地の設計図面の公表はこの刊行物
が唯一である。東京・大阪・名古屋の大緑地の設計図
は『公園緑地』も含めて公表されていない。この神奈川
県の刊行物は世界の緑地計画図を比較して掲載するな
ど小冊子でありながら意欲的な内容であった。

生田緑地の設計図を見ると、大広場、運動場、学校

附属共同園、林間学校、動植物園、市民農園、報国造
林地などが設計されており、射撃場もある。

保土ヶ谷緑地の設計図を見ると、中央部に大規模な
練兵場を置き、運動場、馬術場、自動車練習場、会社
工場共同運動場、報国農業園芸作業地、休養鍛錬場な
どが設計されている。

世田谷区の陸軍自動車練習場（戦後、東京農大となっ
た）を保土ヶ谷緑地に移転し、第二の馬事公苑をつく
る構想があったのかもしれない。

5. 川崎の公園と生田緑地

川崎は六大都市に次ぐ発展を遂げており、東京から
有力工場が移転・拡充し、臨海埋立地に大企業が進出
し、昭和10年当時、工業生産額は全国で第1位の都
市であった。しかし、市民の保健・慰安に必要な公園
は皆無であった。

川崎市は昭和10年から公園調査を開始し、全市の
公園計画案を作成し、昭和11年に都市計画公園第1
号の富士見公園を決定し、事業を開始した。昭和14
年度から防空法の小緑地の国庫補助を受けた結果、昭
和17年現在で小田公園と御幸公園は竣工済みであり、
大師公園、夢見ヶ崎公園、井田公園などは工事中であ
り、合計で8箇所、9万坪の公園事業が実施された。
防空法の国庫補助の効果が絶大であったことが判明す
る。

この当時の川崎市は横浜市よりも公園事業に意欲的
であり、市の財政事情も良かったのかもしれない。神
奈川県が策定した川崎環状緑地帯計画にもとづき、そ

昭和16年2月、川崎都市計画緑地の決定
国立公文書館所蔵

生田緑地計画図、『公園緑地』6 巻 8号
1980年に協会所蔵本を筆者が複写。現在、原本は退色した。

公園の追加

緑地事業
の決定

緑地の決定
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の拠点として生田緑地、等々力緑地の二大緑地が都市
計画決定されたが、都市計画事業は神奈川県ではなく
て、川崎市が事業者となった。

昭和16年2月、川崎の都心から西方約16キロの場
所の丘陵樹林地に面積165ヘクタールの生田緑地が決
定され、その大部分である面積116ヘクタールが都市
計画事業として開始された。

国立公文書館には理由書が所蔵されており、その主
な箇所を抜粋して掲載する。
「川崎市は本邦に於ける重要工業都市として飛躍的

発展を遂げ、‥‥都市的積弊
4 4 4 4 4

愈々顕著なる状態を醸成
しつつあり。特に本市が我が国屈指の工業地帯たるに
鑑み、これが防空上の見地より都市防空の施設は一日
もおろそかにすべからざるものあり。ここに於いて市
の郊外に緑地

4 4 4 4 4

を設定し、平時に於いては学生、生徒及
び青少年の訓練、教養等に利用すると共に、一般市民
の保健、教養に資し、一朝有事に際しては、防空上の
用途に供せんが為に、茲に都市計画緑地を決定せんと
するものなり。」

6. 横浜の大緑地と都市計画公園

横浜における公園の先駆けは明治初期に外国人居留
地に開設された山手公園、横浜公園である。その後、

大正3年、旧彦根藩主井伊家の寄付で掃部山公園が開
設された。その一方、民営の庭園・遊園としては三渓園、
常盤園（その後、廃園）、花月園があった。関東大震災
の復興事業として国（復興局）施行で山下公園、野毛山
公園、神奈川公園が新設され、完成後に横浜市に移管
された。横浜市は六大都市の1つでありながら、市に
よる公園整備は経験が少なく、熱心とはいえなかった。

このような状態が転機を迎えたのが、昭和15年の
環状緑地帯計画と防空法による国庫補助の実現であ
る。表「横浜の都市計画公園と都市計画緑地（1953年
現在）」で明らかなように、昭和15年から昭和18年
にかけて都市計画公園が15箇所、決定され、中でも
岸根公園（面積21ヘクタール、本号のグラビアを参照）
と三ッ沢公園（面積21ヘクタール）は横浜市内の新設
公園では最大規模であり、共に運動公園として整備さ
れた。また、この表では割愛をしたが、都市計画児童
公園であり、7箇所が都市計画決定されている。

これに対して、昭和16年に決定された2箇所の大
緑地は、保土ヶ谷緑地が面積89ヘクタール、三ッ池
緑地が100ヘクタールと段違いに規模が大きかった。

横浜の都市計画緑地について神奈川県が事業者と
なった理由について記載した資料はこれまで筆者は見
たことがない。愛知県と名古屋市と同様の協議が神奈
川県と横浜市で実施されたと推測される。

昭和18年3月、横浜都市計画事業保土ヶ谷緑地の計画図
国立公文書館所蔵

保土ヶ谷緑地計画図、『公園緑地』6 巻 8号
1980年に協会所蔵本を筆者が複写。現在、原本は退色した。
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横浜の都市計画公園と都市計画緑地（1953年現在）

番号 公園名称
計画決定 事業決定 摘要

年月日 面積
（ヘクタール） 年月日 面積

（ヘクタール）
事業面積
（坪） 施設の内容その他

1 山下 大14.1.23 6.61 大14.1.23 6.61 22,461 洋式庭園・噴水池・印度水塔・ボートヘミング児童遊園等
全域接収中

2 野毛山 大14.1.23
変昭21.8.26

6.61
13.22

大14.1.23
―

6.61
― 27,513 動物園・噴水池・日本風庭園・児童遊園（有料・無料）等

3 神奈川 大14.1.23
変昭21.8.26

1.29
1.64

大14.1.23
―

1.29
― 4.341 野外ステージ・噴水池・児童遊園その他要整備

4 新山下 昭15.3.6 1.65 昭15.3.6 1.65 5,000 一部接収中要整備
5 岸根 〃 21.49 〃 21.49 52,682 苗圃・射撃場（工事中）苑池・その他　　一部接収中

6 小野 〃
変18.5.13

3.44
3.32

〃
変18.5.13

3.44
3.32 10,038 未着工・児童遊園・野外ステージ・水泳場・球技場を予定

7 本牧 昭16.2.26 1.65 昭16.2.26 1.65 4,996 全域接収中
8 弘明寺 〃 3.64 〃 3.64 13,801 徒渉池・ローラースケート場・展望台・児童遊園・花苑等
9 常磐 〃 4.96 〃 4.96 14,208 陸上競技場・庭球場・キャンプ場等

10 神ノ木
〃

変19.6.1
〃21.8.26

2.31
2.34
4.96

〃
変19.6.1

―

2.31
2.34

―
11,745 軟式野球場・苗圃　　工事中

11 山手 昭17.3.31 2.31 昭17.3.31 2.31 7,663 児童遊園・庭球場・その他整備中

12 磯子 〃 2.31 〃
変18.1.28

2.31
削除 ―

13 綱島 〃 6.66 変17.3.31 2.64 8,248 陸上競技場・庭球場・茶室・児童遊園その他

14 大黒 〃 0.66 〃
昭19.6.1

0.66
削除 ―

15 岡村 昭18.1.16 2.64 昭18.1.16 2.64 10,193 全域接収中

16 八聖殿 〃 1.34 昭18.3.31
変25.3.31

1.34
1.06 5,860 展望台・八聖展・船着場　　要整備

17 三ツ沢 昭18.3.31 21.45 昭18.3.31
変19.6.1

9.26
7.27 90,000 陸上競技場・庭球場・苗圃・排球場・広芝生　その他要整

備
18 子安台 〃 4.79 昭18.3.31 4.79 15,326 陸上競技場・児童遊園・その他要整備

計 140.77 86.43 324,823

1 保土ヶ谷 昭16.3.28 89.26

昭16.3.28
変17.3.31
〃18.3.31
〃27.11.20

33.06
71.07
87.59
3.19

114,823 野球場・蹴球場・苗圃・徒渉池・庭球場・陸上競技場・そ
の他工事中

2 三ツ池 昭和16.3.28 100.17
昭17.3.31
変18.3.31
〃27.1.30

10.74
66.11
21.54

61,997 三ツ池・苑池・苗圃・短艇場・その他工事中

計 189.43 176,820

横浜都市計画の公園と緑地
① 横浜の都市計画公園は、帝都復興の3公園（山下、野毛山、神奈川）が最

初である。
　 その後、昭和17年〜昭和19年に15公園が決定された。本表はこの18

公園を掲載した。
② 昭和21年と27年に戦災復興で16公園が決定されたが、未着工である。

本表では掲載を割愛した。
③ 児童公園が 7箇所、昭和17年〜昭和19年に決定された。本表では記載

を割愛した。
④ 都市計画緑地は、保土ヶ谷と三ツ池の2箇所である。昭和28年現在の

状況が記載されている。
出典 『横浜都市計画概要』昭和28年10月、横浜市建設局計画課、横浜市中

央図書館所蔵。本図は小林和広・横浜市建築局住宅政策課長の協力
を得た。

三ツ澤公園の決定時の状況（南半分を掲載）

　
　
　
都
市
計
画
公
園
・
市
営
公
園

凡
例
　
都
市
計
画
緑
地

　
　
　
都
市
計
画
風
致
地
区

12 公園緑地　Vol.84  No.4  2023 特別連載
- 128 -



昭和15年、横浜市都市計画課に公園係が独立の係
として新設された。人数は約20名であり、岸根公園
の整備などで手一杯であったと思われる。一方、神奈
川県都市計画課は、横浜の臨海工業地帯、相模原の新
興工業都市を県営事業で実施するなど、都市整備の事
業経験と技術系職員が豊富であった。

昭和16年3月、横浜の保土ヶ谷緑地、三ツ池緑地
が都市計画決定された。その理由書は国立公文書館に
所蔵されており、歴史資料として価値があるため、全
文を掲載する。
「横浜市は我が国に於ける重要都市にして、今や人

口九十万を算し、将来益々伸展の傾向にあり。而して、
近事各都市に於ける防空施設の整備を図るは、重も重

4 4 4

要
4

のことに属するを以て、本市に於いてはその周辺に
緑地を設定し、平時に於いては過大都市の防止に資す
ると共に、一朝有事に際しては、積極的防空陣地

4 4 4 4

とし
て利用せんとするものにして、土地の環境、交通関係
等を考慮し、都心の西方

4 4 4 4 4

に位置する保土ヶ谷緑地、鶴
見工業地帯の北方

4 4 4 4 4 4 4

に位置する三ツ池緑地を都市計画と
して決定せんとするものなり。」

戦後、農地解放の実施、自作農創設のために、買収
済みであった都市計画緑地の多くが、民有地となり、
都市計画決定面積も縮小された。その中で、神奈川県
の4大緑地の面積削減は割と少なかった。昭和22年、
全国の都道府県の都市計画課長の中で初めて造園職と
して佐藤昌が就任した。佐藤昌は生田緑地に連合国軍
用のゴルフ場を建設することを発案して、農地解放を
免れた（佐藤昌『浮世緑記』）。名古屋の牧野ヶ緑地の
ゴルフ場も同様の方策であった可能性がある。
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と農地解放に関する資料を収録。

昭和16年3月、横浜都市計画緑地の決定　　国立公文書館所蔵

緑地事業
の決定

緑地の決定
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日本の公園150年史（7） 1932年台北都市計画・公園系統と折下吉延【P5 ～12】をご覧ください。

『台北市区計画街路並公園図』（縮尺1万分の1、
縦120センチ、横120センチの大図）。図名と凡
例の位置は見やすいように変更した。折下吉延
の旧蔵、佐藤昌の所蔵、越澤明に寄贈された。

写真左）折下吉延の直筆（図面の裏に記載）
写真右）佐藤昌先生の直筆（台北図面を入れた封筒）

街路断面図（折下吉延の印が押されている）

1932 年の台北都市計画図（折下吉延が指導）   

部分拡大図 特殊街路（薄青）と７号公園の修正も図示

特 別 連 載 　 日 本 の 公 園 1 5 0 年 史
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大安森林公園（第7号公園）の完成予想図 1983年10月の台北都市計画図（台北市政府工務局）。台北市政府工務局の依頼で講演した
際に寄贈された。非公開資料。

大安森林公園（第7号公園）の冊子から（左は、スラム街の写真。右は、森林公園の表紙の写真）。
1992年12月印刷。台北市政府工務局を訪問した際に寄贈された。

実現した公園道第4号、幅員100メートルの区間（仁愛路、1990年越澤明撮影）

1932年都市計画図の部分拡大図。
都市計画14号・15号公園の付近。

第14号・第15号公園の工事開始（1997年、越澤
明撮影）写真は15号公園。奥の遠方が14号公園。
左手遠方の建物群は公園道が廃止された場所に
建設された。黄世孟教授（建築学会理事長）が案内。

公園道第2 号、幅員70 メートル（2014 年、越澤
明撮影）。内政部営建署（＝内務省建設庁）の招待
講演で訪問した際の自由時間で撮影。

公園道第4号、仁愛路、幅員60メートル
（2014年越澤明撮影）
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1. 公園行政の祖、折下吉延

日本の公園緑地行政の祖は折
おり

下
しも

吉延（1881年生〜
1966年没）である。大正4年5月、内務省の明治神宮
造営局の技師となり、神宮外苑の主任技師（責任者）と
なった。著名な銀杏並木、外苑全体の植栽、内外苑連
絡道路は折下吉延の業績である。明治神宮外苑の造営
は造園系都市計画の原点といえる。

大正8年5月21日、数え歳で39歳の折下吉延は内
務省の東京市区改正委員会から「欧米各国における都
市計画に関する調査」を嘱託された。長期海外出張の
ためには文官分限令にもとづき明治神宮造営局を休職
する必要があり、その手続きは5月15日、内務大臣床
次竹次郎から総理大臣原敬に稟議が上がっている。

折下吉延は大正8年5月24日に横浜港を出航し、
大正9年1月25日に帰国するまで欧米各国（米、英、仏、
伊、瑞、蘭、独、白耳義）の都市計画、公園計画、庭園、
史跡記念物を調査した。

この7ヶ月間の洋行命令が意味するところは、大正
8年当時、折下吉延は明治神宮造営という造園・庭園
の分野のみの専門技術者ではなくて、黎明期の都市計
画行政・公園行政を担う幹部職員として見なされてい
たということである。そのため、当時の技術官僚にとっ
て機会が少ない長期間の海外出張を経験して、欧米の
最新事情を実地に学び、吸収する機会を与えられた。
この決断をした内務省首脳部は内務次官と推測する
が、池田宏初代都市計画課長（大正7年5月〜大正8年
8月在職）が判断したことは間違いない。

大正8年5月という時期は明治時代の東京市区改正
条例（大正7年4月、東京以外の五大都市にも適用）の
制度・組織から大正時代の都市計画法の制度・組織へ
と移行する時期であった。

大正7年5月、内務省の大臣官房という中枢部局に
都市計画課が設置された。大正7年12月、都市計画

調査会（都市計画中央審議会の前身）で都市計画法及び
建築法の草案が決定された。大正8年4月、都市計画
法と市街地建築物法が公布された。大正9年4月に都
市計画法が施行されて、内務省の都市計画技師が任命
された（「技師」とは技術の幹部職員のランクであり、
中央で2名、5大市で8名の定員で発足した、主に都
市土木）。

越澤 明  北海道大学 名誉教授／一般社団法人日本公園緑地協会 研究顧問
Akira KOSHIZAWA（Professor Emeritus, Hokkaido University）

日本の公園150年史（7）
1932年台北都市計画・公園系統と折下吉延
Taipei City Planning and Park System in 1932 Under the Japanese Rule Advised by 
Yoshinobu Orishimo

特別連載

大正8年5月15日、明治神宮造営局技師折下吉延休職ノ件
国立公文書館所蔵

昭和5年4月1日、復興局技師折下吉延叙位ノ件

昭和14年8月5日、折下吉延興亜院事務嘱託並勤務ノ件
青島にある興亜院華北連絡部に勤務し、青島都市計画の指導が職務。

木村尚文（造園系）が派遣された。国立公文書館所蔵
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2. 帝都復興と台湾総督府

大正12年9月1日、関東大震災が発生し、大正12
年10月16日、折下吉延は帝都復興院技師と明治神宮
造営局の兼務を命じられ、やがて帝都復興事業に専念
した。大正13年、復興局建築部公園課長に就任し、
東京・横浜における公園の新設、街路樹植栽の事務を
統括し、昭和5年3月31日、帝都復興事業の完成に
より廃官となるまで在任し、50歳で退官した。

折下吉延は、昭和5年から昭和20年まで東京、京都、
大連、新京、哈爾浜、奉天、上海、青島の都市計画・
公園緑地を嘱託や顧問の立場で指導助言した。昭和8
年から昭和20年までは大連に居を構えている。

昭和6年2月16日、折下吉延は台湾総督府から都
市計画に関する事務を嘱託されて、1ヶ月間、台湾に
滞在し、台北、台中、嘉義における公園計画を立案した。
台湾で都市計画を指導した具体的な内容は佐藤昌先生
の大著や『折下吉延先生業績録』でも記載がない。

日本公園150年史連載の本号では1932年に台湾
総督府が決定した台北都市計画（当時の用語は市区計
画であった）の内容を取り上げる。折下吉延が指導し
た1932年台北都市計画は、公園緑地を都市インフラ
の骨格においた都市計画であり、世界的に見ても先進
的な都市計画であり、意欲的な公園系統である。

1932年台北都市計画の特色を、彩色の都市計画大
図（カラーグラビアに掲載）を原資料として論じること
にする。この図面は折下吉延の旧蔵であり、佐藤昌先
生から約30年前に越澤明に手渡された。この1932
年「台北市区計画街路並公園図」は日本の国立公文書
館、アジア経済研究所、台湾の国家文書館、台北市政
府には所蔵されていないという点で非常に貴重な図面
である。台湾では1949年〜1987年は戒厳令下であり、
台湾都市計画図は、軍事機密の扱いになっていたと推
測している。

帝都復興計画は、大正12年秋の段階で、帝都復興
院と大蔵省の折衝の結果、復興予算の総枠の制限から
公園費が大幅に削減された。そのため、東京と横浜で
は全市的な公園計画の着手は断念し、国施行の復興6
公園に限定されてしまった。折下吉延が本来は意図し
てた全市的な公園計画の考え方は、1932年の台北都
市計画、1932年の新京国都建設計画で初めて実行に
移された。

3. 折下吉延の都市計画思想

明治神宮外苑と帝都復興6公園の業績が著名である
一方、折下吉延が欧米視察を経験して身につけた都市
計画への想い、本来は実践したかった都市計画・公園
計画とはどのようなものであったのかは、あまり知ら
れていない。

帰国後の大正9年、日本園芸会で行った講演「都市
計画と公園」には折下吉延の都市計画・公園計画の思
想がよく示されているので、その一部分を抜粋して紹
介する（『折下先生業績録』に収録）。

「欧米における都市計画においては上下水道、道路、
港湾等の土木

4 4

に関するもの、住宅、商店、公共的建築
等の建築

4 4

に関するもの、公園、公園道路、並木等の我々
の園芸

4 4

に関するもの、この三者はいずれの一つも軽ん
ずることが出来ぬので、あたかも三足の鼎

4 4 4 4

の感を呈し
ております。……

元来、公園は、天然地形を利用し、在来の空地を利
用する…事が多いのでありますから、その他［土木、
建築を指す、越澤注］の計画は公園を基礎として計画

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

する場合が少ないのであります。かの著名な英国の田
園都市…は、市の中央にセントラルパークを置き、道
路はそれより放射状に出す計画になっている。かかる
場合には公園が都市計画の心

4 4 4 4 4 4 4 4 4

となり核になる
4 4 4 4

というて
も、あながち誇大の言ではないと思います。……

米国シカゴ市の南部公園区画は上中流の住宅多きた
めに、公園も堂々たるもの多く、乗馬道あり、競泳場
の設備…至れり尽せりの設備である。…西部公園区画
は労働者町にあるため、労働者本位としている。労働
者の子供のために色々の設備が行き届いている。……
（欧米では）この系統ある公園計画

4 4 4 4 4 4 4 4

をパークシステム
4 4 4 4 4 4 4

と申し、新しき都市計画には第一に研究され、論じさ
れている…。米国は現今、都市計画に最も熱中せる国
で、各都市競うて計画し、実に驚くべき大計画を立て
ております。…私の見て参ったうち…最も公園に熱心
であって、成功を認められておる米国カンザス市の例
を引いて、説明申し上げて、……。」

折下吉延は、都市計画ではまず最初に公園の配置が
大事であり、公園が都市計画の骨格であると講演して
いる。折下吉延がそれを実際の法定都市計画として初

6 公園緑地　Vol.84  No.5  2024 特別連載
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めて実現化できたのが、1932年台北都市計画であった。
1945年以降、台湾を統治する国民党政府の下で主に
1960年代に都市のインフラ整備が進み、この1932
年台北都市計画の内容は、大きな変更はなく維持され、
かなりの程度実現した。それは現代の台北都市計画図
と比較すると明白である（カラーグラビアを参照）。

4. 後藤新平の台北都市計画

1895年、日清戦争の講和条約で台湾は日本の領土
となった。当時、台湾の市街地の衛生状態はきわめて
劣悪であり、阿片が蔓延していた。

1896年4月、内務総督府の衛生顧問に就任した後
藤新平（内務省衛生局長、現在の厚生労働大臣に相当
する職務）は、1896年8月、日本の上下水道の父で
あるバルトン（内務省お雇い技師、東京帝国大学でも
教鞭）を台湾に派遣した。

1897年4月、バルトンは第一に台北、第二に基隆、
第三に台南、嘉義などで速やかに上下水道の工事が必
要であると報告した。「台北市街設計図なるものを調
製し、…幅員を定め、道路を開削し、これに附随する
下水道を道路と同時に敷設」すべきであると報告した。
つまり、都市計画を立案し、道路新設と上下水道を同

時に工事すべきであると報告した。
1898年3月、後藤新平は台湾総督府民政長官に就

任し、バルトン報告を実施するため、1898年4月、
台湾総督府に台北市区改正委員会を設置し、調査立案
を開始した。1905年7月、台北市区改正規画方針が
決定され、1905年10月、台北庁告示第198号とし
て「台北市区計画」が告示された。これが1932年3月
の全面改定まで効力を持った台北で最初の法定都市計
画である。台湾総督府では野村一郎技師（東大建築卒、
1868〜1942年）が主に担当した。

1900年、後藤新平の指示で、台湾家屋建築規則が
制定され、衛生面の規則が盛り込まれ、家屋は1階の
セットバックを義務づけたが、その代わり、地租は免
除した。この結果、強い熱射と突発的な降雨を避ける
ことができるアーケード状の歩行者通路が民地内に設
置されることになった。この台湾市街地で独特なアー
ケードの設置義務は、現在の台湾の建築法規にも継承
されている。

台北ではこれまで公園が皆無であったが、1908年、
台北で初めての公園（新公園と命名、面積8ヘクタール）
が開設され、公園内には熱帯樹が植栽された。

後藤新平の指示で、遊歩道路とするために台北城の
城壁が撤去され、跡地はパリと同様の並木道（ブール

1895年台北市街図（台湾総督府作成）
福建系住民、広東系住民、官庁街の3地区に分かれていた。

1920年代の上空写真。
3点は越澤明所蔵

府後街、市区改正による初の建築（野村一郎設計）
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ヴァール）として整備された。幅員は25〜40間（45
〜72メートル）であり、内地には存在しない堂々たる
広幅員街路であった。巾3メートルの植樹帯を2列設
けており、中央部は車道、両側は歩道であった。歩車
道が3列あるため、台北では三線道路という名称が誕
生した。

城門5箇所のうち、西門は撤去したが、他の4箇所
の城門は児玉源太郎総督、後藤新平民政長官の判断で
保存することになり、城門を周回するように道路計画
を修正させ、1913年に全線が開通した。

1914年度末までに台湾全島の17都市で市区計画
が決定され、順に事業が実施されていった。

台湾総督府民政部土木課長（後に土木局長）には長尾
半平（1865〜1936）が埼玉県土木課長から転任して
就任した。後藤新平が内務省土木局に有能な幹部技術
者の派遣を求めた結果、長尾半平が選抜された。長尾
半平は鉄道、築港、上下水道、都市計画などインフラ
整備全般の責任者となり、その後、後藤新平東京市長
のもとでは東京市電気局長に就任するなど後藤派の技
術官僚となった。

東京帝大土木学科を卒業したばかりの優秀な若手が
台湾総督府に何人か派遣されている。バルトンの教え
子である浜野弥四郎（1869〜1932、東大土木卒）は
1923年にかけて台湾主要都市の上下水道を完成させ
た。その施設は東京、名古屋など内地の上下水道より
も立派なものであった。浜野弥四郎の部下が、台湾南
部の農業水利で著名となる八田與一（1886〜1942）
である。

牧彦七（1873〜1950）は卒業後、台北県土木課長
などを4年間務め、長尾半平の薫陶を受け、内地に戻り、
明治神宮造営局も兼務し、内務省の優秀な道路技師と
なり、母校東京帝大では道路、街路、都市計画を講義
した。関東大震災の発生後は、横浜市都市計画局長、
東京市道路局長、初代土木局長に就任した。この人事
は後藤新平内務大臣、永田秀次郎東京市長が行った。
横浜復興計画当初案（牧プラン）は緑を重視していた。
牧彦七は広い意味では後藤・長尾の人脈に含まれる。

5. 1932年都市計画の特色

昭和5年度〜6年度、台湾総督府内務局土木課は台
北市街地の大規模な拡張を想定して、東部方面の平坦

な農地、北部・南部方面の山地の測量調査を実施し、
都市計画（当時の用語では市区計画）の立案を進めた。

昭和9年当時で台湾総督府内務局土木課の陣容は、
土木課長が事務官、土木事務官が2名、技師が12名、
属26名、技手60名であり、他に、嘱託、雇、工手が
多数いた。土木課の所管は上水、下水、河川、水利、
都市計画、公園である。営善、鉄道、道路、港湾は別
の課であった。

台湾総督府内務局土木課の筆頭の技師は小野栄作で
あり、内地の都市計画地方委員会を経験して台湾総督
府に派遣されていた（専門は都市土木）。

昭和6年2月、台湾総督府は折下吉延を1か月間、招
聘して、台北その他都市の都市計画・公園計画の指導
助言を受けた。その結果、公園道と公園を骨格インフ

三線道路の東南部（台北市地形図、縮尺千分の１、1980年12月測量）
三線道路の南部の幅員は67.27メートル、東部の幅員は40メートル。
台北市工務局の招待で講演をした際に寄贈される。非公開図面。

台北の東部近郊の地形図（1930年頃）
この図面に表示された近郊が1932年都市計画の予定地となった。
台湾総督府作成、越澤明所蔵。
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ラとした台北都市計画が立案された。このような公園系
統を前面に出した都市計画は内地では前例がなかった。

折下吉延の台湾訪問に随行した佐藤昌先生に対して
1996年に越澤明はヒアリングをした。佐藤昌先生の談
によると、折下吉延を台湾に招聘した台湾総督府高官
は内務官僚の平山泰（1890〜1946年）である。平山
泰は東大法科卒、復興局書記官、復興局東京第3出張
所長、復興事務局監理課長などを務めた復興局の幹部
職員であり、折下吉延とは仕事仲間であった。平山泰
は高雄州知事（1931年）、台北州知事（1931年〜

1932年）に就任し、その後は、東京市監査局長・財務
局長・電気局長を経て、晩年は故郷の松本市長を務めた。
また台湾総督府の小野栄作技師は折下吉延の従兄弟で
あった。1932年台北都市計画は平山泰、小野栄作、
折下吉延の3人の共同立案であると言ってよい。また、
折下吉延は台中の公園計画、高雄のゴルフ場計画（実際
に完成）を立案した。

昭和6年10月、台湾総督府は市区計画委員会（内地
の都市計画中央委員会に相当する）を設置し、台北市
区計画を附議した。9回の審議を経て昭和7年1月に

1932年決定の台北都市計画の街路断面図（折下吉延の旧蔵、越澤明所蔵）と台湾都市計画令の制定の新聞記事

『台北州報』第765号、1932年3月7日。1932年台北都市計画の告示文と都市計画図。
台湾政府国家文書館で越澤明が複写。紙面スペースのための図面の北部、東部を割愛。

幅員47m
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議決し、昭和7年3月、台北州告示第54号として公
示された。告示文と略図は『台北州報』に掲載された。
旧台湾総督府の文書の多くは台湾政府の国家文書館に
引き継がれて閲覧と複写が可能である。しかし、台湾
各都市の詳細な都市計画図は所蔵文書には含まれてい
ない。その理由は軍事機密の扱いのためと推測する。

台北の将来人口は60万人、計画区域は交通機関を
利用して30分、40分圏（半径6キロメートル）とし、
将来市街地の面積は6,676ヘクタールであった。これ
は1905年市区計画と比較すると、人口は4倍、面積
は9倍半となっている。そのなかで、山地、河川、低
湿地な土地を除いた可住地面積は4,780ヘクタールで
あり、人口1人当たりの面積は80㎡とした。台北の新
市街地は、東側は山地、北側の基隆河、南は新店渓に
囲まれた平坦地全体を新市街地の区域とした。現在の
台北はほぼこの計画通りに市街地が形成されている。

1932年台北都市計画の二大骨格は、「台北市区計
画街路並公園図」という図名称が示すとおり、街路（都
市の道路）と公園であった（カラークラビアを参照）。

凡例を見れば明らかであるが、「公園道」（パークウェ
イ、ブールヴァール）と「特殊街路」（幹線排水路を兼ね
た道路）が特別に計画されている。一般の街路は、幅
員が40メートルから15メートルまで5段階であった。

幅員60〜80メートルの幅広い公園道は（最大幅員
は100メートル）が5本、東西、南北に配置されている。

台湾総督府（現・台湾総統府）から東に延びる公園道
第4号（現・仁愛路）は台北のシンボルロードであり、

最大幅員100メートルで完成したが、あと2本の東西
100メートル公園道は国民党政府は着工せず、実現し
なかった。

特殊街路の第1号（幅員47メートル）、第2号（幅員
40メートル）は、平坦地である東部方面の新市街地の
排水処理のために、道路中央部に排水路＝人工河川（幅
員13メートル、10メートル）を設置した。また淡水
河沿いでは防水堤防を兼ねた街路2本が計画した。

台北の既設公園は三線道路、新公園、円山公園、龍
山寺公園の4箇所、49ヘクタールであった。当時の
都市人口は23万であり、人口1人当たりの公園面積
は2.2㎡であった。そこで、1932年台北都市区計画
では公園緑地の新設を重視した。亜熱帯の気候を緩和
するためにも、計画人口60万に対して、1人当たり8
平方メートルの公園面積となるよう計画した。また、
市街地ではどの場所からも1キロメートルで公園に到
達するように、配置を計画した。公園水準の抜本的改
善のために、新市街地には大公園（面積10〜32ヘク
タール）を7箇所、配置した。

河川沿い、水源地付近を公園化したことも特色であ
る。基隆河沿いの計画公園は円山公園、台湾神社の山、
基隆河の水と一体の風致景観を意図している。淡水河
の水源地の隣接地に公園を置き、水源の保護と河川と
の一体的な風致景観を意図している。

以上のような公園計画は折下吉延が欧米視察で体得
した公園系統（パークシステム）の考え方を具現化しよ
うとしたことは、明らかである。

『台北州報』等662号、昭和14年3月19日、など。越澤明複写。
文献調査は黄世孟教授（国立台湾大学）、王恵君教授（国立台湾科技大学）の御協力を得た。

特殊街路の変更
公園第7号の変更
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6. 台湾都市計画令と昭和14年変更

大正8年に内地で都市計画法が公布されたことに刺
激されて、外地の朝鮮総督府では、大正9年、都市計
画の法制化を検討したが、「朝鮮の民度に鑑み時期尚
早なり」と見送りとなった。外地の台湾総督府では、
大正10年と大正13年、内地の法律を勅令で台湾にも
適用する方式を検討したが、見送りとなった。

大正期に大阪市長として大阪の都市計画・インフラ
整備を推進した池上四郎（1857〜1929、会津藩出身、
秋篠宮紀子妃殿下の曾祖父）が朝鮮総督府政務総監に
就任すると、朝鮮における都市計画法案の起草を指示
した。それから5年後の昭和9年6月、朝鮮市街地計
画令が公布された。

この動きに影響されたのか、昭和9年9月、台湾総
督府は総督府内に都市計画法施行準備委員会を設立し
た。起草、審議を経て、昭和11年8月27日、台湾都
市計画令が公布され、昭和12年4月1日から施行さ
れた。台湾都市計画令の原案作成者は内務省都市計画
課属（ノンキャリア）で都市計画と区画整理の法律に詳
しい小栗忠七であった。台湾都市計画令は都市計画、
建築基準、区画整理が一体化されており、内地の区画
整理（帝都復興、名古屋の区画整理など）の経験が盛り
込まれている。

この結果、昭和7年決定の「台北市区計画」は昭和

12年から「台北都市計画」と名称が改められ、東部方
面の新市街地の区画整理の準備が開始された。また、
都市計画の事業化の検討と共に、昭和13年10月と昭
和14年1月に特殊街路、公園道、公園の都市計画が
変更された。

大きな都市計画の変更は南北方向の特殊街路のルー
ト変更であり、昭和14年1月、台北帝国大学に近寄
るように線形が変わり、第7号公園は正方形の形から
台形の形に変更された。

7. 大安森林公園（第7号公園）

1932年に台湾総督府が決定した台北都市計画は、

1951年4月の台北都市計画図（台北市政府工務局）。
台北市政府工務局より寄贈。非公開図面。

台北市地形図（縮尺千分の1、1980年12月測量）
左：東西100メートルの公園道（仁愛路）は完成し、南北100メートル特殊街路（建国南路）は地上部が完成し、高
架橋は工事中。
右：東西の40メートル道路（信義路）は完成し、南北の70メートル特殊街路（建国南路）は地上部がほぼ完成し、
高架橋は工事中。都市計画第7号公園（大安森林公園）は全区域が未着工で、スラム街となっていた。
台北市工務局の招待で講演をした際に寄贈される。非公開図面。この両図とカラーグラビア写真を比較して参照
されたい。

公園緑地　Vol.84  No.5  2024 11特別連載
- 138 -



1950年、台湾を統治する中華民国国民党政府によっ
て、ほぼ、そのまま継承することが決定された。都市
計画公園の番号もそのまま継承された。

1960年代から1970年代に、台北の都市計画は街
路については1932年計画がほぼ実現していった。東
西方向の軸線である公園道第4号（現・仁愛路）が完成
し、亜熱帯系高木が緑陰となる並木道が出現し、その
東端には台北市政府の新庁舎が移転した。仁愛路の沿
道は台北でも一等地であり、高級マンション、ホテル
などが進出した。南北方向の特殊街路の水路敷には高
架の高速道路が建設され、高架下は台北市内では不足
している駐車場用地となった。

1980年代になっても第7号公園（現・大安森林公園）、
第14号公園（現・林森公園）、第15号公園（現・康楽
公園）は未着手のままであり、大陸から移住した国民
党下級兵士とその家族が居住するスラム街となってお
り、台湾政府も台北市政府も放置していた。第7号公
園の面積は25ヘクタールであり、約1300戸のバラッ
クが建ち並んでいた。

台北市の市街地開発がほぼ終了し、台湾の経済水準
も向上した結果、1985年（民国74年）、台北市政府
工務局は第7号公園の着工に向けて調査を開始した。
3代の歴代の台北市長、体育館設置問題、環境保護団
体との激論を経て、台北市のセントラルパークとなる
第7号公園の整備方針は生態系の緑を重視した「森林
公園」として決定され、体育館の建設は不採用として、
公園名称は台北市大安区にあることから大安森林公園
と決定された。

1991年度〜1994年度に工事が実施され、都市林
であり、都市の肺である大安森林公園が完成した。撤
去した家屋のうち合法は91戸のみであり、1257戸
は不法占用であったが、土地収用補償、地上物補償に
はかなりの費用を必要とした。

第14号公園（現・林森公園）、第15号公園（現・康
楽公園）は隣り合っており、日本統治時代は三橋町公
共墓地があり、明石元二郎（第7代台湾総督）の墓もあっ
た場所に都市計画公園を設定した。1949年以降はス
ラム街となって放置されており、周囲は台北の商業地
であった。

この両公園が着工された理由は台北市長選挙であ
る。1997年、陳水扁市長（その後、台湾政府総統）が
第14号、第15号公園の整備を公約の1つとした結果、

着工され、2002年に、都心部の憩いの場として両公
園が開園した。

なお、両公園の北側に細長く立ち並んでいるホテル、
住宅群が続く土地は、国民党政府が公園道の都市計画
を廃止し、民有地に変えた場所である。

昭和15年8月、高雄でも公園道（15本、林陰道路）、
広場、公園（12箇所）、排水路（23本）を骨格とした都
市計画が告示され、戦後の国民党政府によって、ほぼ
その通り都市建設が実行された。（『新都市2011年3
月号』にてグラビアで掲載）

【参考文献】
・ 前島康彦編『折下吉延先生業績録』都市計画協会内、折下先生

記念事業会、昭和42年。
・ 台湾総督府内務局土木課『台湾総督府内務局主管土木事業』昭

和5年8月。同、昭和10年11月。
・ 台湾総督府内務局土木課『台湾都市計画関係法規輯覧』昭和15

年。
・ 黄世孟「台湾都市計画歴史之初探1895〜1945年」『都市与計

画』12巻1号、民国74年。
・ 越澤明「台北の都市計画　1895〜1945年」『第7回土木史研

究発表会論文集』1987年。
・ 同上論文は台北市政府の市史編纂刊行物で翻訳されたことか

ら、台北市の歴史研究として評価されたことを示している。

・ 越澤明「台湾・満州・中国の都市計画」『岩波講座近代日本と植
民地』第3巻、岩波書店、1993年。

・越澤明『後藤新平』ちくま新書、2011年。
・ 越澤明「関東大震災の復興公園」『公園緑地』84巻2号、2023

年8月。

【付記】
　1980年代から30年間、台湾の内政部営建署（内務省建設庁）、
台北市政府工務局、工程師学会、都市計画学会、国立台湾大学、
国立高雄大学の招聘で講演する機会に現地調査を行ってきた。
黄世孟教授を始めとする関係の皆様に謝意を表します。
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